
（平成２２年３月10日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 49 件

国民年金関係 23 件

厚生年金関係 26 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 62 件

国民年金関係 29 件

厚生年金関係 33 件

年金記録確認埼玉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



                      

  

埼玉国民年金 事案 2905 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 39 年１月から 41 年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年７月から 41 年３月まで 

    昭和 39 年２月に結婚し、その後 41 年３月に元夫の母から夫婦二人分

の国民年金の保険料を納めていると言われ、海老茶色の２冊の国民年金

手帳を渡された。手帳には、検認印が押されているのを覚えているので、

元夫の母が納付してくれていた期間が未納となっていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 39 年２月に結婚し、その後 41 年３月にその元夫の母か

ら夫婦二人分の国民年金の保険料を納めていると言われ、海老茶色の２冊

の国民年金手帳を渡されたとしているところ、一緒に納付されていたとす

る元夫の申立期間の保険料はすべて納付されており、夫婦二人分の保険料

を納付したとする元夫の母の申立期間の保険料もすべて納付されているこ

とから、元夫の母の保険料の納付意識が高かったものと認められ、申立期

間のうち、結婚後の昭和 38 年度第４期（39 年１月から同年３月まで）を

含めて 39 年１月から 41 年３月までの保険料は納付されたものと推認でき

る。 

一方、申立期間のうち、昭和 37 年７月から 38 年 12 月までの期間につ

いては、結婚前の期間であり、申立人の元夫の母が結婚前の当該期間の申

立人の保険料を納付していたとするのは考え難く、当該期間の保険料を納

付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）も無く、ほかに当該



                      

  

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

  その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 39 年１月から 41 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2906 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 55 年 10 月から同年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 25 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 55 年 10 月から同年 12 月まで     

    昭和 54 年 10 月に結婚し、以降欠かさず私が夫婦二人分の国民年金保

険料を納付したはずであり、申立期間については夫が納付済みであるの

に私の分だけが未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料について、その夫の分とあわせて

夫婦二人分を納付したはずであると主張しており、オンライン記録から夫

婦の国民年金保険料の納付日が確認できる昭和 59 年４月以降については、

ほぼ夫婦一緒に納付していたことが確認でき、かつ、申立期間の夫の国民

年金保険料は納付済みである上、申立人は 54 年 10 月に国民年金に加入し

た以降、申立期間を除き保険料をすべて納付していることから、３か月と

短期間の保険料を未納とするのは不自然である。 

また、申立人は、結婚を契機にその夫の国民年金保険料が未納であった

ことに気づき、結婚した月から２年さかのぼって納付したとしていること

から、申立人の納付意識は高かったものと認められる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2907 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44 年４月から 46 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 20 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 44 年４月から 46 年３月まで     

    昭和 44 年５月ころ、Ａ町役場（現在は、Ｂ市役所）Ｃ出張所で国民

年金の加入手続をし、昭和 44 年度及び 45 年度の国民年金保険料を納付

書に現金を添えて、年に１回ずつＡ町役場で納付したので、申立期間が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 44 年５月ころＡ町役場Ｃ出張所で国民年金の加入手続

をし、昭和 44 年度及び 45 年度の国民年金保険料を年に１回ずつ納付書に

現金を添えてＡ町役場で納付したと申し立てているところ、当時の保険料

は前納による納付も可能であったことから、申立人の主張は信憑性
  ぴょう  

が認

められる。 

また、申立人の所持する国民年金手帳記号番号の払出時点からすると、

申立期間は現年度納付が可能な期間である上、申立期間直後の昭和 46 年

４月から同年６月までの期間について平成 16 年 10 月 25 日に未納から納

付済みにオンライン記録が訂正されており、行政側の記録管理に不備があ

る。 

さらに、申立期間は 24 か月と比較的短期間である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2908 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 56 年６月から 57 年３月までの期間及び 58 年１月から同

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

られることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 36 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 56 年６月から 57 年３月まで     

 ② 昭和 58 年１月から同年３月まで     

    私は、当時短大に通っており、免除制度は知らず当然国民年金保険料

を納付するものと思っていたので、20 歳になる直前にＡ区役所かその

出張所へ行って加入手続をした。その後、納付書に現金を添えて、Ａ区

役所又は出張所から納付し、その際、領収書をもらった記憶がある。引

っ越しの時に古い書類など廃棄したためか、現在、その時の領収書は無

いが、申立期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、国民年金の加入手続をＡ区役所かそ

の出張所で行い、その後国民年金保険料を納付したと申し立てていると

ころ、申立人の国民年金手帳記号番号は、前後の記号番号の払出状況か

ら昭和 56 年６月ころ払い出されたと推認され、記号番号の払出時点か

らすると 20 歳になったときから納付が可能であること、及び申立人の

母親と妹が、申立人が納付したと言っているのを当時聞いたと証言して

いることから、申立内容に信 憑
ぴょう

性が認められる。 

 

２ 申立期間②については、３か月と短期間である上、申立期間②の国民

年金保険料を納付できなかった特別な事情もみられない。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国

民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2909 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成元年 10 月から２年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年 10 月から２年２月まで 

平成元年 10 月に会社を退職する際に、会社から国民年金に加入する

よう指導されたので、すぐにＡ市役所で国民年金の加入手続をした。 

国民年金保険料の納付については、私が夫婦二人分の保険料を納付し

ていたので、申立期間が未加入となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、平成元年 10 月に会社を退職する際に、会社から国民年金に

加入するよう指導されたので、すぐに加入手続を行うとともに夫婦二人分

の保険料を納付したとしているところ、申立期間の直前の期間が第３号被

保険者であった申立人の妻の納付記録は第１号被保険者として納付済みと

なっており、申立人はその妻の国民年金の種別変更手続を適切に行ったと

考えられ、申立人の供述に信 憑
ぴょう

性が認められる。 

また、申立期間は、５か月と短期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2911 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 39 年 11 月から 41 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年 11 月から 41 年３月まで 

申立期間の国民年金保険料については、母が国民年金の加入手続及び

保険料の納付をしてくれたはずであり、未納となっていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、その母親が国民年金の加入手続及び保険料の納付をしてくれ

たはずであるとしているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和

40 年６月ころに払い出されていること、当時の保険料額は月額 100 円で

あることなどから、その母親が申立人の国民年金の加入手続を 40 年６月

ころに行った後、翌年４月まで保険料を納付できないような特段の事情は

うかがわれない。  

また、申立人は、申立期間を除き、国民年金保険料をすべて納付してい

ることから、納付意識は高かったと考えられる。 

さらに、申立期間は、17 か月と比較的短期間である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2912 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 53 年２月及び 54 年７月の国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 22 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 53 年２月 

② 昭和 54 年７月 

    昭和 53 年に会社を退職して、実家のあるＡ市に家族で移住しＢ店を

始めた。厚生年金保険から国民年金への切替手続は妻と一緒に行い、保

険料は自宅に郵送されてきた納付書で妻が私の分と一緒にＣ信用金庫の

近所の支店で納付していたにもかかわらず、申立期間の保険料について、

妻は納付済みとなっているのに私の分が未納となっていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その妻が夫婦二人分の国民年金保険料を一緒に納付したと申

し立てているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 53 年３月に

夫婦連番で払い出されており、申立期間の保険料をその妻は納付してい

ることから、申立人が未納となっているのは不自然である。 

   また、申立期間の国民年金保険料を納付したとする申立人の妻は、Ｄ市

役所で国民年金の加入手続を行ったこと、及びＣ信用金庫で３か月ごと

に納付したことを覚えており、記憶は具体的である。 

   さらに、申立人は、住所変更手続も適切に行っている上、申立期間は、

合計で２か月と短期間である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2913 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 51 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51 年１月から同年３月まで 

    私がＡ市にいた時に、母親が国民年金の加入手続を行ってくれた。 

保険料は私が市役所で３か月ごとに納付していたので申立期間が未納

となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ市在住時にその母親が国民年金の加入手続を行い、保険料

は申立人が市役所に３か月ごとに納付していたとしているところ、申立人

は、申立期間の前後において経済状況に変化は無く、納付できない特段の

事情は認められないことから、３か月と短期間である申立期間の保険料が

未納となっているのは不自然である。 

また、申立人は、結婚後は国民年金に任意加入している上、転居した際

の住所変更手続やその夫が会社を退職し厚生年金保険被保険者資格を喪失

した後の第３号被保険者から第１号被保険者への種別変更手続も適切に行

っていることが確認できることから、納付意識は高かったと考えられる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2914 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 43 年８月及び 46 年７月から 49 年 12

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年８月から 49 年 12 月まで 

    私たち夫婦は国民年金に加入していなかったが、昭和 50 年 10 月ころ

Ａ区の広報で特例納付制度を知り、夫婦で家の近くの団地のそばにある

区の出張所に出向き相談を行った。その後、国民年金の加入手続を行い、

特例納付制度により 20 歳までさかのぼって払える保険料二人分を窓口

で納付した。この年は、長男が＊月に生まれたことからはっきり覚えて

おり、未納期間は無いはずである。申立期間が未納となっていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人夫婦の国民年金手帳記号番号は、昭和 50 年７月 15 日以降に３番

違いで払い出されており、申立人夫婦がＡ区の広報で特例納付制度を知

り、Ｂ区役所の出張所で国民年金の加入手続を行い、後日、夫婦二人分

の国民年金保険料を納付したとする時期は、第２回特例納付が可能な時

期であることから、申立内容に不自然さはみられない。 

   また、Ａ区では、申立期間当時、広報「Ｃ」で数回にわたり特例納付の

勧奨を行っている上、過年度及び特例納付書を出張所の窓口でも交付し

ていたとしており、申立人夫婦が出張所の窓口で交付された納付書で、

過年度及び特例納付保険料を一括納付したと推認できる。 

   さらに、申立人夫婦がＤ信用金庫Ｅ支店の申立人の口座からお金を下ろ

し納付したとする保険料総額は、二人分で 10 万円を超えている金額であ

ったとしており、申立期間の保険料を特例納付した場合の金額とおおむ

ね一致する。 



                      

  

   加えて、申立人夫婦は、申立期間を除き、国民年金加入期間中は、付加

保険料を納付するなど保険料をすべて納付しており、保険料の納付意識

は高かったものと認められる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

しかしながら、昭和 43 年９月から 46 年６月までの期間については、申

立人は厚生年金保険被保険者であり、国民年金被保険者となり得る期間で

はないことが明らかであることから、年金記録の訂正を行うことはできな

い。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2915 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 43 年１月から 45 年５月までの期間及び 47 年４月から 48

年 12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認

められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43 年１月から 45 年５月まで 

             ② 昭和 47 年４月から 48 年 12 月まで 

    私たち夫婦は国民年金に加入していなかったが、昭和 50 年 10 月ころ

Ａ区の広報で特例納付制度を知り、夫婦で近所の団地のそばにある区の

出張所に出向き相談を行った。その後、国民年金の加入手続を行い、特

例納付制度により 20 歳までさかのぼって払える国民年金保険料二人分

を納付した。この年は、長男が＊月に生まれたことからはっきり覚えて

おり、未納期間は無いはずである。申立期間が未納となっていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人夫婦の国民年金手帳記号番号は、昭和 50 年７月 15 日以降に３番

違いで払い出されており、申立人夫婦がＡ区の広報で特例納付制度を知

り、Ｂ区役所の出張所で国民年金の加入手続を行い、後日、夫婦二人分

の国民年金保険料を納付したとする時期は、第２回特例納付が可能な時

期であることから、申立内容に不自然さはみられない。 

   また、Ａ区では、申立期間当時、広報「Ｃ」で数回にわたり特例納付の

勧奨を行っている上、過年度及び特例納付書を出張所の窓口でも交付し

ていたとしており、申立人夫婦が出張所の窓口で交付された納付書で、

過年度及び特例納付保険料を一括納付したと推認できる。 

   さらに、申立人夫婦がＤ信用金庫Ｅ支店の申立人の夫の口座からお金を

下ろし納付したとする保険料総額は、二人分で 10 万円を超えている金額

であったとしており、申立期間の保険料を特例納付した場合の金額とお



                      

  

おむね一致する。 

   加えて、申立人夫婦は、申立期間を除き、国民年金加入期間中は、付加

保険料を納付するなど保険料をすべて納付しており、保険料の納付意識

は高かったものと認められる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2918 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 36 年 10 月から 37 年９月までの国民

年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住 所 ： 

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年４月 

② 昭和 36 年 10 月から 37 年９月まで 

③ 昭和 38 年１月から 40 年３月まで 

    昭和 36 年４、５月ころ、Ａ市役所（現在は、Ｂ市役所）に行き、自

分で国民年金の加入手続をした。申立期間の国民年金保険料についても、

同市役所で納付したはずであり、未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間②のうち昭和 36 年 10 月から同年 12 月までについて、申立

人が所持する国民年金手帳には納付済みと記録されている。 

    また、申立期間②のうち昭和 37 年１月から同年９月までについても、

申立人が９か月と短期間である同期間の国民年金保険料を納付できなか

ったとする特別な事情は見当たらない。 

 

  ２ 一方、申立期間①について、申立人が所持する国民年金手帳には「資

格取得昭和 36 年５月２日 任意」と記録されている上、36 年４月の検

認記録欄には赤い斜線が引かれていることから、納付を行ったとする時

期において、申立期間①は未加入期間と記録されていたと推認される。 

    また、申立人が、申立期間①の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ３ 申立期間③について、申立人が所持する国民年金手帳には申立期間③

を含む昭和 41 年３月まで検認印が無く、検認台紙は「41 年 10 月」の



                      

  

割印が押され手帳から切り離されている上、国民年金被保険者台帳から、

41 年 10 月に 40 年４月から 41 年３月までの国民年金保険料が過年度納

付されたことが確認できることから、申立人は申立期間③後の 40 年４

月の保険料から納付を再開したと考えるのが自然である。 

    また、申立人が、申立期間③の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ４ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 36 年 10 月から 37 年９月までの国民年金保険料を納付してい

たものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2922 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 54 年３月の国民年金保険料について

は、付加保険料を含めて納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 51 年 12 月から 52 年５月まで 

② 昭和 52 年７月から同年９月まで 

③ 昭和 53 年３月から 54 年２月まで 

④ 昭和 54 年３月 

Ａ市役所（現在は、Ｂ市役所）において、夫が国民年金の加入手続を

し、国民年金保険料を同市役所又はＣ銀行、Ｄ銀行において納付してい

た。昭和 51 年４月から 53 年３月までの領収書は所持しており、申立期

間は厚生年金保険料と重複して納付していた。重複して納付していた期

間の国民年金保険料はその分年金を受け取る際に、増額して受給できる

と思っており、還付されることは知らなかった。平成 21 年７月に国民

年金保険料納付記録照会について回答が届き、初めて重複納付していた

国民年金保険料が還付済みとなっていることを知った。還付請求書を見

た記憶は曖昧
あいまい

であり、還付されることを知らなかったので、還付の請求

をしたかもしれないが、還付された記憶が無く納得できない。 

また、昭和 54 年３月は納付書が来れば必ず納付しており、昭和 53 年

度は１年分か半年ごとに納付していたはずである。54 年の３月が未納と

なっていることに納得できない。   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間③のうち昭和 53 年 10 月から 54 年２月までの期間

及び申立期間④について、納付書がくれば必ず納付しており、昭和 53 年

度は１年分か半年ごとに納付していたはずであるとしているところ、国民

年金被保険者台帳では 53 年４月から同年９月までの国民年金保険料及び



                      

  

付加保険料を納付していることが確認できることから 53 年度の納付書が

発行されていたと推認でき、かつ、申立人の所持している領収書のうち

50 年度から 52 年度までの期間は、１年度分を一括で納付していたことが

確認できることから、申立人の供述に不自然さはみられない上、申立人は

申立期間以外に未納が無く、53 年 10 月から 54 年３月までの６か月と短

期間である保険料を付加保険料も含めて納付できなかったとする事情も見

当たらない。 

また、申立人は、申立期間①、②及び③について、国民年金保険料が還

付されることを知らなかったので、還付の請求をしたかもしれないが、還

付された記憶が無いとしているところ、Ｅ市の国民年金被保険者名簿及び

国民年金被保険者台帳には、申立期間①、②及び③のうち昭和 53 年３月

から同年９月までの期間の保険料額である４万 1,350 円を 53 年８月 24 日

に還付した記録があり、還付記録に不備は認められないことから、同期間

の保険料は還付されたものと推認できる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 53 年 10 月から 54 年３月までの国民年金保険料を納付していたもの

と認められる。 

しかしながら、申立人は、昭和 53 年 10 月から 54 年２月までは厚生年

金保険被保険者期間であり、国民年金保険料が還付された記録はないもの

の、国民年金の被保険者となり得る期間で無いことは明らかであることか

ら、この期間の記録の訂正を行うことはできない。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2925 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 39 年４月から 42 年９月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 17 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 37 年２月から 42 年 10 月まで 

私は、親戚でもある勤め先の主人に 20 歳になったら国民年金に加入

しなければならないと言われ、同居していた姉も国民年金に加入して

いたので、昭和 37 年２月ころＡ区役所Ｂ出張所で国民年金の加入手続

をした。国民年金手帳はそのときに交付されたことを覚えている。保

険料は、Ｂ出張所で納めたことは覚えているが、保険料額などはよく

覚えていない。当時は姉と一緒に住み込みで結婚するまで働いていた。

結婚後しばらくしたとき、Ｃ市役所の職員が来て、任意加入なのでど

ちらでもよいといわれ、国民年金を止めることにした。申立期間が未

納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、昭和 37 年２月ころに国民年金の加入手続をしたとしてい

るところ、申立人に 39 年１月ころに申立人の姉と連番で払い出された

ものと推認できる国民年金手帳記号番号（＊）が確認でき、その記号番

号に係る特殊台帳により 39 年４月から 42 年９月までの期間が納付済み

であることが確認できる。 

 

２ 一方、申立期間のうち昭和 37 年２月から 39 年３月までは、上記手帳

記号番号（＊）に係る特殊台帳により国民年金保険料が未納とされてい

ることが確認できる上、申立期間当時申立人と同居しており、手帳記号

番号も連番で払い出されている申立人の姉も未納となっている。 

また、申立期間のうち、昭和 42 年 10 月は、上記特殊台帳により、42



                      

  

年 10 月 29 日に任意被保険者資格を喪失していることが確認できること

から、未加入期間であり保険料を納付できない。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 39 年４月から 42 年９月までの国民年金保険料を納付していた

ものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2927 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37 年１月から同年 11 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

       氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 大正９年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年１月から同年 11 月まで 

    私は、Ａ市において民生委員や裁判所調停委員などをしていたことも

あって、国民年金制度創設時に国民年金に積極的に加入し、昭和 37 年

12 月に経営していたＢ株式会社が厚生年金保険の新規適用事業所とな

り夫婦とも厚生年金保険の被保険者となるまで保険料を納付していた。 

保険料は市役所が近かったので現金を持参して市役所で納付した。申

立期間が未納となっていることに納得がいかない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金制度創設時から国民年金に加入し、昭和 37 年 12 月

に経営していたＢ株式会社が厚生年金保険の新規適用事業所となり夫婦と

も厚生年金保険被保険者となるまで保険料を納付していたと主張しており、

申立人の国民年金手帳記号番号は 36 年２月 25 日に夫婦連番で払い出され、

かつ、Ａ市の国民年金被保険者名簿の検認記録欄の記載により、昭和 36

年度の国民年金保険料の納付日が夫婦同一であることが確認できることか

ら、申立内容に信 憑
ぴょう

性が認められる。 

また、制度発足時から国民年金保険料を納付し、厚生年金保険への加入

時に国民年金の被保険者資格の喪失手続を適切に行っていた申立人が 11

か月と短期間である申立期間の保険料を納付しなかったとは考え難い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2928 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37 年１月から同年 11 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

       氏    名 ： 女（死亡） 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 大正６年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年１月から同年 11 月まで 

    Ａ市において夫が民生委員や裁判所調停委員などをしていたこともあ

って、国民年金制度創設時に国民年金に積極的に加入し、昭和 37 年 12

月に経営していたＢ株式会社が厚生年金保険の新規適用事業所となり夫

婦とも厚生年金保険被保険者となるまで保険料を納付していた。保険料

は市役所が近かったので現金を持参して市役所で納付した。申立期間が

未納となっていることに納得がいかない。 

(注) 申立ては、死亡した申立人の夫が、申立人の納付記録の訂正

を求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金制度創設時から国民年金に加入し、昭和 37 年 12 月

に経営していたＢ株式会社が厚生年金保険の新規適用事業所となり夫婦と

も厚生年金保険被保険者となるまで保険料を納付していたと主張しており、

申立人の国民年金手帳記号番号は 36 年２月 25 日に夫婦連番で払い出され、

かつ、Ａ市の国民年金被保険者名簿の検認記録欄の記載により、昭和 36

年度の国民年金保険料の納付日が夫婦同一であることが確認できることか

ら、申立内容に信 憑
ぴょう

性が認められる。 

また、制度発足時から国民年金保険料を納付し、厚生年金保険への加入

時に国民年金の被保険者資格の喪失手続を適切に行っていた申立人が 11

か月と短期間である申立期間の保険料を納付しなかったとは考え難い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2929 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 50 年１月から同年３月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 19 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 39 年９月から 46 年３月まで 

             ② 昭和 50 年１月から同年３月まで 

    昭和 46 年に市役所の人に勧められ、Ａ市役所で加入手続を自分でし

た。加入手続後は、納付書により市役所や銀行で夫の分と一緒に払って

いた記憶がある。また、加入手続をしたころ、それまでの未納分をさか

のぼって払った記憶もある。未納となっていることに納得がいかない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、申立人は、加入手続をした昭和 46 年度以降、

申立期間②を除き未納は無く、納付意識が高かったと考えられる。 

また、申立期間の前後は納付済みであり、申立期間前後において住所

の変更も無く、３か月と短期間である申立期間の保険料を払わなかった

とする特段の事情は見当たらない。 

 

２ 一方、申立期間①について、当初申立人は、20 歳になった昭和 39 年

＊月ころに加入手続をして、国民年金保険料を払っていたと申述してい

たが、その後加入手続後にさかのぼって納付したと申述を変遷させてい

る上、納付したとする期間や金額等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

であ

り、加入手続及び保険料納付の状況は不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 46 年 12 月 14 日に払

い出されていることが国民年金手帳記号番号払出簿により確認でき、手

帳記号番号の払出時点からすると、申立期間①の大部分は時効により納

付できず、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていた形跡も見当た



                      

  

らない。 

さらに、申立人が、申立期間①の国民年金保険料を納付したことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 50 年１月から同年３月までの国民年金保険料を納付していた

ものと認められる。 

 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2931 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成元年 10 月から３年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 44 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年 10 月から３年３月まで 

申立期間当時はＡになるためＢ市にある「Ｃ」に住み込んでいた。卒

業して自営業になれば将来の保障はないと母に言われ、平成３年４月こ

ろＤ町役場（現在は、Ｅ市役所Ｆ支所）で国民年金の加入手続を自分で

した。その時納付していなかった 20 歳からの分を現年度分と一緒に納

付すれば良いと言われ、一度では払えないので数回に分けて納付した。

保険料総額は 20 万円を超えていたと思う。 

確かに過去の分の保険料を分割して納付したはずなのに、未納となっ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成３年４月ころＤ町役場で国民年金の加入手続をし、申立

期間及び平成３年度分の保険料を分割して同役場内のＧ銀行（現在は、Ｈ

銀行）で納付したと主張しており、Ｅ市の国民年金被保険者名簿により３

年 11 月 27 日に国民年金の加入手続が行われたことが確認でき、加入手続

時点で申立期間は過年度納付が可能な期間である上、申立人が納付したと

する金額は申立期間と３年度の分を納付するのに必要な保険料額とおおむ

ね一致していることから、申立内容には信 憑
ぴょう

性が認められる。 

また、申立人は、国民年金に加入以降未納期間は無く、納付意識は高か

ったと考えられることから、18 か月と比較的短期間である申立期間を納

付したと考えるのが自然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2932 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 52 年 10 月から同年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 52 年 10 月から同年 12 月まで 

私は、申立期間当時はＡ区に住んでおり、国民年金保険料は区役 

所や銀行に納めた。保険料額は３か月分で 6,500 円くらいだったと思う。 

確かに納付したのに未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  申立人は、昭和 52 年 12 月ころ申立期間の国民年金保険料３か月分

6,500 円くらいをＡ区役所か銀行に納付したと主張しており、納付したと

する金額は当時の保険料額とおおむね一致している。 

また、申立人は、申立期間以外の国民年金加入期間の保険料を 20 歳の

加入時から 60 歳到達まで完納しており、納付意識が高かったと考えられ

ることから、３か月と短期間である申立期間の保険料のみを納付しなかっ

たとは考え難い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2934 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 45 年 10 月から 46 年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ： 

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年 10 月から 46 年 12 月まで 

    私は、兄に勧められ国民年金に加入した。60 歳になってから社会保

険事務所（当時）に行って年金の相談をしたところ、申立期間の国民年

金保険料が未納となっていることが分かった。申立期間の保険料は、私

の母が納付してくれたので、未納となっていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、申立人の母に国民年金保険料を含め組合保険や生活費など約

７万円を渡し、その母が保険料を納付したと主張しており、その母の保険

料は納付済みとなっている。 

また、申立人の国民年金保険料について、申立期間以外に未納は無く、

平成 15 年以降は口座振替で保険料を納付しており、申立期間も 15 か月間

と比較的短期間である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 

   

   



                      

  

埼玉国民年金 事案 2938 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年 11 月から 51 年 12 月までの国民

年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記

録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男 

  基礎年金番号 ： 

  生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

  住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 43 年９月 

           ② 昭和 48 年９月から 51 年 12 月まで 

昭和 52 年に国民年金加入手続をし、１年から２年経過したころに、

役所から未納期間の納付書が届き、未納期間の一部の保険料を納付し

た。その後、再度未納期間の納付書が届き、未納期間すべての保険料

を納付した。 

１回目より２回目はずいぶん高かったと記憶している。１回目の金

額はよく覚えていないが、２回目に納付した国民年金保険料額は 20 数

万円だったと思う。 

申立期間について国民年金保険料が未納とされていることに納得が

いかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②について、申立人は、昭和 52 年に国民年金加入手続をし

た１年から２年後に役所から未納期間の納付書が届き未納期間の一部の

保険料を納付し、その後、再度未納期間の納付書が届いたので、ずいぶ

ん高いと思いながら未納期間すべての保険料を納付したとしているとこ

ろ、申立期間直後の 52 年１月から同年３月までの保険料は 54 年４月こ

ろに過年度納付されたものと推認され、１回目に納付したとする過去の

保険料が同期間の過年度納付分であり、２回目に納付したとする過去の

保険料が申立期間②のうち強制加入期間である 48 年 11 月から 51 年 12

月までの期間の特例納付分とすると、１回目より２回目の保険料がずい

ぶん高かったとする申立人の申述と符合する。 



                      

  

また、申立人は、２回目に納付した国民年金保険料額は 20 数万円だ

ったとしているところ、申立人は、昭和 54 年度からは付加保険料を含

めて前納していることが確認できることから、第３回特例納付実施期間

である 54 年度又は 55 年度の付加保険料を含む前納保険料額と申立期間

②のうち強制加入期間である昭和 48 年 11 月から 51 年 12 月までの特例

納付保険料額を合計した額とおおむね一致する。 

 

２ 一方、申立期間①並びに申立期間②のうち昭和 48 年９月及び同年 10

月について、同期間は未加入期間であり、国民年金保険料を納付できな

い期間であることから、特例納付できない。 

また、申立人が、同期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のう

ち、昭和 48 年 11 月から 51 年 12 月までの国民年金保険料を納付してい

たものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2940 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成６年 10 月及び同年 11 月の国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男 

  基礎年金番号 ： 

  生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

  住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 平成６年 10 月及び同年 11 月 

平成６年９月までは自営業を営み夫婦で厚生年金保険に加入してい

た。廃業に伴い、顧問税理士から国民年金に加入し、年金を継続する

よう助言されたため、夫婦で国民年金加入手続をした。 

私の国民年金保険料は納付書が届き次第すぐに納付したが、妻は自

身の保険料を納付しなかったところ、再三にわたり督促状が届いたこ

とから、時効間近に過年度納付した。私には督促状が一切届かなかっ

たので、未納となっていることに驚いた。 

申立期間について、国民年金保険料が未納とされていることに納得

がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成６年９月廃業後に夫婦で国民年金加入手続を行い、自身

の分を納付し、申立人の妻は納付しなかったため再三納付勧奨があったの

で、時効間近に納付したとしているところ、オンライン記録により夫婦の

国民年金手帳記号番号は同年 12 月ころ夫婦連番で払い出され、申立人の

妻の同年 10 月及び同年 11 月の保険料が８年 10 月 25 日に納付されている

ことが確認できることから、申立内容には信 憑
ぴょう

性が認められる上、わざ

わざ加入手続を行いながら２か月と短期間である申立期間の保険料を納付

しなかったとは考え難い。 

また、国民年金加入手続時に保険料を納付せずに未納であった場合でも、



                      

  

申立人の妻に保険料の納付勧奨があったように申立人にも納付勧奨があっ

たと考えられ、その場合には夫婦一緒に保険料を納付したと考えるのが自

然である。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2942 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 50 年７月の国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 16 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 47 年４月から 50 年７月まで 

    Ａ区のＢ団地に住んでいるときに、近所の友人から国民年金に任意加

入できることを聞き、Ｃ区役所へ出向き加入手続をした。国民年金保険

料は、団地の集金やＤ銀行で納付していた覚えがある。昭和 48 年４月

にＥ市へ転居し、住所変更の手続をしてすぐに市役所で国民年金の手続

をしていると思う。申立期間当時は、Ｆ市役所Ｇ出張所やＨ銀行などで、

保険料を２、３か月ごとに納め、領収証をもらっていた。申立期間は国

民年金に未加入となっているが、50 年７月の保険料を納めた領収証を

持っている。申立期間が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間当時の国民年金保険料の納付状況や国民年金手帳の

交付について記憶が曖昧
あいまい

である上、申立人が申立期間に納付したとする

保険料額は、納付済みとなっている昭和 50 年８月当時の１期分の保険料

額であり、申立人の申述には申立期間当時の状況と符合しない点がみら

れる。 

   また、申立人は、昭和 50 年８月１日に国民年金に任意加入しているこ

とから、申立期間は国民年金未加入期間であるため制度上国民年金保険

料を納付することができないことに加え、申立期間当時に別の国民年金

手帳記号番号が払い出された形跡もうかがわれない。 

   しかしながら、申立期間のうち昭和 50 年７月の国民年金保険料につい

て、特殊台帳、Ｆ市の国民年金被保険者名簿及び申立人の所持する領収

証書により、納付済みとなっていることが確認できるところ、同期間の



                      

  

保険料は、被保険者資格取得前の期間について納付されたものであり、

本来は還付されるべきものであるが、還付手続が行われず、保険料が還

付されないまま長期間国庫歳入金として扱われていたことは明らかであ

り、資格取得前の期間であることを理由として、同期間の被保険者資格

と保険料納付を認めないのは信義衡平の原則に反するものと考えられる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 50 年７月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉国民年金 事案 2944 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 38 年３月から 39 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住 所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38 年３月から 39 年３月まで 

 私が昭和 48 年に結婚するときに初めて父から国民年金手帳を渡され、

20 歳で国民年金に加入し保険料を納付していたことを聞かされた。長

兄も次兄も国民年金に加入し、未納期間は無いが、私だけに未納期間が

ある。 

 次兄の国民年金手帳を見ると昭和 39 年１月から同年３月まで印紙が

貼
は

られておらず、検認印も押されていないが、納付済みになっており、

私の手帳も検認印はないが、次兄と同じに納めているはずである。 

  申立期間が未納にされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除き国民年金加入中に未納期間は無く、申立人の

父が申立人と一緒に国民年金保険料を納付していたとする申立人の二人

の兄も制度発足時から国民年金に加入し、加入期間中に未納期間は無い。 

また、申立人及びその次兄は、昭和 40 年４月 15 日に国民年金手帳の再

発行を受け、その翌日に昭和 39 年度の国民年金保険料を一括して納付し

ていることが申立人及びその次兄の所持する手帳から確認でき、申立期間

の保険料は、その時点では、過年度納付が可能な期間である上、申立人の

次兄の納付記録を見ると、国民年金手帳に検認印が押されていない 39 年

１月から同年３月までの期間が納付済みとなっていることから、同期間の

保険料は過年度納付されたと推認でき、申立人についても同様に未納であ

った申立期間の保険料をさかのぼって納付したと考えるのが自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2711 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間④に係る資格喪失日は、昭和 25 年２月１日であった

と認められることから、Ａ株式会社Ｂ炭鉱における厚生年金保険の被保険

者資格の喪失日に係る記録を同日に訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額は、１万円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日  ： 明治 37 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間  ：  ① 昭和 17 年６月から 19 年４月１日まで 

                      ② 昭和 19 年４月１日から同年 10 月１日まで 

                      ③ 昭和 20 年７月１日から 22 年５月まで 

                      ④ 昭和 23 年７月 20 日から 27 年４月まで 

                      ⑤ 昭和 27 年 12 月から 30 年 10 月まで 

           ⑥ 昭和 30 年 10 月から 35 年 10 月１日まで 

  Ｃ社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の被保険者記録を照会した

ところ私が働いた期間のうち、Ｄ社Ｅ炭鉱における昭和 19 年 10 月１日

から 20 年７月１日までの期間、Ａ株式会社Ｂ炭鉱における同年 12 月

17 日から 23 年７月 20 日までの期間（第３種）、Ｆ炭鉱における 25 年

２月１日から同年３月 25 日までの期間（第３種）、及びＧ炭鉱におけ

る 35 年 10 月１日から 37 年 12 月２日までの期間（第３種）を除き記録

の確認ができないとの回答であった。 

昭和 17 年６月から 19 年３月 31 日までの期間は、Ｈ市のＩ社のＪ炭

鉱に坑内夫として勤務していたが国策により閉鎖になったので退職し、

同年４月１日から 22 年５月までの期間は、Ｋ村(現在は、Ｌ区)のＥ炭

鉱に坑内夫として勤務しており、同年５月から 27 年４月までの期間は、

Ｍ町(現在は、Ｎ区)のＡ株式会社Ｂ炭鉱に長男のＯ、甥のＰ氏、Ｑ氏及

びＲ氏の兄弟や自分が紹介したＳ氏及びＴ氏の兄弟等と一緒に坑内夫と

して勤務した。 

昭和 27 年 12 月から 30 年 10 月までの期間及び 同年 10 月から 37 年

12 月までの期間は、Ｕ町（現在は、Ｖ市）のＷ炭鉱及びＧ炭鉱に勤務



                      

  

し、いずれも閉山になるまで長男のＯ、甥のＰ氏やＱ氏及びＸ氏等と一

緒に坑内夫として勤務した。 

真面目に勤務して、毎月の給与から厚生年金保険料を控除されていた

はずなのに被保険者記録が無いのは納得できないので調査して記録を訂

正してほしい。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の長男が、申立人の年金記録の訂正を

求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人のＡ株式会社Ｂ炭鉱に係る申立期間④のうち、昭和 23 年７月

20 日から 25 年２月１日までの期間の勤務及び厚生年金保険料の事業主

による給与からの控除についての説明は具体性があり、同僚の厚生年金

保険の被保険者記録及び申立人が名前をあげた同僚の供述とも一致して

いること、申立期間④のうち同年２月１日から同年３月 25 日までの期

間において、後述するＦ炭鉱において申立人の被保険者記録が確認でき

ることから判断すると、申立人は、申立期間④のうち、23 年７月 20 日

から 25 年２月１日までの期間においてＡ株式会社Ｂ炭鉱に継続して勤

務していたことを認めることができる。  

  一方、Ｈ市などを管轄するＹ社会保険事務所（当時）についてＺ社会

保険事務局（当時）は、「(1)火災発生：昭和 28 年２月＊日（焼失）、

(2)焼失台帳：年金番号払出簿及び健康保険厚生年金保険被保険者名簿

は全部焼失している。 (3)台帳の復元等：（年金番号払出簿）・一部に

ついて復元ができている。（全喪事業所の健康保険厚生年金保険被保険

者名簿）・年金番号払出簿をもとに可能な限り復元を行っているが連絡

が取れない事業所分については名簿焼失のまま復元できていない。※復

元ができなかった事業所名等の詳細は不明。」と回答しており、現存す

るＡ株式会社Ｂ炭鉱に係る厚生年金保険の健康保険厚生年金保険被保険

者名簿は復元されているものの、厚生年金保険の適用事業所の届出日及

び喪失日の記載が無く、年金番号払出簿に記載されている被保険者の資

格取得日と健康保険の整理番号との間に整合性が見られず、同払出簿に

名前、生年月日及び所属事業所名の記載されている被保険者が健康保険

厚生年金保険被保険者名簿において欠落が多くみられる上、申立人の健

康保険厚生年金保険被保険者台帳 （旧台帳）には、同炭鉱に係る資格

喪失日が「不明」と記載され、ａ社会保険事務所（当時）に参考資料と

して保管されている同炭鉱作成の名簿にも申立人及び申立人の長男の資

格喪失日の記載は無く、申立人の長男の同台帳は確認されていないもの

の、Ｙ社会保険事務所は、申立人と同時期に同炭鉱に勤務した長男のオ

ンライン記録を資料として申立人に係る同炭鉱の厚生年金保険の資格喪



                      

  

失日を平成 20 年６月 30 日に、昭和 23 年７月 20 日と認定していること

から、同炭鉱における厚生年金保険の被保険者記録が完全に復元されて

いるとは言い難いものとなっている。 

以上の事実を前提にすると、申立てに係る厚生年金保険の記録が無い

ことの原因としては、事業主の届出漏れ、保険者による健康保険厚生年

金保険被保険者名簿への記入漏れ、健康保険厚生年金保険被保険者名簿

の焼失等の可能性が考えられるが、健康保険厚生年金保険被保険者名簿

等の大規模な焼失から半世紀も経た今日において、保険者も健康保険厚

生年金保険被保険者名簿の完全な復元をなしえない状況の下で、申立人

及び事業主にその原因がいずれにあるかの特定を行わせることは不可能

を強いるものであり、同人らにこれによる不利益を負担させるのは相当

でないと言うべきである。    

以上を踏まえて本件を見るに、申立人の申立期間④のうち昭和 23 年

７月 20 日から 25 年２月１日までの期間に継続勤務した事実及び事業主

による厚生年金保険料控除の事実が推認できること、申立てに係る厚生

年金保険の記録は、事業主がその届出を行った後に焼失した可能性が相

当高いと認められる一方でその推認を妨げる特段の事情は見当たらない

こと等の諸事情を総合して考慮すると、事業主は、申立人が同年２月１

日にＡ株式会社Ｂ炭鉱における厚生年金保険の被保険者資格を喪失した

旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行ったと認めるのが妥当であ

ると判断できる。 

なお、申立期間④のうち、昭和 23 年７月 20 日から 25 年２月１日ま

での標準報酬月額については、厚生年金保険法及び船員保険法の一部を

改正する法律（昭和 44 年法律第 78 号）附則第３条の規定に準じ１万円

とすることが妥当である。 

一方、申立期間④のうち、昭和 25 年２月１日から 27 年４月までの期

間について、申立人は、「自分は、Ａ株式会社Ｂ炭鉱に継続して勤務し

ており、Ｆ炭鉱に勤務した記憶は無い。」と供述しているものの、ｂデ

ータ（ｃ作成。以下同じ。）の記録によれば同年以後にＡ株式会社Ｂ炭

鉱の記録が確認されず、25 年から 29 年まではＦ炭鉱（年金番号払出簿

によればＡ株式会社Ｂ炭鉱の事業所名に「ｄ」との記載が確認され、25

年７月時点における事業主は、「ｅ」氏（申立人が一緒に勤務していた

と供述している同僚。）であり、26 年７月以降の事業主は、「ｆ」

氏。）の記録が確認され、同僚の供述及び当該期間のうち 25 年２月１

日から同年３月 25 日までの期間について、同炭鉱において厚生年金保

険被保険者記録が確認されることから、申立期間④のうち、25 年２月

１日から 27 年４月までの期間に勤務（期間は不明）した事業所は、Ｆ

鉱坑であることが認められる。 



                      

  

また、Ｈ市を管轄するＹ社会保険事務所は、昭和 28 年２月＊日の火

災により年金番号払出簿及び健康保険厚生年金保険被保険者名簿を全部

焼失（一部については復元済）していることから、オンライン記録によ

れば、Ｆ炭坑の厚生年金保険の適用事業所の届出日は、30 年４月１日

であるところ、健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、厚生年金保険

の適用事業所の届出日の記載が無く、健康保険の整理番号は大半が欠落

しているものの、被保険者資格の取得日は 25 年２月１日であることか

ら、当該事業所の厚生年金保険の被保険者記録が完全に復元されている

とはいい難いものとなっている。 

しかし、Ｆ炭鉱の事業所の記録は、昭和 38 年以降は確認できず、事

業所は不明で、ｅ氏及びｆ氏の連絡先も不明であり、登記簿謄本を申請

したものの「該当事業所が見当たりません。」との回答があり、事業主

照会をすることができなかったことから、申立人の申立期間④のうち、

25 年２月１日から 27 年４月までの期間に係る厚生年金保険料の事業主

による給与からの控除について確認をすることができなかった。 

さらに、同僚８人に同僚照会を実施したところ回答があった３人のう

ちの一人は、「Ｆ炭鉱は昭和 25 年４月から同年５月ころに出水事故に

より一時業務を中断したことから、申立人を含む４人で退職して職業安

定所へ行き自分はその後、同じｇのｈ炭鉱に勤務した。」と供述してお

り、申立人が一緒に勤務していたと供述している同僚４人の当該期間に

おける記録が一致しているのは、25 年４月 25 日から同年 12 月１日ま

での厚生年金保険の被保険者資格喪失期間のほかには無く、同年 12 月

１日から 27 年４月までの期間は不一致であることが確認できる。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

これらの申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者（第３種）として申立期間④の

うち昭和 25 年３月 25 日から 27 年４月までの期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 

 

２  申立人が申立期間①に勤務したと供述するＩ社のＪ炭鉱は、ｉ史及び

ｂデータにより、ｊ株式会社（現在は、ｋ株式会社（本社は、ｌ区）当

時の本社は、ｍ市。）Ｊ炭鉱であり、昭和 18 年まで事業を継続してい

たことが確認され、申立人の戸籍謄本に、三男は 15 年＊月＊日にｎ炭

鉱で出生、四男は 18 年＊月＊日にｏ炭鉱社宅で出生と記載されている

ことから、申立人の同炭鉱への勤務（期間は、不明）については推認さ

れる。 

しかしながら、オンライン記録によれば、ｊ株式会社の厚生年金保険



                      

  

の適用事業所の届出は、ｍ市において昭和 21 年８月１日であり、同社

Ｊ炭鉱が適用事業所であったことが確認されないものの、Ｈ市を管轄す

るＹ社会保険事務所は、28 年２月＊日の火災により年金番号払出簿及

び健康保険厚生年金保険被保険者名簿を全部焼失（一部については復元

済み）しており、当該事業所の厚生年金保険の被保険者記録が完全に復

元されているとは言い難いことから、当該事業所が申立期間①当時に適

用事業所であったかどうかを確認することはできないものの、上記のと

おり申立期間①において事業を行っていなかった可能性が高いことから、

適用事業所ではなかったものと推認される。 

また、同名又は類似の名称の事業所検索をしたが、ｐ県内でｑ炭鉱

（ｊ株式会社Ｊ炭鉱ではなく、昭和 27 年５月１日に厚生年金保険の適

用事業所の届出。）のほかに確認されなかった。 

さらに、ｊ株式会社Ｊ炭鉱は、ｉ史及びｂデータにおいても昭和 19

年以後の記録が確認されず事業所は不明であり、ｊ株式会社の登記簿謄

本は確認されたものの、ｊ株式会社Ｊ炭鉱の登記簿謄本は、「該当事業

所が見当たりません。」との回答で、事業主照会をすることができず、

申立期間①について申立人に係る厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除について確認をすることができなかった。 

加えて、申立人が一緒に勤務したと供述した同僚二人（姓のみ記憶）

は、他界している上、生年月日及び連絡先が不明で、氏名検索及び同僚

照会をすることができなかった。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

これらの申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者（第３種）として申立期間①に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認め

ることはできない。 

 

  ３ 申立期間②について、健康保険労働者年金保険被保険者名簿によれば、

申立人は、Ｄ社Ｅ炭鉱(事業主は、ｒ氏)において昭和 19 年４月１日に

被保険者資格を取得したことが確認され、健康保険厚生年金保険被保険

者名簿により 20 年７月１日に被保険者資格を喪失していることが確認

されることから、申立人の当該期間の同炭鉱への勤務について確認され

る。 

しかし、Ｄ社Ｅ炭鉱は、健康保険厚生年金保険被保険者名簿によれば、

昭和 20 年７月１日に厚生年金保険の適用事業所の喪失の届出をして以

後に事業所としての記録が確認されず事業所は不明であり、健康保険厚

生年金保険被保険者名簿に記載されている事業主は他界していることか



                      

  

ら登記簿謄本を申請したものの、「該当事業所が見当たりません。」と

の回答で事業主照会をすることができず、申立期間②について申立人に

係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除について確認をする

ことができなかった。 

また、Ｄ社Ｅ炭鉱の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には健康保険

の整理番号及び年金番号が記載されているものの、健康保険労働者年金

保険被保険者名簿には健康保険の整理番号の記載はあるものの、年金番

号の記載が無いことから、申立人は、申立期間②において健康保険には

加入していたものの厚生年金保険被保険者期間ではなかったことが認め

られる。 

さらに、健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申立人の整理番

号＊の前後である＊から＊までの被保険者のうち、オンライン記録が確

認できる同僚５人の厚生年金保険の被保険者資格の取得日も昭和 19 年

10 月１日であり、同僚二人に同僚照会を実施し、一人（ほかの一人は、

平成 21 年 10 月に他界）は、「厚生年金保険料を控除されていた。」と

供述しているものの、これを確認できる資料や供述は無いところ、当該

同僚の厚生年金保険の被保険者資格の取得日は、申立人と同じ昭和 19

年 10 月１日であることが確認された。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

これらの申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者（第３種）として申立期間②に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認め

ることはできない。 

 

４ 申立期間③について、申立人と一緒に勤務していた長男のＯ氏は、

「昭和 20 年８月 15 日の玉音放送を事業所で勤務中に聞いており、その

後も 22 年５月までＤ社Ｅ炭鉱に勤務していた。」と供述しているもの

の、同炭鉱は、20 年７月以後に事業所としての記録が確認されず事業

所は不明であり、健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載されている

事業主は他界していることから登記簿謄本を申請したものの「該当事業

所が見当たりません。」との回答のため事業主照会をすることができず、

申立人の当該期間に係る勤務及び厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除について確認をすることができなかった。 

また、Ｄ社Ｅ炭鉱の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、備考欄

に「全喪 20.７.1 企業整備により」と記載されている上、同僚照会にお

いて、同僚は「会社は、政府の求める出炭量を達成できずに企業整備の

対象になり、事業の継続ができなくなったことから社員を 20 年７月に



                      

  

解雇しており、その後は事業所閉鎖の作業に少しの社員は残っていたが

炭鉱事業はしていなかった。」と供述していることから、申立期間③に

おいて、同炭鉱は炭鉱事業を継続していなかったことが認められる。 

さらに、申立人は、昭和 22 年５月までＤ社Ｅ炭鉱に勤務していたと

供述しているものの、オンライン記録によりＡ株式会社Ｂ炭鉱における

厚生年金保険被保険者記録が確認されていることから、申立期間③のう

ち、20 年 12 月 17 日から 22 年５月までの期間については、当該事業所

の被保険者ではなかったことが認められる。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

これらの申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者（第３種）として申立期間③に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認め

ることはできない。 

 

５ 申立期間⑤について、申立人が勤務したと供述するＷ炭鉱はｂデータ

及びｓデータによれば、昭和 25 年から 27 年 12 月まで事業所（事業主

は、ｔ氏）の記録が確認されるものの、28 年以後には確認されず、事

業所は不明であり、ｕ氏は連絡先が不明であることから登記簿謄本を申

請したものの「該当事業所が見当たりません。」との回答であったこと

から事業主照会をすることができず、申立人の当該期間に係る勤務及び

厚生年金保険料の事業主による給与からの控除について確認をすること

ができなかった。 

また、オンライン記録によれば、申立期間⑤においてＷ炭鉱が厚生年

金保険の適用事業所であったことが確認されないものの、Ｖ市を管轄す

るＹ社会保険事務所は、昭和 28 年２月＊日の火災により年金番号払出

簿及び健康保険厚生年金保険被保険者名簿を全部焼失（一部については

復元済み）しており、当該事業所の厚生年金保険の被保険者記録が完全

に復元されているとは言い難いことから、同名又は類似の名称の事業所

検索をしたが、ｐ県内において確認されず、当該事業所は当該期間にお

いて厚生年金保険の適用事業所ではなかったものと推認される。 

さらに、申立人が一緒に勤務したと供述する同僚二人は、オンライン

記録により申立期間⑤前後には厚生年金保険の被保険者資格が確認でき

るものの、申立期間⑤において被保険者記録は確認されず、共に故人で

あることから同僚照会をすることができなかった。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

これらの申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判 



                      

  

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者（第３種）として申立期間⑤

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認

めることはできない。 

 

 ６ 申立期間⑥について、申立人が勤務したと供述するＧ炭鉱は、ｂデー

タの記録により、昭和 25 年から 38 年まで事業を継続していたＧ炭鉱

（25 年から 30 年までの事業主は不明であるが、同年から 35 年までの

事業主はｕ氏で 35 年から 38 年までの事業主はｖ氏）であり、同僚の供

述及び 35 年 10 月１日から 37 年 12 月２日までの期間について申立人の

厚生年金保険被保険者記録が確認されることから、申立人の同炭鉱への

勤務(期間は、不明)について推認される。 

しかし、Ｇ炭鉱は昭和 38 年以後に事業所の記録が確認されず、事業

所は不明であり、事業主であったｕ氏及びｖ氏の連絡先は不明であるこ

とから登記簿謄本を申請したものの、「該当事業所が見当たりませ

ん。」との回答であったことから、事業主照会をすることができず、申

立期間⑥において申立人に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除について確認することができなかった。 

また、Ｇに係る厚生年金保険の適用事業所の届出は昭和 35 年 10 月１

日、喪失の届出は 37 年 12 月 27 日であり、申立期間⑥において同炭鉱

が厚生年金保険の適用事業所であったことが確認されないことから、同

名又は類似の名称の事業所を検索したもののｐ県内において確認されず、

同炭鉱の同僚 10 人に同僚照会を実施したところ、二人は「申立人が勤

務していた。」と供述しているものの、一人は、「申立人の勤務状況に

ついての記憶は無いが、自分も３年間勤務したのに厚生年金保険被保険

者記録は１か月しかない。」と供述している（同僚照会に回答後に入院

され、その後に供述を得ることができなかった。）ことから、当該事業

所は当該期間について厚生年金保険の適用事業所ではなかったものと推

認される。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

  これらの申立内容及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者（第３種）として申立期間⑥に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと認め

ることはできない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案2712 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認められることから、申立人のＡ株式会社における被保険者資

格の取得日を平成16年11月16日に訂正し、申立期間①の標準報酬月額を22

万円とすることが必要である。 

また、申立人は、申立期間②の厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認められることから、申立人の当該事業所における被保

険者資格の喪失日を平成17年５月１日に訂正し、申立期間②の標準報酬月

額を22万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和57年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成16年11月１日から同年12月１日まで 

         ② 平成17年４月29日から同年５月１日まで 

ねんきん特別便が届いたが、平成16年11月１日から17年４月30日ま

で勤務したＡ株式会社の厚生年金保険被保険者資格の取得日が16年12

月１日、喪失日が17年４月29日となっていた。 

保存してある平成16年12月、17年４月及び同年５月の給与明細書に

厚生年金保険料が控除されていた記録があるので、申立期間について、

厚生年金保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、学習塾を経営するＡ株式会社との間

において、時給講師として授業を行うことを契約した雇用契約書を提

出しているが、当該雇用契約書から、申立人は平成16年10月24日から

当該事業所の従業者であったことが確認できる。 

しかしながら、申立人は、「雇用契約を結んだ当時、個人家庭教師

をしていたので、Ａ株式会社から11月は時給講師だが、12月からは正



                      

  

社員にすると説明を受け、10月は出勤せず、11月中にときどき出勤し

て授業をしていた。」と供述し、複数の同僚も「申立人は、時給講師

として11月から教室で授業を行っていた。」と供述している。 

また、当該事業所は、前月の16日から当月の15日までの勤務に対し

給与が支給されるところ、申立人が提出した平成16年12月の給与明細

書において、「不就労額78,954円」の記載があり、これについて複数

の同僚が「申立人は、12月から正社員になった。正社員になる前の月

の給料は、日割計算で減額される。」と供述していることから、同年

11月16日から同月30日までの給与が減額支給されたと確認できる。 

さらに、当該給与明細書において、「前月差額加算22,426円」の記

載があることについて、前述した複数の同僚は「申立人は、11月から

授業をしており、そのときの時給が加算されている。」と供述してい

ることから、申立人が平成16年11月から勤務していたことが推認でき

るが、当該事業所における時給は、担当した教室の生徒数に応じて異

なっていること、教室の生徒数が一律ではなかったことなどから、給

与明細書に記載された「前月差額加算」支給額から、申立人の勤務初

日を確認することができない。 

加えて、複数の同僚が「厚生年金保険料については、翌月の給与か

ら控除されていた。」と供述しており、平成16年11月16日から同年12

月15日までを給与対象期間とした当該給与明細書において、厚生年金

保険料の控除が確認でき、同年11月の厚生年金保険料が控除されてい

たと確認できる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断す

ると、申立人の当該事業所における勤務の初日について確認すること

ができないが、申立人が提出した当該給与明細書における給与対象期

間が、前述した期間であることを勘案すると、申立人の勤務初日を、

平成16年11月16日とすることが合理的と考えられるので、申立人の当

該事業所における厚生年金保険被保険者資格の取得日を同日に訂正し、

申立期間①の標準報酬月額については、同年12月の給与明細書から確

認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額の22万円とすることが必

要と認められる。 

なお、申立期間①のうち、平成16年11月１日から同月15日までの期

間については、複数の同僚からの供述によっても申立人の勤務実態を

確認することができない上、仮に当該期間を訂正した場合においても、

年金額の算定の基礎となる加入月数は変わらない。 

また、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

Ａ株式会社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなく、かつ法人の事業

も廃止されており、これを確認できる関連資料も見当たらないことから、



                      

  

事業主は厚生年金保険料の納付義務の履行について不明としているが、

申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得日がオンライン記録では平成

16年12月１日、雇用保険の被保険者記録における資格取得日が同日と記

録されていることから、事業主が同日を資格取得日として届け、その結

果、社会保険事務所（当時）は、申立人の申立期間①に係る同年11月の

保険料について、納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間①に

係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

２ 申立期間②について、当該事業所で使用していたタイムカードが保存

されておらず、申立人の当該カードの記録から退職日について確認す

ることができないが、複数の同僚が、「Ａ株式会社の従業者の休日は、

毎週金曜日と日曜日に定まっていた。しかし、進学塾という特殊性か

ら、実際は従業者が交代で授業を行い、振替休日で休んでいた。申立

人は退職する前に振替休日のほか、有給休暇を全部とった。」と供述

していることから、申立人は、有給休暇後に退職をしたことがうかが

える。 

また、申立人は、「勤めて３か月が過ぎ、有給休暇が２日あったので、

４月中に全部使いきって会社を辞め、５月から別の会社に勤めた。」と

供述し、申立人は退職日について平成17年４月30日であったと主張して

いる。 

しかし、オンライン記録から、申立人の当該事業所における被保険者

資格の喪失届は、平成17年５月12日付けで健康保険証を添付して届出さ

れたと認められる上、当該事業所の事務担当者が、「個々のことは覚え

ていないが、辞めた社員の健康保険証は、５日以内に社会保険事務所に

返納したはずだ。」と供述していることから、同月のカレンダーにおい

て確認できる行政側の閉庁日以外の日は、同月２日、同月６日、同月９

日、同月10日、同月11日及び同月12日の６日であったことから、前述し

た複数の同僚の供述及び申立人の主張を勘案すると、申立人の資格喪失

日については、同月１日と考えるのが妥当と認められる。 

さらに、事業主による、申立人の給与からの厚生年金保険料控除につ

いては、申立人が提出した平成17年５月の給与明細書において、保険料

の控除が確認できることから、給与から同年４月の厚生年金保険料が控

除されたことが確認できる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人の当該事業所における厚生年金保険被保険者資格の喪失日は

平成17年５月１日であったと認められることから、申立人の当該事業所

における被保険者資格喪失日を同日に訂正し、申立期間②における標準

報酬月額を、同年５月の給与明細書において確認できる保険料控除額に



                      

  

見合う標準報酬月額の22万円とすることが必要と認められる。 

  なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

前述したとおり、事業主は保険料の納付義務の履行について不明として

いるが、申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日（離職日の翌日）

がオンライン記録では平成17年４月29日、雇用保険の被保険者記録の離

職日が同月28日と記録されていることから、事業主が同月29日を資格喪

失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人の申立期間②に

係る同年４月の保険料について、納入の告知を行っておらず（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に

充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期

間②に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2713 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認められることから、申立人の株式会社Ａ（現在は、株式会社

Ｂ）における申立人の被保険者記録のうち、申立期間に係る資格喪失日

（昭和 29 年７月１日）及び資格取得日（30 年 11 月１日）の記録を取り

消し、申立期間の標準報酬月額を 6,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29 年７月１日から 30 年 11 月１日まで 

社会保険事務所（当時）に照会したところ、昭和 29 年７月１日から

30 年 11 月１日までの記録が無いとの回答であった。申立期間ころは病

気療養中のため休職扱いになっていたが、27 年４月１日に株式会社Ａ

に入社以来、平成元年９月 30 日に退職するまで継続して勤務していた

ので、この間について被保険者期間であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社ＢのＣ部から提出された申立人に係る在籍証明書及び雇用保険

の被保険者記録により、申立人が株式会社Ａに昭和 27 年４月１日から平

成元年９月 30 日まで継続して勤務していたことが認められる。 

また、申立人は、昭和 29 年１月か同年２月ころから１年６か月くらい

病気療養のため休職していたとしており、同僚３人も、「正確な時期や期

間は覚えていないが、申立人が申立期間ころ病気療養のため入院し、休職

していた。」と供述しているところ、申立人と同じ病気で 36 年ころ約１

年６か月間入院療養のため休職した二人の同僚は、この間に被保険者資格

を喪失しておらず、申立人が 37 年から同病気により再び約１年６か月間

休職した期間も被保険者資格を喪失していない。 

さらに、株式会社ＢのＣ部から「現在は休職時に資格喪失することは無



                      

  

く、当時も同じ扱いであり、厚生年金保険料を控除していたと思う。」と

の供述があった。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人の昭和 29 年６月の

株式会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から 6,000 円

とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主は保険料を納付したか否かについては不明としているが、事業主か

ら申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていないにもか

かわらず、社会保険事務所がこれを記録することは考え難いことから、事

業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行って

おり、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る 29 年７月から 30 年

10 月までの保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所

が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した

場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

    



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2715 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人のＡ株式会社における資格喪失日は昭和 42 年２月８日であると

認められることから、厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂

正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 41 年２月から同年９

月までの期間を１万 2,000 円に、同年 10 月から 42 年１月までの期間を１

万 4,000 円とすることが妥当である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年２月８日から 42 年２月８日まで 

    昭和 40 年３月に中学校を卒業し、同月下旬にＡ株式会社に入社した。

42 年２月８日に退職するまで、継続して勤務し、厚生年金保険料を給

与から控除されていた。社会保険庁（当時）の記録では、被保険者資格

の喪失日が実際の喪失日より１年間も早い 41 年２月８日と記録されて

いるが、間違いなく 42 年２月８日が資格喪失日なので、厚生年金保険

の被保険者記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の被保険者記録によると、申立人のＡ株式会社における離職日

は昭和 42 年２月７日であり、申立期間に厚生年金保険の被保険者記録が

ある同じ職場の同職種の同僚の供述から、申立人が申立期間において、

同社に継続して勤務していたことが確認できる。 

また、健康保険厚生年金保険被保険者原票によると、申立人は、昭和

41 年２月８日に厚生年金保険及び健康保険被保険者資格を喪失している

が、健康保険被保険者証の返納は、同資格喪失後１年以上経過した 42 年

５月 13 日と記録されている上、Ｂ社会保険事務局（当時）への被保険者

資格喪失に係る届出の進達日が、同じく同資格喪失後１年以上経過した

同月 15 日と記録されている。 

さらに、昭和 41 年２月８日に厚生年金保険及び健康保険の被保険者資



                      

  

格を喪失しているにもかかわらず、申立人に係る同年 10 月の標準報酬の

定時決定が受け付けられた記録がある上、その後にその記録が取り消さ

れていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は申立人に係る昭和 42 年２月８

日にＡ株式会社における被保険者資格の喪失に係る届出を社会保険事務

所（当時）に対し行ったと認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ株式会社におけ

る昭和 41 年１月の社会保険事務所の記録から、同年２月から同年９月ま

での期間を１万 2,000 円に、同年 10 月から 42 年１月までの期間を１万

4,000 円とすることが妥当である。 

    



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2716 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ院の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法

第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額となら

ない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録

を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する

法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を平成 17 年 12

月 15 日及び 18 年７月 13 日は 57 万円、19 年７月 21 日は 59 万円とする

ことが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男 

  基礎年金番号 ： 

  生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

  住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

  申 立 期 間 ： ① 平成 17 年 12 月 15 日 

         ② 平成 18 年７月 13 日 

         ③ 平成 19 年７月 21 日 

  Ａ院から支給された賞与（平成 17 年 12 月 15 日、18 年７月 13 日及

び 19 年７月 21 日）が社会保険庁（当時）の年金記録から抜けている

ことが分かった。正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録は、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録

とされているが、平成 17 年 12 月 15 日、18 年７月 13 日及び 19 年７月 21

日に支給された賞与に係る賞与一覧表等から、申立人は、17 年 12 月 15

日及び 18 年７月 13 日は 57 万円、19 年７月 21 日は 59 万円の標準賞与額

に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められる。 



                      

  

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義

務の履行については、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した

後に、事業主が賞与支払届を提出している上、事業主は、保険料の納付

を行っていないことを認めていることから、社会保険事務所（当時）は、

申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知

を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 

 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2717 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ院の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法

第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額となら

ない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録

を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する

法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を平成 17 年 12

月 15 日は 29 万円、18 年７月 13 日は 30 万円、19 年７月 21 日は 32 万円

とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 女 

  基礎年金番号 ： 

  生 年 月 日 ：  昭和 43 年生 

  住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

  申 立 期 間 ： ① 平成 17 年 12 月 15 日 

         ② 平成 18 年７月 13 日 

         ③ 平成 19 年７月 21 日 

  Ａ院から支給された賞与（平成 17 年 12 月 15 日、18 年７月 13 日及

び 19 年７月 21 日）が社会保険庁（当時）の年金記録から抜けている

ことが分かった。正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録は、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録

とされているが、平成 17 年 12 月 15 日、18 年７月 13 日及び 19 年７月 21

日に支給された賞与に係る賞与一覧表等から、申立人は、29 万円、30 万

円及び 32 万円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義



                      

  

務の履行については、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した

後に、事業主が賞与支払届を提出している上、事業主は、保険料の納付

を行っていないことを認めていることから、社会保険事務所（当時）は、

申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知

を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 

 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2718 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ院の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法

第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額となら

ない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録

を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する

法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を平成 17 年 12

月 15 日及び 18 年７月 13 日は 26 万円、19 年７月 21 日は 30 万円とする

ことが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 女 

  基礎年金番号 ： 

  生 年 月 日 ：  昭和 47 年生 

  住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

  申 立 期 間 ： ① 平成 17 年 12 月 15 日 

         ② 平成 18 年７月 13 日 

         ③ 平成 19 年７月 21 日 

  Ａ院から支給された賞与（平成 17 年 12 月 15 日、18 年７月 13 日及

び 19 年７月 21 日）が社会保険庁（当時）の年金記録から抜けている

ことが分かった。正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録は、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録

とされているが、平成 17 年 12 月 15 日、18 年７月 13 日及び 19 年７月 21

日に支給された賞与に係る賞与一覧表等から、申立人は、17 年 12 月 15

日及び 18 年７月 13 日は 26 万円、19 年７月 21 日は 30 万円の標準賞与額

に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められる。 



                      

  

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義

務の履行については、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した

後に、事業主が賞与支払届を提出している上、事業主は、保険料の納付

を行っていないことを認めていることから、社会保険事務所（当時）は、

申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知

を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 

 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2719 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ院の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法

第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額となら

ない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録

を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する

法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を平成 17 年 12

月 15 日は 27 万円、18 年７月 13 日は 28 万円、19 年７月 21 日は 30 万円

とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 女 

  基礎年金番号 ： 

  生 年 月 日 ：  昭和 45 年生 

  住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

  申 立 期 間 ： ① 平成 17 年 12 月 15 日 

         ② 平成 18 年７月 13 日 

         ③ 平成 19 年７月 21 日 

  Ａ院から支給された賞与（平成 17 年 12 月 15 日、18 年７月 13 日及

び 19 年７月 21 日）が社会保険庁（当時）の年金記録から抜けている

ことが分かった。正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録は、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録

とされているが、平成 17 年 12 月 15 日、18 年７月 13 日及び 19 年７月 21

日に支給された賞与に係る賞与一覧表等から、申立人は、27 万円、28 万

円及び 30 万円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義



                      

  

務の履行については、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した

後に、事業主が賞与支払届を提出している上、事業主は、保険料の納付

を行っていないことを認めていることから、社会保険事務所（当時）は、

申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知

を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 

 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2720 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ院の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法

第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額となら

ない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録

を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する

法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を平成 18 年７

月 13 日は 20 万円、19 年７月 21 日は 26 万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 女 

  基礎年金番号 ： 

  生 年 月 日 ：  昭和 55 年生 

  住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

  申 立 期 間 ： ① 平成 18 年７月 13 日 

② 平成 19 年７月 21 日 

  Ａ院から支給された賞与（平成 18 年７月 13 日及び 19 年７月 21

日）が社会保険庁（当時）の年金記録から抜けていることが分かった。

正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録は、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録

とされているが、平成 18 年７月 13 日及び 19 年７月 21 日に支給された賞

与に係る賞与一覧表等から、申立人は、20 万円及び 26 万円の標準賞与額

に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認

められる。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義

務の履行については、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した

後に、事業主が賞与支払届を提出している上、事業主は、保険料の納付



                      

  

を行っていないことを認めていることから、社会保険事務所（当時）は、

申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知

を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 

 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2721 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ院の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法

第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額となら

ない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録

を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する

法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を平成 17 年 12

月 15 日は 24 万円、18 年７月 13 日は 25 万円、19 年７月 21 日は 27 万円

とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 女 

  基礎年金番号 ： 

  生 年 月 日 ：  昭和 58 年生 

  住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

  申 立 期 間 ： ① 平成 17 年 12 月 15 日 

         ② 平成 18 年７月 13 日 

         ③ 平成 19 年７月 21 日 

  Ａ院から支給された賞与（平成 17 年 12 月 15 日、18 年７月 13 日及

び 19 年７月 21 日）が社会保険庁（当時）の年金記録から抜けている

ことが分かった。正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録は、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録

とされているが、平成 17 年 12 月 15 日、18 年７月 13 日及び 19 年７月 21

日に支給された賞与に係る賞与一覧表等から、申立人は、24 万円、25 万

円及び 27 万円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義



                      

  

務の履行については、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した

後に、事業主が賞与支払届を提出している上、事業主は、保険料の納付

を行っていないことを認めていることから、社会保険事務所（当時）は、

申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知

を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していない

と認められる。 

 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2722 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ院の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法

第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額となら

ない記録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録

を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する

法律に基づき、申立人の申立期間の標準賞与額に係る記録を平成 17 年 12

月 15 日は 18 万円、18 年７月 13 日は 20 万円、19 年７月 21 日は 26 万円

とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 女 

  基礎年金番号 ： 

  生 年 月 日 ：  昭和 59 年生 

  住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨    

  申 立 期 間 ： ① 平成 17 年 12 月 15 日 

         ② 平成 18 年７月 13 日 

         ③ 平成 19 年７月 21 日 

  Ａ院から支給された賞与（平成 17 年 12 月 15 日、18 年７月 13 日及

び 19 年７月 21 日）が社会保険庁（当時）の年金記録から抜けている

ことが分かった。正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録は、厚生年金保険法第 75 条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録

とされているが、平成 17 年 12 月 15 日、18 年７月 13 日及び 19 年７月 21

日に支給された賞与に係る賞与一覧表等から、申立人は、18 万円、20 万

円及び 26 万円の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務



                      

  

の履行については、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に、

事業主が賞与支払届を提出している上、事業主は、保険料の納付を行って

いないことを認めていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に

係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行ってお

らず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2726 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張

する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間の標

準報酬月額を 20 万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年 11 月８日から 10 年４月１日まで 

社会保険事務所（当時）の調査により、Ａ株式会社に勤務していた期

間のうち平成７年 11 月から８年９月までの期間に係る標準報酬月額が

20 万円から９万 2,000 円に減額されていることが分かった。当該期間

以外の期間も、給料明細書に記載された標準報酬月額に相当する厚生年

金保険料が控除されているので、標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち平成７年 11 月８日から８年 10 月１日までの期間につい

ては、オンライン記録によると、申立人の当該期間の標準報酬月額は、

当初 20 万円と記録されていたところ、同年２月 28 日に、資格取得日で

ある７年 11 月８日に遡及
そきゅう

して 11 万円に減額訂正された上、８年５月７

日に、同じく７年 11 月８日に遡及
そきゅう

して９万 2,000 円に減額訂正されてい

る。 

なお、「厚生保険特別会計 債権みなし消滅・債権消滅・不納欠損決議

書」によると、平成８年６月から 10 年３月までの厚生年金保険料につい

ては不納欠損として処分されていることが確認できる。 

   また、Ａ株式会社において厚生年金保険被保険者であった多数の者の標

準報酬月額が、申立人と同様に、資格取得日に遡及
そきゅう

して２回にわたり減

額訂正されていることが確認でき、その中には資格喪失日後に遡及
そきゅう

訂正

された者も見られる。 



                      

  

   さらに、雇用保険の被保険者台帳全記録トレーラーの記録から、申立人

の雇用保険被保険者資格取得時の賃金月額は 20 万 8,000 円であったこと

が確認できる。 

   加えて、申立人は、営業事務を主業務とし、社会保険手続等の業務には

関与していないと主張しており、商業登記簿によると申立人は取締役に

は就いておらず、同僚も、申立人の主張と同様の供述をしている。 

   なお、申立期間のうち平成８年 10 月１日から 10 年４月１日までの期間

については、オンライン記録によると、申立人の当該期間の標準報酬月

額は、８年 10 月又は９年 10 月の定時決定から約１年６か月又は６か月

後の当該事業所が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった 10 年４月１

日に９万 2,000 円として処理されており、当該期間以前の標準報酬月額

についても上記の遡及
そきゅう

訂正処理の結果同額であることから、当該期間の

標準報酬月額は、適用事業所ではなくなった日（10 年４月１日）までの

間、８年５月７日に遡及
そきゅう

訂正処理された標準報酬月額であり、事業主は

同年 10 月及び９年 10 月の定時決定について社会保険事務所に届出を行

っておらず、社会保険事務所は、職権により８年 10 月及び９年 10 月の

定時決定による標準報酬月額を前年度の標準報酬月額と同額（９万 2,000

円）と決定したものと考えられる。 

   これらを総合的に判断すると、当該訂正処理を遡及
そきゅう

して行う合理的な理

由は無く、当該期間に係る標準報酬月額について、有効な記録訂正があ

ったとは認められない。このため、当該遡及
そきゅう

訂正処理の結果として記録

されている申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険

事務所に当初届け出た 20 万円に訂正することが必要と認められる。 

 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2727 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人のＡ株式会社Ｂ工場に係る申立期間における被保険者資格取得日

は昭和 42 年３月 25 日、被保険者資格喪失日は 43 年３月 31 日であると認

められることから、当該期間の厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪

失日に係る記録を上記のとおりとすることが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、１万 6,000 円とすることが

妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 41 年４年１日から 43 年６月１日まで 

昭和 41 年３月に中学校を卒業し、同年４月にＡ株式会社Ｂ工場に入

社したが厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間について厚生年金保

険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち、昭和 42 年３月 25 日から 43 年３月 31 日までの期間

について、Ａ株式会社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票

によると、申立人（旧姓はＣ）の氏名に類似し、生年月日が同日の

「Ｄ」の被保険者記録があり、同記録によると、申立期間の一部期間で

ある 42 年３月 25 日に被保険者資格を取得し、43 年３月 31 日に喪失し

ている。 

 なお、同記録は、オンライン記録において未統合の記録となっている。 

 また、申立人が自分と同期入社であったとする同僚二人の被保険者資

格取得日は、Ａ株式会社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者原

票に昭和 42 年３月 25 日と記載されている上、オンライン記録において、

申立人と中学校の同学年と思われる 20 人の被保険者資格取得日を確認

したところ、上記の同僚二人と同じ被保険者資格取得日となっている。 



                      

  

 さらに、申立人提出の入社式等における写真、同僚の供述、及び申立

人が自分と同期入社であったとする同僚二人の被保険者記録がＡ株式会

社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票により確認できるこ

とから、申立人は、Ａ株式会社Ｂ工場に勤務していたものと推認できる。 

 加えて、Ｅ組合提出の健康保険に係る被保険者台帳及び雇用保険にお

いても「Ｄ」の氏名で昭和 42 年３月 25 日から 43 年３月 31 日（雇用保

険については離職日は 43 年３月 30 日）までの加入記録が確認される上、

申立人は、「Ｃ」の名字は自分以外にいなかったと主張しており、同僚

からも「「Ｅ」という氏名に記憶はあるが、「Ｄ」という氏名には記憶

が無い。」との供述が得られた。 

 これらを総合的に判断すると、申立事業所の事業主は、申立人が昭和

42 年３月 25 日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、43 年３月 31

日に喪失した旨の届出を社会保険事務所（当時）に行ったことが認めら

れる。 

なお、当該申立期間の標準報酬月額については、今回統合する健康保

険厚生年金保険被保険者原票の記録から、１万 6,000 円とすることが妥

当である。 

 

２ 申立期間のうち、上記期間を除く期間について、上記のとおり、期間

の特定はできないものの、申立人がＡ株式会社Ｂ工場に勤務していたこ

とは推認できる。 

 しかしながら、Ａ株式会社では、当該期間の勤務実態等に関する資料

は保存していないとしている上、同僚からも事業主による申立人の厚生

年金保険料の控除について供述を得ることができなかった。 

 また、Ａ株式会社Ｂ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票、

Ｅ組合提出の健康保険に係る被保険者台帳等において、上記以外に、申

立人と考えられる氏名は確認ができない。 

 さらに、申立人が当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

 このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として当該申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2728 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社における資格喪失

日に係る記録を昭和 40 年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

２万 2,000 円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年６月１日から同年７月１日まで 

    昭和 40 年４月１日にＡ株式会社に入社した後、同社Ｂ工場に配属さ

れ平成５年まで勤務していたが、申立期間の厚生年金保険の被保険者記

録が欠落している。同社には継続して勤務していたので、申立期間を被

保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 事業主が発行した在籍証明書、社員名簿、雇用保険の被保険者記録及び

申立人と同時にＡ株式会社に入社し、一緒に同社Ｂ工場に配属されたとす

る同僚の供述等から判断すると、申立人がＡ株式会社に継続して勤務し

（昭和 40 年７月１日にＡ株式会社から同社Ｂ工場に異動）、申立期間に

係る厚生年金保険料を給与から控除されていたことが認められる。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ株式会社におけ

る昭和 40 年５月の社会保険事務所（当時）の記録から、２万 2,000 円と

することが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、

申立人とＡ株式会社に同日採用され同社Ｂ工場に同日異動したすべての被

保険者について記録が欠落していること、及び社会保険事務所における健

康保険厚生年金保険被保険者原票での記録管理の状況を踏まえると、事業



                      

  

主が昭和 40 年６月１日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事

務所は申立人に係る同年６月の保険料について納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2733 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の株式会社Ａにおける資格取得日は昭和 38 年７月 22 日、資格喪

失日は 41 年９月 28 日であると認められることから、申立人の申立期間に

係る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を上記のと

おりとすることが必要である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 38 年７月から 39 年４

月までの期間は１万 8,000 円、同年５月から 40 年９月までの期間は３万

6,000 円、同年 10 月から 41 年８月までの期間は３万 9,000 円とすること

が妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 18 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 38 年７月 22 日から 41 年９月 28 日まで 

社会保険庁（当時）の記録によれば、株式会社Ａに勤務していた期間

について、厚生年金保険の加入記録が無い。確かに勤務していたので、

申立期間を厚生年金保険被保険者として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録により、申立人が申立期間に株式会社Ａに継続

して勤務していたことが確認できる。 

また、申立期間である昭和 38 年７月 22 日から 41 年９月 28 日までの期

間については、株式会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によ

り、申立人と生年月日が同じで同姓同名の上、厚生年金保険番号が申立人

と１字違いの厚生年金保険被保険者記録が確認できる。 

当該申立人の厚生年金保険番号と１字違いの番号に係るオンライン記録

の被保険者名は、前述の事業所における被保険者名簿には無いことが確認

でき、申立人から提出のあった８月分給料支給明細書にある厚生年金保険

料控除額から計算した標準報酬月額と同名簿に記載された申立人と同姓同

名の者の当該月における標準報酬月額は一致していることから、被保険者

名簿に記載された申立人と同姓同名の者は、申立人本人であると判断でき



                      

  

る。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、今回統合する被保険者名簿

の記録により、昭和 38 年７月から 39 年４月までの期間は１万 8,000 円、

同年５月から 40 年９月までの期間は３万 6,000 円、同年 10 月から 41 年

８月までの期間は３万 9,000 円とすることが妥当である。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2736 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ株式会社における資格取得日は、平成 14 年２月 21 日であっ

たと認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の取

得日に係る記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 27 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 14 年２月 21 日から同年３月 21 日まで 

社会保険庁（当時）からの連絡により、私の厚生年金保険の被保険者

記録が平成 14 年２月 21 日から同年３月 21 日までの期間欠落している

ことが分かった。 

平成 14 年２月 21 日からはＡ株式会社で勤務しているので、Ａ株式会

社での資格取得年月日を同日に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録により、申立人は、Ｂ株式会社において平成 14 年２月

１日に厚生年金保険被保険者の資格を取得し同月 21 日に資格を喪失、翌

３月 21 日に系列事業所のＡ株式会社で資格を取得していることが確認で

きる。 

しかし、事業主から提出された賃金台帳では、申立人が平成 14 年２月

20 日までＢ株式会社に勤務し、翌 21 日から系列事業所のＡ株式会社で勤

務していることが認められるとともに、これらの事業所の社会保険業務

を担当している社会保険労務士によると、申立人のＡ株式会社における

資格取得日を同年２月 21 日とすべきところを同年３月 21 日と誤って届

け出たと述べている。 

また、事業主は厚生年金保険料の控除は当月分を翌月の給与から控除

していたと供述しており、上記の賃金台帳において、申立人は、Ａ株式

会社の平成 14 年３月分給与から同年２月の保険料が控除されていること

が認められ、一方、Ｂ株式会社において同月の保険料が控除されていな

いことが確認できる。 



                      

  

さらに、複数の同僚は、Ｂ株式会社、Ａ株式会社等４社の事業主は同

一人物であり、従業員は同一の勤務場所であるものの、所属のみこれら

４社の間を異動していたが勤務に中断は無く継続していたと供述してい

ることから、申立人がＢ株式会社からＡ株式会社に勤務実態を変えるこ

となく継続して勤務していたことが認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人のＢ株式会社から系列事業所で

あるＡ株式会社の異動に伴う厚生年金保険の資格取得日は平成 14 年２月

21 日であると認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案2741 

 

第１  委員会の結論 

１ 申立人の申立期間①に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主

張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の昭和45年

２月の標準報酬月額に係る記録を６万8,000円に訂正することが必要であ

る。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付

する義務を履行していないと認められる。 

２ 申立人のＡ株式会社における厚生年金保険被保険者資格喪失日は、昭和

45年６月26日であると認められることから、申立期間②に係る厚生年金

保険被保険者資格の喪失日に係る記録を訂正することが必要であ 

  る。 

なお、申立期間②の昭和45年３月から同年５月までの標準報酬月額は、

６万8,000円とすることが妥当である。 

 

第２  申立の要旨等 

１  申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  ① 昭和45年２月１日から同年３月31日まで 

② 昭和45年３月31日から同年６月26日まで 

Ａ株式会社に昭和34年４月１日から会社が倒産した45年６月＊日まで

正社員として勤務していたが、オンライン記録では申立期間②の被保険

者記録が無い。この間の給与明細書があり保険料が控除されている。 

また、申立期間①について、昭和45年２月の保険料控除額は同年３月

から同年５月分までと同額であるが、これに見合う標準報酬月額とオン

ライン記録の標準報酬月額が違っている。 

申立期間に係る厚生年金保険被保険者期間及び標準報酬月額の記録を

訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、給与明細書に基づき、申立期間①の標準報酬月額の相違に



                      

  

ついて申し立てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の

特例等に関する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決定し訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年

金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範

囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認

定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間①の標準報酬月額については、給与明

細書で確認できる保険料控除額から、６万8,000円に訂正することが妥当

である。 

なお、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の事業主による納付

義務の履行については、事業主は、「会社が倒産して支払能力が無く、

かつ、このような状況を発生させて申し訳なかった。申立人の記録を回

復させてほしい。」と届出の誤りを認めていることから、事業主が報酬

月額に基づく標準報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務

所（当時）は、申立人の主張する標準報酬月額に見合う保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料（訂正前の標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していな

いと認められる。 

 

２ 申立期間②について、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険

者名簿では、同社における申立人の厚生年金保険の被保険者資格喪失日

は、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった昭和 45 年６

月 26 日以後の同年８月 25 日（申立人の退職後）付けで同年３月 31 日と

処理されており、また、同処理日に同僚 20 人が申立人と同日（15 人）

又は同年６月 26 日（５人）を喪失日として記録されている。 

しかし、申立人は、当該期間に係る保険料の控除が確認できる給与明

細書を有している上、事業主及び同僚は、「すべての従業員は会社が倒

産する 昭和45年６月＊日の前日まで勤務していた。」と供述するととも

に、社会保険事務を担当していた同僚は、「全従業員が６月支給の給与

から５月の厚生年金保険料を控除されていた。」と供述していることか

ら、申立人を含む被保険者16人の資格喪失日を同年３月31日として処理

する理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、昭和45年３月31日に

資格を喪失した旨の処理を行う合理的な理由は無く、当該喪失処理に係

る記録は有効なものとは認められないことから、申立人の資格喪失日は、

申立人の申立期間②の給与明細書において厚生年金保険料が控除されて

いること、並びに上記の事業主及び同僚の供述を踏まえると、当該事業

所が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった日である同年６月＊



                      

  

日であると認められる。 

また、申立人の申立期間②に係る標準報酬月額は、上記１において認

定された昭和45年２月の標準報酬月額及び申立人の同年４月から同年６

月までの給与明細書（保険料は翌月控除）における厚生年金保険料の控

除額から、６万8,000円とすることが必要である。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2742 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、当該期間のうち、平

成９年 10 月を 18 万円、同年 11 月を 17 万円、同年 12 月を 18 万円、10

年１月から 11 年６月までの期間を 17 万円、11 年 10 月から 12 年 10 月ま

での期間を 15 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行していないものと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 25 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成９年 10 月１日から 12 年 11 月 26 日まで 

    ねんきん定期便によると、株式会社Ａにおける標準報酬月額が、平成

９年９月まで 18 万円であったが、同年 10 月から 10 年９月までが 16 万

円、同年 10 月から 11 年９月までが 15 万円、同年 10 月から 12 年 10 月

までが 14 万 2,000 円になっている。その間に給与から控除されている

厚生年金保険料に変動が無く、実際に控除された厚生年金保険料に基づ

く標準報酬月額と相違している。給与明細書があるので申立期間の標準

報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人が所持する給与明細書により、申立期間の標準報酬月

額の相違について申し立てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料

の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、標準

報酬月額を改定又は決定し記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業

主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月

額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標

準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

保険料の控除月については、平成６年 10 月及び８年 10 月の料率改訂に



                      

  

対し、いずれも 11 月分給与から保険料が変更されている上、申立人が 12

年 11 月 25 日に退職した際の同年 11 月分給与からも保険料が控除されて

いることから翌月控除であると認められる。 

申立人の申立期間のうち、平成 11 年７月から同年９月までの期間を除

く標準報酬月額については、申立人が所持する給与明細書により、９年 10

月は 18 万円、同年 11 月は 17 万円、同年 12 月は 18 万円、10 年１月から

11 年６月までの期間においては 17 万円、同年 10 月から 12 年 10 月までの

期間においては 15 万円の標準報酬月額に相当する額（報酬月額）が支給

されていたことが確認でき、さらに当該申立期間については、申立人が主

張する標準報酬月額（18 万円）に基づく厚生年金保険料が事業主により給

与から控除されていたことが確認できる。 

以上のことから、申立人の当該期間の標準報酬月額については、平成９

年 10 月を 18 万円、同年 11 月を 17 万円、同年 12 月を 18 万円、10 年１

月から 11 年６月までの期間を 17 万円、11 年 10 月から 12 年 10 月までの

期間を 15 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、保険料を納付したか否か不明としているが、

事業主は、株式会社Ａの平成９年度から 12 年度までの定時決定に係る届

出を平成 12 年 10 月 30 日に届け出ており、申立人の所持する給与明細書

により、この間の厚生年金保険料の控除額は従前の８年度定時決定のもの

であると認められることから、その結果、社会保険事務所（当時）は、申

立人が主張する標準報酬月額に基づく保険料について納入の告知を行って

おらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付され

るべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業

主は、申立期間に係る保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成 11 年７月１日から同年 10 月１日までの期

間については、申立人の所持する給与明細書を基に算定した標準報酬月額

とオンライン記録上の標準報酬月額を算定したところ、両者が一致してお

り、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月

額のそれぞれに見合う標準報酬月額のいずれか低い方の額が、オンライン

記録における標準報酬月額を超えないことから、特例法に基づき、訂正す

る必要は認められない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2743 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間の標準報酬月額については、当該期間のうち、平成

18 年７月及び同年８月を 17 万円、同年９月を 15 万円に訂正することが

必要である。 

   なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行していないものと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 28 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成 18 年７月１日から 19 年９月１日まで 

    ねんきん定期便によると、平成 18 年７月１日から 19 年９月１日まで

の株式会社Ａにおける厚生年金保険の標準報酬月額が 11 万 8,000 円に

なっている。実際に支払われた給与額（報酬月額）と相違しており、厚

生年金保険料が控除されていることが確認できる給与明細書があるので、

申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人が所持する給与明細書により、申立期間の標準報酬月

額の相違について申し立てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料

の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、標準

報酬月額を改定又は決定し記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業

主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれ

ぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

株式会社Ａは、厚生年金保険料の控除については、「翌月分給与より控

除。」と回答しているところ、申立人の所持する給与明細書により、平成

19 年９月の定時決定による標準報酬月額の変更及び保険料率の変更に対し、

同年 10 月分給与から変更されていることから、翌月控除であることが確



                      

  

認できる。 

申立人の申立期間のうち、平成 18 年８月及び同年９月の標準報酬月額

については、同年９月分及び同年 10 月分の給与明細書により、標準報酬

月額 17 万円に相当する厚生年金保険料が給与から控除されていることが

確認できるものの、同年８月については 17 万円、同年９月分については

15 万円の標準報酬月額に相当する給与支給額（報酬月額）が支給されてい

ることが確認できる。 

以上のことから、申立人の当該期間の標準報酬月額については、平成

18 年８月及び同年９月の給与明細書の報酬月額に基づき同年８月を 17 万

円、同年９月を 15 万円とすることが妥当である。 

また、平成 18 年７月の標準報酬月額については、申立人は、同年７月

分の給与明細書を所持しておらず、同月分の給与支給額（報酬月額）の確

認ができないものの、申立人が所持する「平成 18 年分給与所得の源泉徴

収票」の支払金額から、同年１月度から同年６月度まで及び同年８月度か

ら同年 12 月度までの給与の課税支給額、同年６月及び同年 12 月支給賞与

の標準賞与額及び当該標準賞与額に係る最大端数切捨て額を減じた額が、

16 万 4,452 円であることから、同年７月分の給与支給額（報酬月額）は、

同額以上であると認められ、申立人の所持する給与明細書により、同年８

月分において 17 万円の標準報酬月額に相当する額が支給されていたこと

が確認できること、及び申立人の所持する同年８月給与明細書の保険料控

除額に応じた標準報酬月額が 17 万円であることから、17 万円とすること

が妥当である。 

なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、保険料を納付したか否か不明としているが、

株式会社Ａから提出された、申立人に係る「健康保険厚生年金保険被保険

者資格取得確認および標準報酬決定通知書」により、申立人に係る標準報

酬月額を 11 万 8,000 円と届け出ていることが確認できることから、事業

主は、同額を報酬月額として社会保険事務所（当時）に届け、その結果、

社会保険事務所は、申立人の保険料控除額に見合う標準報酬月額に基づく

保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知

を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険

料を還付した場合を含む。）、事業主は、当該期間に係る保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

一方、平成 18 年 10 月１日から 19 年９月１日までの期間については、

申立人の所持する給与明細書により、11 万 8,000 円の標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料が事業主により給与から控除されていたことが確認で



                      

  

きることから、特例法に基づき、申立人の標準報酬月額を訂正することが

必要であると認めることはできない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2749 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社（現在は、Ｂ株式

会社）における資格取得日に係る記録を昭和 37 年７月 26 日に、資格喪失

日に係る記録を 38 年７年 21 日とし、申立期間の標準報酬月額を１万

2,000 円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

  

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 19 年生 

    住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年７月 26 日から 38 年７月 21 日まで 

高校卒業後の昭和 37 年４月から 38 年７月 20 日まで、Ａ株式会社の

Ｃ市（現在は、Ｄ市）にあった営業所に、高校の同級生二人と一緒に勤

務していた。 

同級生二人には試用期間後の昭和 37 年７月 26 日から厚生年金保険の

記録があるにもかかわらず、私の厚生年金保険の記録が見当たらないの

で、上記申立期間を、厚生年金保険の被保険者期間として認めてもらい

たい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ株式会社における申立人の上司及び同僚の供述により、申立人が申立

期間において同社に勤務していたことが認められる。 

また、申立人の高校における同級生であり、同時期に当該事業所に勤務

し、同じ業務に従事していたとされる二人の同僚には、申立事業所におけ

る昭和 37 年７月 26 日からの厚生年金保険被保険者としての記録が存在す

る。 

さらに、申立人の上司が、当時は、入社すると３か月程度の試用期間終

了後に正社員になり全員が厚生年金保険に加入していた旨の供述をしてい

ること、並びに申立人及び同僚の供述により特定した当時の当該事業所の



                      

  

従業員のほぼ全員に厚生年金保険の記録が存在していることから判断する

と、当時、当該事業所においては、ほぼすべての従業員が厚生年金保険に

加入していたと考えられる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間における上記同僚

のＡ株式会社における社会保険事務所（当時）の標準報酬月額の記録が１

万 2,000 円であることから、同額とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

申立期間の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の整理番号に欠番が見当た

らないことから、申立人に係る社会保険事務所の記録が失われたことは考

えられない上、資格の取得及び喪失のいずれの機会においても社会保険事

務所が申立人に係る記録の処理を誤ることは考え難いことから、事業主か

ら当該社会保険事務所へ資格の得喪等に係る届出は行われておらず、その

結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 37 年７月から 38 年６月まで

の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間に係る

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2750 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成５年８月１日から９年７月１日までの厚生年金保険の標準

報酬月額の記録については、５年８月から６年 10 月までの期間を 30 万円、

同年 11 月から８年９月までの期間を 26 万円、同年 10 月から９年６月ま

での期間を 24 万円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料（訂正前の標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 
１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 
    基礎年金番号 ： 
    生 年 月 日 ： 昭和 29 年生 
    住    所 ： 

 
２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年８月１日から９年７月１日まで 
    オンライン記録では、Ａ株式会社に勤務していた平成５年８月から９

年６月までの標準報酬月額の記録が 15 万円となっているが、実際の給

与支給額より著しく低い。給与支給額に見合った標準報酬月額の記録に

訂正してほしい。 
 

第３ 委員会の判断の理由 

    オンライン記録では、申立人の申立期間の標準報酬月額は 15 万円とな

っているが、このことに関し、Ａ株式会社の元事業主は、「12 年前に会

社を整理してしまい書類等が全く無い。総務及び経理部門を統括していた

のは他界した専務取締役であり、自分は何も分からない。」旨の回答をし

ている。 

しかしながら、申立人が提出した平成８年３月及び同年９月の給与明細

書から、申立人は、標準報酬月額 26 万円に見合う厚生年金保険料２万

1,750 円を給与から控除されていたことが確認できる。 

また、申立人がＡ株式会社に勤務していたときに給与振込額、健康保険

料及び厚生年金保険料などの控除額を記載していたノート（以下「ノー

ト」という。）によると、申立人が同社において、平成５年８月から９年

８月まで厚生年金保険料２万 1,750 円を一貫して給与から控除されていた

ことが記載されている。 

さらに、申立人が提出した平成７年及び８年分の給与所得の源泉徴収簿



                      

  

の写しには、社会保険料控除額（年額）が７年は 43 万 344 円、８年は 42

万 8,820 円と記載されているところ、同控除額は、ノートの源泉徴収簿の

計算メモにある社会保険料控除額３万 5,695 円（厚生年金保険料２万

1,750 円、健康保険料１万 2,300 円及び雇用保険料 1,645 円）の 12 か月

分とほぼ一致する。 

加えて、Ａ株式会社の同僚から提出された平成５年８月から同年 12 月

までの期間及び６年７月から７年８月までの期間の給与明細書によると、

同僚のオンライン記録の標準報酬月額は申立人と同様に 15 万円と記録さ

れているが、当該期間の給与明細書で控除が確認できる厚生年金保険料額

は２万 1,750 円であり、申立人の控除額と一致している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人は、ノートに記載されているとおり、申立期間の各月に

おいて厚生年金保険料２万 1,750 円を事業主により控除されていたものと

認められる。 

一方、申立人の申立期間に係る報酬月額については、申立人から提出さ

れた預金通帳に記載されている各月の給与振込額、給与明細書等の資料か

ら推認できる厚生年金保険料、健康保険料、雇用保険料、所得税などを合

算すると、申立ての全期間において標準報酬月額 30 万円の条件である報

酬月額 29 万円以上 31 万円未満に該当しているものと推認できる。 

ところで、申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立て

ているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法

律に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、こ

れらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

    したがって、申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、

控除保険料額から、平成５年８月から６年 10 月までの期間を 30 万円、同

年 11 月から８年９月までの期間を 26 万円、同年 10 から９年６月までの

期間を 24 万円とすることが妥当である。 

  なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

給与明細書等において確認又は推認できる報酬月額又は保険料控除額に見

合う標準報酬月額と社会保険事務所（当時）で記録されている標準報酬月

額が申立期間の全期間にわたり一致していないことから、事業主は、給与

明細書等で確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額を

届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、実際の給与支給額を基と

した標準報酬月額に見合う保険料の納入告知を行っておらず、事業主は当

該保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納

付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2751 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成２年９月１日から９年７月１日までの厚生年金保険の標準

報酬月額の記録については、２年９月を 28 万円、同年 10 月を 36 万円、

同年 11 月を 32 万円、同年 12 月を 26 万円、３年１月から同年３月までの

期間を 30 万円、同年４月から４年５月までの期間を 32 万円、同年６月か

ら同年８月までの期間を 41 万円、同年９月を 36 万円、同年 10 月から６

年 10 月までの期間を 41 万円、同年 11 月から８年９月までの期間を 36 万

円、同年 10 月から９年６月までの期間を 34 万円に訂正することが必要で

ある。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料（訂正前の標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 
１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 
    基礎年金番号 ： 
    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 
    住    所 ： 

 
２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年９月１日から９年７月１日まで 
    オンライン記録では、Ａ株式会社に勤務していた平成２年９月から９

年６月までの標準報酬月額が実際の給与支給額より著しく低い。申立期

間の給与明細書を提出するので、正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 
 

第３ 委員会の判断の理由 

    オンライン記録では、申立人の申立期間の標準報酬月額は、平成２年９

月から４年８月までの期間が 13 万 4,000 円、同年９月から９年６月まで

の期間が 15 万円となっているが、申立人の標準報酬月額の記録について、

Ａ株式会社の元事業主は、「12 年前に会社を整理してしまい書類等が全

く無い。総務及び経理部門を統括していたのは他界した専務取締役であり、

自分は何も分からない。」旨の回答をしている。 

    しかしながら、申立人が提出したＡ株式会社に勤務していた期間の給与

明細書によると、申立人が申立期間に給与から控除されていた厚生年金保



                      

  

険料は、オンライン記録で確認できる申立人の標準報酬月額に対応した保

険料よりも多くの金額であったことが確認できる。 

ところで、申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立て

ているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法

律に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及

び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であること

から、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、給与明細書上の報酬月額及び保険料控除額から、申立人の

申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額の記録については、平成２年

９月を 28 万円、同年 10 月を 36 万円、同年 11 月を 32 万円、同年 12 月を

26 万円、３年１月から同年３月までの期間を 30 万円、同年４月から４年

５月までの期間を 32 万円、同年６月から同年８月までの期間を 41 万円、

同年９月を 36 万円、同年 10 月から６年 10 月までの期間を 41 万円、同年

11 月から８年９月までの期間を 36 万円、同年 10 月から９年６月までの

期間を 34 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

給与明細書において確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報

酬月額と社会保険事務所（当時）で記録されている標準報酬月額が申立期

間の全期間にわたり一致していないことから、事業主は、給与明細書で確

認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額を届け出ておら

ず、その結果、社会保険事務所は、実際の給与支給額を基とした標準報酬

月額に見合う保険料の納入告知を行っておらず、事業主は当該保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を

履行していないと認められる。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2752 

 

第１ 委員会の結論 

    申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は事後訂正の結果 30

万円とされているところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定

に該当することから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前

の 20 万円とされているが、申立人は、申立期間について、その主張す

る標準報酬月額（30 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下

「特例法」という。）に基づき、申立人の申立期間の標準報酬月額に係

る記録を 30 万円とすることが必要である。 

    なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料（訂正前の標準報酬月額（20 万円）に基づく厚生年金保険料を除

く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

   １ 申立人の氏名等 

     氏    名 ： 男 

     基礎年金番号 ： 

     生 年 月 日  ： 昭和 48 年生 

     住    所 ： 

 

   ２ 申立内容の要旨 

     申 立 期 間  ： 平成 18 年９月１日から 19 年９月１日まで 

     ねんきん定期便を確認したところ、Ａ院における申立期間に係る標

準報酬月額の記録が 20 万円となっていたため、病院に問い合わせを

した結果、正しい額の訂正届を社会保険事務所（当時）に提出して

もらえたものの、厚生年金保険料の納付は認められず、年金額には

反映されないとのことであった。事後訂正に係る保険料の納付を認

め、年金額に反映させてほしい。 

         

第３ 委員会の判断の理由 

     オンライン記録によれば、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、

当初 20 万円と記録されていたところ、当該期間に係る保険料の徴収権

が時効により消滅した後の平成 21 年 10 月 22 日に 20 万円から 30 万円

に訂正されているが、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により年金額

計算の基礎となる申立人の標準報酬月額は、当該訂正後の標準報酬月



                      

  

額（30 万円）ではなく、当初記録されていた標準報酬月額（20 万円）

となっている。 

 しかしながら、事業主から提出のあった賃金台帳により、事業主は

申立   人が主張する標準報酬月額（30 万円）に基づく厚生年金保険

料を申立人の給与から控除していることが確認できる上、事業主は申

立人の申立期間に係る当初の届出の誤りを認めていることから、特例

法に基づき、申立期間の標準報酬月額の記録を 30 万円に訂正すること

が必要である。 

     なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主は、申立人の申立期間に係る報酬月額の届出を社会保険事

務所に対し誤って提出し、また、当該期間に係る保険料については、

過小な納付であったことを認めていることから、これを履行していな

いと認められる。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2753 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ株式会社における資格取得

日に係る記録を平成５年１月 21 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を

24 万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年 月 日 ： 昭和 39 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年１月 21 日から同年２月１日まで 

オンライン記録では、Ａ株式会社の厚生年金保険被保険者資格の取得

日が平成５年２月１日になっているが、同年１月 21 日から勤務してお

り、給与明細書があるので申立期間を厚生年金保険被保険者として訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出したＡ株式会社の入社時の平成５年２月から退職時の８年

１月までの全期間の給与明細書から、申立人は、申立期間の厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の給与明細書を検証したところ、入社翌月の平成５年２月

から保険料控除が始まり、退職月の８年１月においても保険料控除が行わ

れていることから、Ａ株式会社における保険料の控除は翌月の給与から行

われていたものと判断される。 

また、Ａ株式会社の事業主が「給与は毎月 20 日締めで当月末払いであ

る。」と供述しているところ、申立人が提出した平成５年２月分の給与明

細書には、所定労働時間 200 時間（25 日）と記載されており、同年２月

１日からの入社では、これを満たさないことから、申立人の申立てのとお

り、同年１月 21 日に入社したものと認められる。 

さらに、申立期間の標準報酬月額については、平成５年２月分の給与明



                      

  

細書に記載された保険料控除額から、24 万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は、当時の資料が無く当時の事業主も死亡しているので

不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない

ことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所

(当時)に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び

周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められない。 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2755 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人のＡ株式会社（現在は、Ｂ株式会社Ｃ工場）における被保険者資

格の取得日は昭和 43 年９月 16 日、資格喪失日は 47 年 12 月 30 日であっ

たと認められることから、申立人の厚生年金保険被保険者記録を上記のと

おりとすることが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 43 年９月から 44 年６

月までの期間は２万 4,000 円、同年７月から 45 年６月までの期間は２万

8,000 円、同年７月から 46 年７月までの期間は３万 6,000 円、同年８月

から 47 年７月までの期間は４万 2,000 円、同年８月から同年 11 月までの

期間は４万 8,000 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年９月 16 日から 47 年 12 月 30 日まで 

    昭和 43 年９月 16 日付けでＡ株式会社に入社し、47 年 12 月 29 日に

退職するまで給与から厚生年金保険料を控除されていたが、この間の被

保険者記録が欠落している。Ｂ株式会社Ｃ工場が発行してくれた「厚生

年金保険加入・脱退証明書」、厚生年金基金連合会発行の「加入員期間

証明書」及びＤ基金発行の「厚生年金基金加入員証」を提出するので、

この間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ株式会社Ｃ工場提出の「厚生年金保険加入・脱退証明書」、Ｅ組合の

「健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿」及び企業年金連合会が保

管する「厚生年金基金加入員台帳」の、それぞれの申立人に係る厚生年金

保険の資格取得年月日は昭和 43 年９月 16 日、資格喪失年月日は 47 年 12

月 30 日となっており、これらのことから判断すると、申立人が申立期間

においてＡ株式会社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により控除されていたことが推認できる。 

   また、Ｂ株式会社Ｃ工場では、「申立期間当時、厚生年金保険、健康保



                      

  

険組合及び厚生年金基金の資格取得届及び資格喪失届は複写式の様式を使

用しており、健康保険組合及び同基金に提出したものと同一内容の書類を

社会保険事務所（当時）にも提出していた。申立期間当時、申立人と同姓

同名、生年月日が同一の者はＡ株式会社に勤務していない。」と回答して

いる。 

   さらに、雇用保険における資格の取得日は昭和 43 年９月 16 日、離職日

は 47 年 12 月 29 日であることが確認できる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人が昭和 43 年９月 16 日に厚生年金

保険被保険者の資格を取得し、47 年 12 月 30 日に厚生年金保険被保険者

の資格を喪失した旨の届出を事業主が社会保険事務所に行ったことが認め

られる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ｂ株式会社Ｃ工場の「厚生

年金保険加入・脱退証明書」、Ｅ組合の「加入員台帳」及び企業年金連合

会の「厚生年金基金加入員証」から、昭和 43 年９月から 44 年６月までは

２万 4,000 円、同年７月から 45 年６月までは２万 8,000 円、同年７月か

ら 46 年７月までは３万 6,000 円、同年８月から 47 年７月までは４万

2,000 円、同年８月から同年 11 月までは４万 8,000 円とすることが妥当

である。 

 



                      

  

埼玉厚生年金 事案 2756 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40 年３月 15 日から同年 10 月 31 日まで 

             ② 昭和 41 年２月 26 日から 43 年９月１日まで 

             ③ 昭和 44 年８月 26 日から同年 10 月 11 日まで 

             ④ 昭和 44 年 10 月 14 日から 45 年５月 21 日まで 

    社会保険庁（当時）から年金加入記録のお知らせがあり、この時、申

立期間については脱退手当金として支給されていることを初めて知った。

私は、脱退手当金制度があることは知らなかったし、自分で脱退手当金

を請求したことも受け取ったことも無いので記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   脱退手当金を支給した場合、当時の事務処理において厚生年金保険被保

険者証に脱退手当金を支給した旨の「脱」表示をすることとされていたが、

申立人が所持していた厚生年金保険被保険者証にはその表示が無く、厚生

年金保険被保険者台帳記号番号払出簿に同被保険者証を再交付したとする

記載も無い。 

また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保

険被保険者期間をその計算の基礎とするものであるが、申立期間の間に

ある２回の被保険者期間についてはその計算の基礎とされておらず、未

請求となっているほか、未請求となっている被保険者期間の一部は、申

立期間①の事業所と同一企業であるなど、これを失念するとは考え難い。 

さらに、申立人のすべての厚生年金保険被保険者期間は同一の被保険



                      

  

者記号番号で管理されていたにもかかわらず、そのうち２回の被保険者

期間が支給されていない期間として存在することは事務処理上不自然で

ある。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 2893 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 10 年４月から 12 年２月までの国民年金保険料については、

追納していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 41 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10 年４月から 12 年２月まで 

    申立期間の国民年金保険料については、免除されていた期間を追納で

きることを知り、平成 13 年４月にＡ銀行Ｂ支店の口座から 30 万円を引

き出し、郵便局で納付したはずであり、追納をした記録が無いとされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、申請免除期間であった

が、平成 13 年４月にＣ社会保険事務所（当時）に問い合わせをして金額

を教えてもらい、郵便局で納付書により振り込みをしたはずであると主張

しているが、オンライン記録では申立人が申立期間の保険料を追納した記

録は無い上、申立人の納付場所、納付方法等に関する記憶が曖昧
あいまい

であり、

申立期間の保険料を追納したことを裏付ける資料（家計簿、確定申告書

等）や周辺事情も見当たらない。 

   また、申立人が平成 13 年４月４日にＡ銀行Ｂ支店の総合口座から 30 万

円を引き出していることが確認できるものの、当該金額が申立期間の国民

年金保険料を追納するために使用されたとする事情は見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を追納していたものと認め

ることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 2894 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 51 年５月から 58 年６月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51 年５月から 58 年６月まで 

    申立期間の国民年金保険料は、先妻が納付してくれたはずであり、   

その期間が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、その先妻が納付したは

ずであると主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出され

た形跡はみられない上、申立期間の保険料を納付したはずであるとするそ

の先妻も、申立期間の保険料は未納となっている。 

また、申立人は、申立期間の国民年金保険料の納付に関与しておらず、

申立人が申立期間の保険料を納付したことを裏付ける資料（家計簿、確定

申告書等）や周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判 

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 2895 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48 年４月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年４月から 50 年３月まで 

    申立期間の国民年金保険料については、妻が、Ａ市役所Ｂ支所（現在

は、Ｃ事務所）で夫婦二人分を一緒に納付したはずであり、その期間が

未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、その妻がＡ市役所Ｂ支

所で月々納付したはずであると主張しているが、申立人の国民年金手帳記

号番号が払い出されたのは昭和 50 年 12 月であり、その時点では、申立期

間は時効により納付できない期間及びさかのぼって納付する期間となると

ころ、申立人の主張は月々納付したとするものであり、別の国民年金手帳

記号番号が払い出されていた形跡も見当たらないことから、保険料の納付

状況が不明である。 

   また、申立人の妻の申立期間に係る国民年金保険料の納付時期、納付金

額等についての記憶が曖昧
あいまい

である上、一緒に納付したとするその妻も申立

期間の保険料は未納となっている。 

さらに、申立人の妻の友人が申立期間の国民年金保険料を納付したと証

言しているものの、申立期間の保険料をその妻と一緒に納付していたこと

までは確認できず、申立人が申立期間の保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）や周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2896 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48 年４月から 50 年３月までの国民年金保険料については、  

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年４月から 50 年３月まで 

    申立期間の国民年金保険料については、Ａ市役所Ｂ支所（現在は、Ｃ

事務所）で夫婦二人分を一緒に納付したはずであり、その期間が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、Ａ市役所のＢ支所で

月々納付したはずであると主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番

号が払い出されたのは昭和 50 年 12 月であり、その時点では、申立期間は

時効により納付できない期間及びさかのぼって納付する期間となるところ、

申立人の主張は月々納付したとするものであり、別の国民年金手帳記号番

号が払い出されていた形跡も見当たらないことから、保険料の納付状況が

不明である。 

   また、申立人の申立期間に係る国民年金保険料の納付時期、納付金額等

についての記憶が曖昧
あいまい

である上、一緒に納付したとするその夫も申立期間

の保険料は未納となっている。 

さらに、申立人の友人が、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付

したと証言しているものの、申立期間の保険料を申立人と一緒に納付して

いたことまでは確認できず、申立人が申立期間の保険料を納付したことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）や周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 2897 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57 年４月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

    住 所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57 年４月から 61 年３月まで 

    私は、平成３年ころに国民年金保険料の申請免除制度があることを知

り、申立期間は学生であったことから、３年にＡ市役所国民年金課の窓

口において、申立期間を国民年金受給資格要件である 25 年以上の加入

期間を満たすための合算対象期間とする申請免除手続を行った。その際、

窓口の職員からは「申請を出すことによって年金を受ける資格を満たす

期間には算入できる」と説明を受けたが、手続を行ったことを証明する

ものは何も発行してもらえず、年金受給請求時に口頭で説明するようい

われた。申立期間が未加入期間となっていることから、合算対象期間と

なることを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成３年ころに国民年金保険料の申請免除制度があることを

知り、申立期間は学生であったことから、３年ころにＡ市役所国民年金課

の窓口でさかのぼって申立期間の申請免除を受け付けてもらったとしてい

るが、申立人が学生であったとする申立期間当時、申立人はＢ市に居住し

ており、３年ころに別の市町村であるＡ市において、さかのぼって４年分

の申請免除手続を行うことは制度上不可能であり、Ａ市役所国民年金課が

申立期間の申請免除手続を受け付けたとは考え難い。 

なお、申立人が申請免除手続を行ったとしている申立期間について、申

立人は、当該手続を行うことにより年金受給額が増えるとの認識は無く、

申立期間を国民年金受給資格要件である 25 年以上の加入期間を満たすた

めの合算対象期間とするための手続を行ったと申述しており、その申立人

の主張は一貫しているところ、その手続を行った当時、Ａ市役所国民年金



 

  

課の窓口の職員からは、申請を出すことによって年金を受ける資格を満た

す期間には算入できると説明があり、国民年金受給手続時に口頭で当該手

続を行ったことを説明するよう言われたが、手続を行ったことを証明する

ものは何も発行してもらえなかったとしており、オンライン記録上は未加

入期間となっていることから、申立期間を合算対象期間として認めてほし

いとする申立てを年金記録確認第三者委員会に対して行ったものであるが、

年金記録確認第三者委員会は保険料納付の有無等について検討し年金記録

の訂正の要否を判断するものであり、保険料納付に関する法律の規定の当

否を審議する機関ではない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2898 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45 年６月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

       生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住    所 ： 

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年６月から 53 年３月まで 

    申立期間の国民年金保険料については、20 歳になるころ、当時、住

み込みで働いていたＡ地のＢ店の店主が、給料から天引きし納付してく

れたと思う。申立期間が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料について、20 歳になるころ、当

時、住み込みで働いていたＡ地のＢ店の店主が給料から天引きし納付し

てくれたと思うとしているが、給料から天引きされた保険料の金額明細

を確認した記憶も定かではなく、国民年金手帳を見た記憶も特に無いと

している上、当時、一緒に働いていた同僚等からの証言も得られず、申

立人の申立期間における保険料の納付を裏付ける関連資料(家計簿、確定

申告書等)も見当たらないことから、国民年金の加入状況及び保険料の納

付状況が不明である。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号から推定できる国民年金への加

入時期はＣ市（現在は、Ｄ市）に転居後の昭和 53 年３月ころであり、そ

の時点では、申立期間の保険料は時効により納付できない期間及びさか

のぼって納付する期間となるが、申立人は、さかのぼって納付した記憶

は無いとしている。 

さらに、申立人は、昭和 51 年 11 月に結婚し、その妻は 52 年３月に当

時居住していたＥ区で国民年金に加入している一方、申立人については、

53 年３月に、Ｃ市に住所を移した時にその妻が国民年金に加入し、新規

の国民年金手帳記号番号を取得していることから、その妻には 53 年３月

以前に、申立人が国民年金に加入している認識が無かったことが推測さ



 

  

れる上、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていた様子もうかがえ

ない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2899 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48 年７月から同年８月までの期間及び 49 年４月から同年

12 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

       生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ： 

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 48 年７月から同年８月まで 

② 昭和 49 年４月から同年 12 月まで 

    申立期間の国民年金保険料については、昭和 50 年にＡ町でＢ店を開

業したころだと思うが、Ａ町役場の職員が２名来て国民年金が任意から

強制に制度が変わったから納付してほしいと言って店に来た。その後、

妻と話し合って納付書に記載されている金額を再度役場の職員が店に来

た時に納付したが、その際、役場の職員から手渡され、大事な物なので

大切に保管しておくようにと言われた「領収済通知書」を所持している。

申立期間が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

    申立人は、申立期間の国民年金保険料については、昭和 50 年にＡ町で

Ｂ店を開業したころだと思うが、Ａ町役場の職員が２名来て国民年金が任

意から強制に制度が変わったから納付してほしいと言われ、その後、再度

来訪した職員に納付し、その際に受領した「領収済通知書」を所持してい

るとしているが、申立人の所持している「領収済通知書(納付書の一部)」

は、申立人及びその妻の当時居住していたＡ町の国民年金被保険者名簿の

記載によれば、54 年７月に発行された第３回特例納付金納付書の一部であ

ることが推定される上、特例納付金は国庫金であることから指定金融機関

及び社会保険事務所(当時)しか取り扱わず、Ａ町では当時、特例納付金は

取り扱わなかったとしていることから、50 年ころ集金に来た役場の職員に

納付したとする申立人の主張は不自然である。                  

   また、申立人は、所持している申立期間の保険料の上記「領収済通知



 

  

書」が受領印を押していないものの、納付の際、役場の職員から手渡され

たものであり、納付の証拠であるとしているが、平成 21 年５月に社会保

険事務所に申立期間の国民年金保険料の納付について相談に行った後、Ａ

町にも同様の相談に行っており、その際、昭和 54 年７月にＡ町で開催さ

れた相談会の席で受領したと思われる特例納付金納付書中の３枚綴りの一

部である「納付書・領収証書」を別途持参しており、これにも「領収済通

知書」と同様受領印が押されていないことから、申立人は３枚綴りの納付

書のうち受領印の無いこれら２枚を所持していることになり、受領印の無

い「領収済通知書」を所持していることをもって、申立期間の特例納付金

を納付したものと推認することは困難である。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2900 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60 年３月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年  月 日  ： 昭和 20 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： 昭和 60 年３月から 61 年３月まで 

申立期間について、夫婦一緒に申立期間の国民年金保険料を私が納付

していたはずであり、申立期間の昭和 60 年と 61 年の確定申告書の社会

保険料控除欄に国民年金保険料の金額の記載がある。未納とされている

ことに納得がいかない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、夫婦一緒に申立期間の国民年金保険料を３か月ごとに納付し

たとしているが、申立期間前後の納付記録では申立人夫婦共に過年度納

付や現年度納付が可能な最終月に１年度分の保険料をまとめて納付して

いることがうかがえ、申立人の主張と相違している。 

また、申立人から提出があった昭和 60 年及び 61 年の確定申告書（控）

に記載された国民年金保険料の金額についても、申立人は、｢実際の領収

証の金額を見て書いてないかもしれない｣と申述しており、申立人の納付

行動を考え併せると、当該確定申告書（控）に記載された国民年金保険

料の金額が申立期間の保険料であったと推認することは困難である。 

さらに、一緒に納付したとする申立人の妻も申立期間については未納で

ある上、ほかの年の確定申告書（控）の提出も無いことから、申立期間

を納付したとする周辺事情もうかがえない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2901 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年７月から同年 10 月までの期間及び 60 年３月から 61

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認

めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年  月 日  ： 昭和 18 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： ① 昭和 46 年７月から同年 10 月まで 

             ② 昭和 60 年３月から 61 年３月まで 

申立期間①については、厚生年金保険の資格を喪失後は国民年金に加

入し保険料を納付していたはずであり、申立期間②については、夫が夫

婦分一緒に国民年金保険料を納付していたはずであり、申立期間②の昭

和 60 年と 61 年の夫の確定申告書の社会保険料控除欄に国民年金保険料

の金額の記載がある。未納とされていることに納得がいかない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、厚生年金保険の資格喪失後は、国民

年金に加入し保険料を納付していたはずであるとしているが、申立人は、

結婚し被扶養者であったことから申立期間①は任意加入期間であり、ま

た、オンライン記録では昭和 46 年 11 月１日に任意加入しており、任意

加入時点からさかのぼって納付できないことから、申立期間①の保険料

を納付したとするのは不自然である。 

 

２ 申立期間②について、申立人は、夫婦一緒に申立期間②の国民年金保

険料を３か月ごとに納付したとしているが、申立期間②前後の納付記録

では、申立人夫婦共に過年度納付や現年度納付が可能な最終月に１年度

分の保険料をまとめて納付している状況がうかがえ、申立人の主張と相

違している。 

また、申立人から提出があったその夫の昭和 60 年及び 61 年の確定申

告書（控）に記載された国民年金保険料の金額についても、申立人の



 

  

夫は、｢実際の領収証の金額を見て書いてないかもしれない｣と申述し

ており、申立人の納付行動を考え併せると、当該確定申告書（控）に

記載された国民年金保険料の金額が申立期間②の保険料であったと推

認することは困難である。 

さらに、一緒に納付したとする申立人の夫も申立期間②については未

納である上、ほかの年の確定申告書（控）の提出も無いことから、申

立期間②を納付したとする周辺事情もうかがえない。 

 

３ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2902 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61 年４月から平成 19 年３月までの国民年金保険料につい

ては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年  月 日  ： 昭和 23 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： 昭和 61 年４月から平成 19 年３月まで 

申立期間については、昭和 48 年４月 19 日に国民年金に任意加入し、

61 年４月から第３号被保険者となったが、Ａ町役場から国民年金保険

料の納付書が届いたため、将来少しでも多くの年金がもらえるように

なればいいと思い任意加入資格を喪失せず、国民年金保険料を納付し

ていたはずである。申立期間が第３号被保険者期間のみとされている

ことに納得がいかない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 48 年４月 19 日に国民年金に任意加入し、61 年４月か

ら国民年金の第３号被保険者として資格を取得する一方で、国民年金の任

意加入資格を喪失せず、申立期間の国民年金保険料を納付していたとして

いるが、申立人のオンライン記録では、61 年４月１日に任意加入資格を

喪失し、同日に第３号被保険者として資格を取得しており、また、Ａ町保

管の申立人の国民年金被保険者名簿でも、同様に 61 年４月１日に任意加

入資格を喪失し、同日に第３号被保険者の資格を取得した記録が確認でき

ることから、申立人が申立期間の保険料を納付したとするのは不自然であ

る。 

さらに、申立人は、申立期間中の住所の移動も無く、ほかの国民年金手

帳記号番号が払い出された形跡は見られない上、申立期間の保険料を納付

したことを確認できる資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに納付

したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2903 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 50 年４月から 53 年２月までの期間及び 58 年５月から 61

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年  月 日  ： 昭和 28 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： ① 昭和 50 年４月から 53 年２月まで 

             ② 昭和 58 年５月から 61 年３月まで 

申立期間①についてはＡ市で任意加入手続をし、国民年金保険料を納

付しており、申立期間②については、自ら任意加入資格を喪失した記憶

は無く、申立期間①に引き続き加入して保険料を納付していたはずであ

る。当時の家計簿を一部保管しており、国民年金保険料額が記載されて

いることから、申立期間が未納とされていることに納得がいかない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人は、Ａ市で国民年金に任意加入し、国民

年金保険料を納付したとしているが、申立人の国民年金への任意加入年

月日は申立期間後の昭和 53 年３月 23 日であり、その時点では、申立期

間①はさかのぼって納付することはできず、それ以前に別の国民年金手

帳記号番号が払い出された形跡もみられないことから、申立期間①の保

険料を納付したとするのは不自然である。 

また、申立人保管の家計簿にも、申立期間①の保険料を納付したこと

を確認できる記録は見当たらない。 

 

２ 申立期間②について、申立人は、申立期間①に引き続き国民年金保険

料を納付したとしているが、申立人の任意加入資格は昭和 58 年５月 19

日に喪失しており、その記録は申立人保管の国民年金手帳及び国民年金

被保険者台帳（旧台帳）にそれぞれ記載があり、また、申立人保管の家

計簿にも申立期間②の保険料を納付したことを確認できる記録は見当た



 

  

らないことから、申立期間の保険料を納付したとするのは不自然である。 

 

３ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2904 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52 年３月から同年７月までの期間及び 56 年 11 月から 61

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年  月 日  ： 昭和 31 年生 

住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間  ： ① 昭和 52 年３月から同年７月まで 

             ② 昭和 56 年 11 月から 61 年３月まで 

申立期間①について、18 歳で会社に入社して厚生年金保険に加入し

２年後に退職した後、Ａ市役所で国民年金に加入して国民年金保険料を

納付しており、申立期間②については、昭和 52 年８月から 56 年 11 月

まで会社に勤務し退職した後、家事手伝いをしながら習い事をしており、

申立期間①と同様に国民年金に加入し、自分の預金から保険料を納付し

ていた。申立期間が未納とされていることに納得がいかない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①について、18 歳で会社に入社して厚生年金保険

に加入し２年後に退職した後、Ａ市役所で国民年金に加入して国民年金保

険料を納付したとしており、申立期間②については、昭和 52 年８月から

56 年 11 月まで会社に勤務し退職した後、家事手伝いをしながら習い事を

しており、申立期間①同様に国民年金に加入し、自分の預金から保険料を

納付していたとしているが、申立人の国民年金手帳記号番号から推定でき

る国民年金への加入時期は、申立期間後の 63 年６月であることから、そ

の時点では、申立期間は時効により納付できない期間となる。 

また、申立人の別の国民年金手帳記号番号はＡ市では払い出されておら

ず、申立期間の保険料の納付を裏付ける関連資料（家計簿、確定申告書

等）は無く、ほかに納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2910 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年７月から 50 年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏  名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住 所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年７月から 50 年 12 月まで  

昭和 46 年７月から平成７年７月まで国民年金保険料の納付を続けて

きた。申立期間については、Ａ市役所の方がさかのぼって納付できる方

法を教えてくれたので、２年間ほどさかのぼって分割で納付したと記憶

しており、申立期間が未納となっていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の納付に関し、Ａ市役所の職員がさかのぼって納付

できる方法を教えてくれたので、２年間ほどさかのぼって分割で納付した

と主張しているが、納付を始めた時期やいつまでさかのぼったかの記憶が

曖昧
あいまい

であるとともに、申立人の納付記録によると、昭和 51 年１月から 53

年３月までの国民年金保険料は、53 年７月及び同年８月に過年度納付し

た記録があることから、この納付の記憶と申立期間の納付とを混同してい

る可能性も否定できない。 

   また、Ａ市の国民年金被保険者名簿には、「手帳送付 53.6.20」の記載

があることから、申立人は、昭和 41 年 12 月１日に国民年金被保険者資格

を喪失し、53 年６月 20 日に再取得したものと考えられる。 

   さらに、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに納付したことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2916 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 43 年５月から 45 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年５月から 45 年３月まで  

私は、昭和 43 年５月に弟と一緒にＡ区に転居した。区役所に転居届

を提出した時に区役所職員の勧めで国民年金の加入手続をし、その時現

金を所持していたので国民年金保険料を納付した。申立期間が未納にな

っていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 43 年５月にＡ区に転入した際、国民年金に加入し同時

に現金で保険料を一括納付したと申し立てているが、申立人がＡ区に転入

した形跡が見当たらない上、申立人の国民年金手帳記号番号の払出しは

45 年９月ころと推認され、かつ、別の国民年金手帳記号番号が払出され

たことをうかがわせる形跡も見当たらないことから、申立人は、45 年９

月ころＢ市で国民年金に加入したと考えるのが自然である。 

また、申立人が所持している国民年金手帳の昭和 45 年度印紙検認記録

欄の昭和 45 年４月から 46 年３月までの保険料納付欄に「45.10.５」の記

載があることから、同日に 45 年度分の国民年金保険料を一括して納付し

たものと推認され、申立人はこのことと混同している可能性も否定できな

い。 

さらに、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関

連資料(家計簿、確定申告書等)は無く、ほかに納付したことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2917 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46 年９月、同年 10 月及び 47 年７月から 48 年７月までの

期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住 所 ： 

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46 年９月及び同年 10 月 

② 昭和 47 年７月から 48 年７月まで 

    昭和 46 年９月に、同居人（現在の夫）と一緒にＡ市のＢ地にある出

張所に行って厚生年金保険から国民年金への切替手続をし、国民年金保

険料もすぐに同出張所で納付し始めた。Ｃ市に引っ越した時も、夫と一

緒にＤ市役所に行って住所変更手続をし、すぐに保険料を納付し始めた。

申立期間が未加入となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 46 年９月にＡ市のＢ地にある出張所で厚生年金保険か

ら国民年金への切替手続をし、Ｃ市に引っ越した 47 年７月に市役所で住

所変更手続をして、いずれもすぐに国民年金保険料を納付し始めたと主張

しているが、保険料の納付金額等についての具体的な記憶が無く、保険料

の納付状況等が不明である。 

   また、Ａ市及びＣ市において、申立人の国民年金加入記録及び保険料納

付記録は確認ができない上、申立人は、申立期間について、国民年金手帳

の交付を受けたか否かについての記憶が定かでなく、別の国民年金手帳記

号番号が払い出されたことをうかがわせる形跡も見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間について国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）及び周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2919 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54 年８月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ： 

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 54 年８月から 61 年３月まで 

私は会社を退職後にＡ店を開業した。Ａ店の修行の間は国民金加入手

続をしなかったが、昭和 54 年８月に独立した際に妻がＢ町役場で加入

手続を行い、保険料も妻が自分の分と一緒にＢ町役場で納付書により納

付してくれた。その後に銀行で納付するようになってからも同様に妻が

納付していたことから、申立期間が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 54 年８月に独立した際に国民年金加入手続をしたと申

し立てているが、申立人が年金手続の際にＢ町役場から渡された国民年金

手帳には申立人が初めて被保険者になった日が 61 年４月１日と記載され

ている上、申立人は、ほかに国民年金手帳を所持したことは無いと述べて

おり、住居の移転も無く別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡も

うかがえないことから、申立人の加入状況に関する記憶に齟齬
そ ご

がある。 

また、申立人の国民年金保険料を納付していたとするその妻は、国民年

金加入手続当時にまとめて納付した記憶が無いと述べている上、申立期間

は 80 か月と長期間である。 

さらに、申立人が国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2920 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 40 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住    所 ： 

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 36 年４月から 40 年３月まで 

私は叔母から勧められ国民年金の加入手続をした。どこで加入手続を

したかは忘れたが、申立期間については毎月自宅にＡ区の職員が集金に

来ていたことを覚えている。申立期間が未納期間であることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 36 年の制度開始時から国民年金保険料を毎月自宅に来

ていたＡ区の職員に納付していたと申し立てているが、申立人は国民年金

加入時期や加入場所を覚えておらず加入状況が不明である上、国民年金手

帳記号番号の払出時期は、申立人の前後の被保険者の記号番号払出日及び

申立人の年金手帳発行日付から 40 年７月ころと推認され、払出時点から

すると、申立期間の一部は時効により保険料を納付できない期間であり、

別の手帳記号番号が払い出された形跡もうかがわれない。 

また、申立期間以後に未納期間がある上、申立期間は 48 か月と長期間

である。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2921 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 50 年９月から 52 年６月までの国民年金保険料については、

還付されていないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50 年９月から 52 年６月まで 

    申立期間は、Ａ社に勤務しており、厚生年金保険被保険者期間であっ

たが、以前から加入していた国民年金被保険者資格喪失手続をしないま

ま、国民年金保険料を納付していた。その後被保険者資格喪失の手続を

行い、還付請求についての通知を２回受け取ったと記憶しているが、そ

のうちの１回の通知内容は、還付請求については期間が定めてあり、私

の場合は還付の適用にはならなかったというような記載内容であったの

で、還付金を受け取れないものだと思ったため、当時還付金は受け取ら

なかった。その後、平成 20 年３月にねんきん特別便が届き、申立期間

の国民年金保険料を納付していたことについて、Ｂ社会保険事務所（当

時）に確認したところ、申立期間の保険料は還付済みであるとのことだ

った。還付金を受け取った記憶は無く納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時、Ａ社に勤務していたが、国民年金被保険者資

格喪失手続をしないまま、国民年金保険料を納付していたとしているとこ

ろ、申立人のオンライン記録において、当該期間は厚生年金保険被保険者

期間であることが確認でき、国民年金被保険者台帳の記録から申立期間の

納付済みである国民年金保険料について、昭和 52 年 10 月 13 日に還付の

決議が行われたことが確認できる。 

また、申立人は、国民年金保険料の還付請求についての通知を２回受け

取ったとの記憶から、１回目の通知は、還付・充当通知書及び還付請求書

であったと推測され、Ｂ社会保険事務所では、還付の決議がされたものの、

還付の有無については、不明であるとしていることから、２回目の通知は



 

  

申立人の申立期間の保険料の還付を受ける権利は消滅時効により失権した

旨の文書が送付されたと考えるのが自然である。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人の申立期間の国民年金保険料は還付されていないものと

認めることはできない。 

なお、申立人は、既に消滅時効により還付できない国民年金保険料につ

いて還付するよう求めているが、年金記録確認第三者委員会は保険料納付

の有無について検討し、年金記録の訂正の要否を判断するものであり、保

険料納付に関する法律の規定の当否を審議する機関ではない。 

 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 2923 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44 年 10 月から 48 年 10 月までの国民年金保険料について 

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年  月 日  ： 昭和 17 年生 

    住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 44 年 10 月から 48 年 10 月まで                         

申立期間は、自分で会社を創業するために準備等をしていた期間で厚

生年金保険に加入していなかったため国民年金に加入する必要があった。 

また、当時は二人の子供がたびたび病院に通っていたので、国民健康

保険に加入していたことをはっきりと覚えており、併せて、国民年金に

加入し、保険料を納付していたと記憶しているので調査の上、記録を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間において国民年金に加入し、保険料を納付していた

と主張しているが、申立人は、申立期間の保険料額、納付方法及び国民年

金手帳の形状等についての具体的な記憶が無く、国民年金加入の状況や保

険料納付の状況が明確ではない上、国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が見当たらない。 

また、申立期間において、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出され

ていた形跡は無く、ほかの記号番号が払い出された記録も見当たらない。 

さらに、当時の住所地のＡ町（現在は、Ｂ市）の国民年金被保険者名簿

において、申立人が申立期間に国民年金に加入し、保険料を納付していた

ことを示す記録が見当たらない。 

加えて、申立人の妻は申立期間当時、強制加入の期間であったが、その

妻も国民年金に未加入であるなど、申立内容を裏付ける合理的な説明が得

られない。 



 

  

このほか、申立人が申立期間に国民年金保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情や関連資料は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2924 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 56 年 11 月から 61 年９月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生  年  月  日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申  立  期  間  ： 昭和 56 年 11 月から 61 年９月まで 

    国民年金保険料収納記録についてＡ社会保険事務所（当時）に照会し

たところ、昭和 56 年 11 月から 61 年９月までの納付記録は確認ができ

ないとの回答であった。 

申立期間のうち、昭和 56 年 11 月から 59 年 10 月までの期間は、Ｂ区

の有限会社Ｃに勤務していたが、会社は厚生年金保険に未加入であった

ので給与から国民年金保険料を天引きされていた。 

また、申立期間のうち、昭和 59 年 10 月から同じＢ区の株式会社Ｄに

勤務したが、同社も入社当時は厚生年金保険に未加入であり、61 年９

月から厚生年金保険に加入するまでは国民年金に加入しており、給与か

ら保険料を天引きされていた。 

いずれも、国民年金保険料を事業所が納付していたのに未納となって

いるのは納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料を勤務先の事業主が給与から控除

して納付していたと述べているところ、申立期間のうち、昭和 56 年 11 月

から 59 年 10 月まで勤務したとする有限会社Ｃの事業主は、「創業時から

雇用保険、健康保険及び厚生年金保険に加入しておらず、自分も国民年金

の加入者で保険料を妻が納付しており、勤務者の給与から国民年金保険料

を控除して申立人に代わって納付したことはない。」と回答している上、

59 年 10 月から 61 年９月まで勤務した株式会社Ｄの事業主も、「当社は、

38 年９月１日から厚生年金保険の適用事業所であり、被保険者資格の取



 

  

得は任意加入だったものの、勤務者の給与から国民年金保険料は控除して

いない。」と回答しており、申立期間に係るいずれの事業主も申立人の国

民年金保険料の給与からの控除及び納付を否定していることから、当該期

間の保険料は納付されていなかったものと認められる。 

また、申立人は、昭和 51 年３月３日に厚生年金保険被保険者資格を取

得したことから国民年金被保険者資格を喪失しており、申立期間に居住し

たＥ区及びＢ区を管轄する社会保険事務所（当時）に照会したものの、国

民年金手帳記号番号の払出しは確認されず、申立人自身は国民年金保険料

納付に関与していない上、申立期間以前に同居していたその両親も他界し

ていることから、加入手続及び保険料納付状況は不明である。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、源泉徴収票等）は無く、申立期間の国民年金の保険料

額等についての記憶も無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に 

  判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2926 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48 年８月から 49 年８月までの期間及び 54 年 11 月の国民

年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 48 年８月から 49 年８月まで 

             ② 昭和 54 年 11 月 

60 歳までに 25 年以上の納付期間がないと国民年金はもらえないと

昭和 44 年か 45 年ころから始めたアルバイトで知り合った友人に聞い

ていた。将来への不安があったため、会社を辞めてから１週間後くら

いの 48 年８月ころに、35 歳ならまだ間に合うと思い、Ａ市役所Ｂ支

所で任意加入の手続をした。手帳は茶色だったような気がする。保険

料は、毎月かどうか覚えていないが、支払期ごとに支払用紙のような

ものが届き金融機関で納付した。月額か１回の支払の金額かは覚えて

いないが、当初の保険料の金額は 450 円であったことだけはよく覚え

ている。申立期間が未納とされていることには納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、Ａ市では、納付書の様式は１枚で４期分の国民

年金保険料を納付できるものであるとしており、支払期ごとに届いたと

いう申述と符合しない。 

また、申立人は、昭和 49 年９月に任意加入の国民年金被保険者資格

を取得していることから、申立期間①の期間は制度上保険料納付はでき

ず、別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡もうかがわれない。 

 

２ 申立期間②について、申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日

は昭和 54 年 11 月 30 日である上、53 年１月５日に国民年金被保険者

資格を喪失し、54 年 12 月１日に再取得していることが確認できるこ

とから、申立期間②は未加入期間であり、制度上保険料を納付できな



 

  

い。 

   

３ 申立人は、国民年金の加入や被保険者資格の得喪届に関する手続に

ついての記憶があいまいである上、申立期間の保険料を納付していた

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は見当たらない。 

 

４ これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的

に判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたも

のと認めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2930（事案 1192 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45 年８月から 47 年 12 月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 45 年８月から 47 年 12 月まで 

昭和 45 年３月ころＡ区からＢ町に引っ越し住民登録をして国民年金

保険料を地区の区長に納めた。48 年１月には直接役場へ行って国民年

金手帳の住所変更と妻の国民年金加入手続をした。 

確かに納付したはずの保険料が未納となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人及びその妻の国民年金手帳、

特殊台帳及びＢ町の国民年金被保険者名簿のいずれにも昭和 48 年２月 26

日にＡ区からＢ町Ｃ地に住所変更した記録があることから、国民年金の住

所変更手続がなされていなかったことにより、Ｂ町では国民年金保険料を

納付することができなかったものと推認されるとして、既に当委員会の決

定に基づく平成 20 年 12 月８日付け年金記録の訂正は必要でないとする通

知が行われている。 

申立人は、申立期間当時の区長は国民年金保険料を預かっても領収書を

出さないこともあったとＢ町役場でも認めていると主張しているが、これ

は委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、その他に

委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申

立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはで

きない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2933 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 11 年４月から 15 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住 所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 11 年４月から 15 年２月まで 

私は、申立期間当時の保険料を１年に１回くらい訪ねて来た社会保険

事務所（当時）の徴収員に納付していた。申立期間直後の平成 15 年３

月から 17 年４月までの期間は領収書があったので記録訂正された。申

立期間の領収書は見つからなかったが、確かに納付しており、領収書が

無いことだけを理由に認められないというのは理不尽である。 

 絶対に納付したものが未納になっていることに納得できない。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料の納付について、納付した期間、

保険料額、回数などを覚えていないなど、納付状況が不明である。 

また、申立人は、国民年金保険料は訪ねてきた社会保険事務所の徴収員

に納付し、自身で納付手続を行ったことはないとしていること、Ａ年金事

務所では、徴収員の保険料徴収は定期的に行われていたものではないとし

ていること、及び申立期間直後の平成 15 年３月から 16 年６月までの国民

年金保険料は時効間際の 17 年４月 14 日に納付されていることからすると、

申立期間について、徴収員が徴収に訪れなかったために保険料を納付でき

なかった可能性も否定できない。 

  さらに、申立人は、申立期間当時経済的に困っておらず未納であるはず

がないとしているが、申立期間直後の平成 15 年３月から 17 年４月までの

保険料を 17 年４月以降に過年度納付しており、申述と符合していない。 

加えて、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関



 

  

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料が納付

されたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2935 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 40 年４月から 47 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ： 

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40 年４月から 47 年３月まで 

    私は、ねんきん特別便で未納期間があることが分かった。申立期間の

国民年金保険料について、夫の保険料が納付済みとなっているのに私の

保険料が未納となっていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 50 年５月 28 日に払い出されて

おり、同番号の払出後に申立期間直後の 47 年４月から同年 12 月までの保

険料を第２回の特例納付により納付していること、昭和 49 年度は現年度

納付、48 年１月から 49 年３月までの保険料は 50 年９月に過年度納付し

ていることから、申立人は、50 年４月に国民年金の加入手続を行ったと

推認でき、当該時点で、申立期間の保険料は時効により納付できない。 

 また、申立人は、申立人の夫が納付済みであるから申立人の国民年金保

険料も納付したと主張しているが、特例納付した時点で、年金受給権を発

生させるために申立人は昭和 47 年４月から、申立人の夫は 40 年４月から

保険料を納付すれば 60 歳には年金受給権を満たす 300 月となることから、

それぞれ必要な期間までの保険料を特例納付したものと推認できる。 

 さらに、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（日

記、家計簿等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付したことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

 これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 

 



 

  

埼玉国民年金 事案 2936 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37 年４月から 43 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住    所 ： 

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年４月から 43 年３月まで 

    私は、65 歳になって年金の請求に行った際、35 年くらいの期間の国

民年金保険料を納付したつもりでいたが、ねんきん特別便が来て申立期

間が未納とされていることが分かった。保険料は、区役所の人が集金に

来ていたので納付した。申立期間が未納となっていることに納得できな

い。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、集金に来た区役所の職

員に納付したと主張しているが、申立人が所持している国民年金手帳の納

付記録には、国民年金手帳記号番号が払い出された昭和 40 年 11 月から

43 年３月までの期間には検認印が無い上、同手帳の昭和 43 年度以降には

検認印が押されており、印紙検認方式で納付されているにもかかわらず、

申立人は、印紙の記憶が無いなど具体的な納付状況が曖昧
あいまい

である。 

   また、保険料の納付開始時期である昭和 43 年４月から同年６月までの

保険料が納付された同年６月４日時点で申立期間のうち、37 年４月から

41 年３月までの保険料は時効により納付できず、申立人は、申立期間の

国民年金保険料を過年度納付した記憶及び特例納付により納付した記憶も

無いとしている。 

   さらに、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関

連資料（日記、家計簿等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付したこ

とをうかがわせる周辺事情が見当たらない。 

   加えて、申立人の妻の国民年金保険料も、申立期間は未納である。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

められない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2937 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37 年４月から 43 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 15 年生 

    住    所 ： 

    

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 37 年４月から 43 年３月まで 

    私は、ねんきん特別便が来て申立期間が未納とされていることが分か

った。国民年金保険料は、区役所の人が集金に来たので納付してきた。

申立期間が未納となっていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料について、集金に来た区役所の職

員に納付したと主張しているが、申立人が所持している国民年金手帳の納

付記録には、国民年金手帳記号番号が払い出された昭和 40 年 11 月から

43 年３月までの期間には検認印が無い上、同手帳の昭和 43 年度以降には

検認印が押されており、印紙検認方式で納付されているにもかかわらず、

申立人は、印紙の記憶が無いなど保険料の具体的な納付状況が曖昧
あいまい

である。 

   また、保険料の納付開始時期である昭和 43 年４月から同年６月までの

保険料が納付された同年６月４日時点では、申立期間のうち、47 年４月

から 41 年３月までの保険料は時効により納付できず、申立人は、申立期

間の国民年金保険料を過年度納付した記憶及び特例納付により納付した記

憶は無いとしている。 

   さらに、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関

連資料（日記、家計簿等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

   加えて、申立人の夫の国民年金保険料も、申立期間は未納である。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2939 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44 年８月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男 

  基礎年金番号 ： 

  生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

  住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 44 年８月から 50 年３月まで 

私は、Ａ市に転居した昭和 45 年ころ、夫婦一緒に国民年金に加入し

た。加入手続は、私一人か元妻（Ｂ）と一緒にＣ市役所で行った。 

国民年金保険料については、元妻が同市役所で夫婦二人分の保険料

を納付していたはずであり、未納とされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ｃ市役所で国民年金加入手続をし、その元妻（Ｂ）が同市役

所で納付書に現金を添え保険料を納付していたとしているが、申立人及び

その元妻の国民年金手帳記号番号は、昭和 50 年 11 月 20 日ころ夫婦連番

で払い出されており、払出時点からすると、申立期間の大部分は時効によ

り国民年金保険料を納付できない期間であり、別の手帳記号番号が払い出

された形跡もうかがわれない。 

また、申立人自身は申立期間の国民年金保険料の納付にほとんど関与し

ておらず、保険料を納付してくれていたとするその元妻も、申立期間の加

入手続及び保険料納付についての記憶が曖昧
あいまい

であり、具体的な証言は得ら

れないことから、加入手続及び保険料納付の状況が不明である上、一緒に

納付していたとするその元妻も同期間は未納である。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2941 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年４月から 44 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 女 

  基礎年金番号 ： 

  生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

  住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 42 年４月から 44 年３月まで 

私は、昭和 44 年 10 月にＡ町（現在は、Ｂ市）に転居した時に国民

年金加入手続をし、集金に来た自治会役員に保険料を納付していた。 

申立期間の国民年金保険料は、Ａ町役場で加入手続をした時か、そ

の後に集金人から教えられたのかはよく覚えていないが、未納期間を

さかのぼって納付できると教えられたので、２年間さかのぼって納付

した。 

納付手続は夫が行い、その時に夫も未納期間があったので納付しよ

うとしたが、夫の未納期間は２年より前の期間なので納付できないと

言われた。 

申立期間について、国民年金保険料が未納とされていることに納得

がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 44 年 10 月にＡ町に転居した時に国民年金加入手続をし、

過去の未納期間の国民年金保険料を納付できると教えられ、２年間さかの

ぼって保険料を納付したとしているが、申立人が所持している昭和 41 年

度、42 年度及び 43 年度の各年度に係る過年度保険料の、３枚複写の｢納

付書・領収証書｣のいずれにも領収印が押されておらず、未使用であるこ

とが認められることから、同納付書・領収証書により申立期間の保険料を

納付しなかったと推認される。 

また、申立人の過年度保険料を納付したとするその夫は、納付した時期

及び保険料額についての記憶が曖昧
あいまい

である。 

さらに、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家



 

  

計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付したことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

  

埼玉国民年金 事案 2943 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成元年 11 月から５年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和４年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成元年 11 月から５年１月まで 

    私の国民年金の加入手続や保険料納付はすべて夫がしてくれていた。

夫は几帳面な性格で、私の年金についても気を配ってくれていたので、

将来を見据えて私が 45 歳のときに国民年金の任意加入手続をしてくれ

た。夫は既に他界して詳細は分からないが、申立期間についても手続

して、保険料を納付してくれていたはずである。申立期間が未納にさ

れていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その夫が国民年金保険料を納付してくれていたとしているが、

その夫は既に他界し、申立人は高齢で事情を聴くことができないため、加

入手続及び保険料の納付状況は不明である。 

また、申立期間は60歳以降の期間で、国民年金保険料を納付するために

は高齢任意加入の手続をする必要があるが、申立人の加入手続は平成５年

２月24日であることがＡ市の国民年金被保険者名簿及びオンライン記録に

より確認できることから、申立期間は無資格期間であり、保険料を納付で

きず、60歳時点で加入手続を行ったことがうかがわれる事情も見当たらな

い。 

さらに、申立人の夫が、申立期間の国民年金保険料を納付したことを示

す関連資料(家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を

納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2707 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和８年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年 11 月 25 日から 43 年１月１日まで 

    私は、社会保険事務所（当時）で厚生年金保険の加入期間について照

会したところ、株式会社Ａにおける資格喪失日が昭和 41 年 11 月 25 日

となっている旨の回答を受けた。同社を退職してすぐに自営業を始める

ので、Ｂ市役所に行って国民年金の加入申請を行った。その時、申請し

た国民年金の資格取得日は 43 年１月１日であることから、間違いなく

前月まで勤めていたと記憶している。申立期間を厚生年金保険被保険者

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、株式会社Ａに昭和 41 年５月１日に入社し、42 年 12 月 31

日に退職するまで継続して勤務し、その間、厚生年金保険に加入してい

たと申し立てている。 

しかし、株式会社Ａは、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっ

ており、また、当時の事業主は既に亡くなっていることから、申立人の

勤務実態や厚生年金保険の加入状況等を確認することができない。 

また、株式会社Ａに係る事業所別被保険者名簿で確認できる被保険者

10 人（申立人を含む。）のうち、連絡のとれる５人に同僚照会したとこ

ろ、二人から回答があったが、そのうちの一人は、申立人の具体的な勤

務期間の記憶は無いが、当該回答者（退職日は昭和 42 年 10 月１日）よ

り前に退職したとしており、もう一人は、申立人の勤務記憶はあるもの

の、具体的な期間までは記憶していないとしている。残り３人からは、

回答を得ることはできなかった。 

さらに、上記名簿から申立人が昭和 41 年５月１日に資格を取得し同年



  

11 月 25 日に資格を喪失していることが確認できるとともに、健康保険

の整理番号に欠番は無く、事業所の事業所別被保険者名簿の記載に不自

然さはみられない。 

このほか、申立てに係る事実をうかがわせる関連資料及び周辺事情は

見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

                                                                                          



  

埼玉厚生年金 事案 2708 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年  月 日  ： 昭和 17 年生 

    住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： 昭和 43 年３月下旬から同年６月１日まで 

申立ての期間は株式会社Ａに勤務していたが、厚生年金保険の加入記

録が無い。給与明細書は無いが厚生年金保険料は給与から天引きされて

いたと記憶しているので、申立期間において被保険者であったことを認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の供述及び雇用保険の被保険者記録により、申立人は、昭和 43 年

４月１日から株式会社Ａに勤務していたことが認められる。 

しかし、当時の適用事業所索引簿によると、株式会社Ａが厚生年金保険

の適用事業所であったのは昭和 43 年６月１日から 49 年７月 31 日までで

あることが確認できる。 

また、ⅰ）元代表取締役に照会したところ、申立期間当時は、従来の委

託やパート社員から正社員中心の業務執行体制に切り換えた時期であり、

社員が増加し、厚生年金保険加入の要望も多かったことから、昭和 43 年

６月１日付けで厚生年金保険適用事業所の申請を行ったと供述しているこ

と、ⅱ）当時の同僚に対して照会したが、申立期間に厚生年金保険料の控

除がなされていたことをうかがわせる供述などは無かったこと、ⅲ）当該

事業所は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、現存してい

ないこと、などにより申立内容の事実を確認できる資料や供述が得られな

かった。 

さらに、株式会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、

健康保険番号＊番の被保険者の資格取得日は昭和 43 年６月１日となって

おり、申立人は＊番において資格取得が同日、喪失日は 44 年 10 月 15 日



  

と明確に記載されており、訂正や不自然な点も見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2709 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年  月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立  期 間 ：① 昭和 44 年２月 21 日から 45 年７月１日まで 

                   ② 昭和 53 年８月 20 日から 56 年３月 25 日まで 

                   ③ 昭和 61 年９月１日から平成５年９月 10 日まで 

申立期間①は、Ａ株式会社Ｂ営業所（当時、Ｃ市に所在したが現在は

閉鎖。）に勤務していた。同僚にその後所長になったＤ地出身のＦ氏が

いた。 

申立期間②は、Ｅ地のＧ（又はＨ）社に勤務した。同社の事業主はＩ

（又はＪ）氏で会社の近くに住んでいたが、当時の同僚は覚えていない。 

申立期間③は、Ｋ地の株式会社Ｌに勤務した。入社当時には厚生年金

保険に加入していなかったが、昭和 61 年９月１日から厚生年金保険に

加入して被保険者資格を取得した。 

申立期間①、②及び③のいずれも給与から厚生年金保険料を控除され

ていたことを記憶していたのに被保険者記録の確認ができないというの

は、納得できない。調査して記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①に係る申立人の勤務状況について、雇用保険の被保険者記

録は確認されないものの、同僚の供述により、Ａ株式会社Ｂ営業所への

勤務（期間は不明）について推認される。 

しかし、Ａ株式会社の事業主は、「申立人の申立期間①における勤務

及び厚生年金保険料の給与からの控除について、当社Ｂ営業所は既に閉

鎖されており、人事記録等は法定保存期間を経過して廃棄されており不

明。」と供述していることから、申立人の当該期間に係る厚生年金保険

料の事業主による給与からの控除を確認することができなかった。 



  

また、申立人は、「入社後に疾病治療のためＭ市のＮ病院に入退院を

繰り返して退職日をよく覚えていない。」と供述していることから、同

病院に入院期間及び加入健康保険名を照会したものの「記録の保存期間

を経過しており不明。」との回答で、申立人の申立期間①に係るＡ株式

会社Ｂ営業所における勤務期間及び厚生年金保険料の給与からの控除に

ついて確認することができなかった。 

さらに、Ａ株式会社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申

立期間①前後の健康保険の整理番号に欠番は無く、同僚 10 人に照会し

たところ、二人の同僚は「当該事業所は、入社後に試用期間があり厚生

年金保険の被保険者の資格の無い期間があった。」と供述している。 

加えて、被保険者記録により、申立人が申立期間①において国民年金

の被保険者である上、当該期間が保険料の法定免除期間であったこと確

認できる。 

 

２ 申立人は、申立期間②についてＧ社に勤務していたと供述しているも

のの、雇用保険の被保険者記録は確認されない上、Ｏ会及びＥ地区周辺

の同業者に照会したが「当該事業所について記憶が無い。」と供述して

いることから、当該期間における当該事業所に係る申立人の勤務状況及

び厚生年金保険料の事業主による給与からの控除を確認することできな

かった。 

また、Ｇ社の事業主であったＩ氏について、申立人は名前を覚えてい

ないことから連絡先が不明であり、登記簿謄本を申請したものの「該当

事業所が見当たりません。」との回答で、Ｐ区内に当該事業所が確認さ

れず事業主照会をすることができなかった。 

さらに、オンライン記録でＧ社が厚生年金保険の適用事業所であった

ことの確認ができないことから、同名又は類似の名称の事業所検索をし

たもののＰ区内所在の「Ｇ社」は確認されなかった。 

加えて、申立人は、同僚の名前を記憶していないことから同僚照会

をすることができなかった。 

 

３ 申立人の申立期間③における株式会社Ｌにおける勤務について、事業

主は、「記録が保存されておらず不明であるものの、申立人の平成 ４

年の運転免許証更新の際の住所が当社であるならば、社内に寮があった

ことから勤務していた。」と供述しており、申立人が当該事業所に勤務

（期間は不明）していたことが推認される。 

しかし、株式会社Ｌの事業主は、申立人の申立期間③における厚生年

金保険の被保険者資格の取得について、「記録の法定保存期間がすぎて

おり不明である。なお、厚生年金保険の事務手続については、Ｑに業務



  

を委託していたことから照会したものの記録が無いと回答があった。」

と供述しており、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主によ

る給与からの控除は確認ができなかった。 

また、申立人は、「株式会社Ｌが厚生年金保険の適用事業所の届出を

したのは昭和 61 年９月からであり、入社から同年９月までの期間は、

国民年金保険料を給与から控除されていた。」と供述しているものの、

事業主は、「ⅰ) 当該事業所は、自分の親が事業主であった昭和 38 年

９月１日に厚生年金保険の適用事業所の届出をしており、勤務者の給与

から国民年金保険料を控除したことは無い。ⅱ) 申立期間③当時、勤務

者の中には、厚生年金保険料を含む社会保険料を給与から控除すると手

取額が少なくなることを嫌う例があったことから、入社時に厚生年金保

険の被保険者の資格取得を任意に選択させていた。」と供述している。 

さらに、株式会社Ｌの健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申

立期間③前後の健康保険の整理番号に欠番は無く、同僚 10 人に照会し

回答した３人のうち二人は、「株式会社Ｌは、厚生年金保険被保険者の

資格取得については任意加入であった。」と供述している。 

 

    ４ このほか、申立人のすべての申立期間における厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

５ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、すべての申立期間

に係る厚生年金保険料を各事業主により給与から控除されていたことを

認めることはできない。     

 



  

埼玉厚生年金 事案 2710 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 27 年生 

    住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年４月から６年３月まで 

    昭和 57 年 10 月１日から 60 年８月 31 日まで、Ａ市のＢ株式会社に

勤務していたが、一度退社し、平成２年４月から６年３月まで再び同社

に勤務した。 

    しかし、２回目の勤務期間の社会保険の記録が無いので、当該期間

を厚生年金保険の被保険者記録として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ株式会社が保存していた、平成５年９月 25 日付けの申立人に係る退

職金明細書及び同社の回答により、申立人は、昭和 62 年 12 月１日から平

成５年９月 25 日まで同社に勤務していたことが確認できる。 

しかし、同社に残っていた平成３年４月から５年９月までの申立人に係

る給与台帳では、申立人の給与から厚生年金保険料、健康保険料及び雇用

保険料は控除されていないことが認められる上、申立人が当時から現在に

至るまで居住しているＣ町の国民健康保険加入記録で、申立期間を含む昭

和 62 年２月 26 日から平成６年４月 22 日までの期間は、国民健康保険に

加入していたことが確認できる。 

なお、同社では、申立人は、正社員であったとしており、原則として正

社員は社会保険に加入させているとしているところ、申立人を当該期間に

おいて社会保険に加入させていなかったことについては、当時の詳しい資

料が残っておらず、当時の担当者も記憶に無く、詳細は不明としているが、

当時の同僚に対する照会では、正社員であれば基本的に厚生年金保険に加

入させるが、本人の希望があれば加入しない取扱いもあったとする供述が

ある。 



  

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2714 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26 年１月ころから同年７月ころまで 

    社会保険事務所（当時）の記録では、昭和 26 年１月ころから同年７

月ころまで勤務していたＡ株式会社（現在は、Ｂ株式会社）の記録が抜

けているが、この事業所で知り合い、後に結婚をした夫の厚生年金保険

被保険者記録はあるのに、私の被保険者記録がないのは納得できないの

で、この期間を被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が、Ａ株式会社で勤務していたことは、当時の同僚３人が「申立

人が、同社で職人の補助として勤務していたことを記憶している。」と

供述していることから、期間の特定はできないものの、申立期間におい

て同社で勤務していたことは推認できる。 

また、申立人が供述している一人の同僚について、申立人は、「私と

同僚は、同時期（昭和 26 年１月）に入社し、退社（26 年７月）もほぼ同

じ時期か私の方が少し早かった。」と供述していることから、当該同僚

の同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保険者名

簿」という。）により確認したところ、当該同僚は、25 年 11 月１日に被

保険者資格を取得し、26 年５月 28 日に資格を喪失していることが確認で

きるものの、申立人の申立期間について、申立人に明確な記憶が無く、

また、当該同僚に申立人の勤務実態を確認したところ、「申立人の正確

な入社や退社時期は覚えていない。」と供述しており、勤務期間を特定

することができなかった。 

さらに、Ｂ株式会社は、「Ａ株式会社の当時の資料が保存されておら

ず、申立人の勤務実態や厚生年金保険料の控除等について、確認ができ



  

ない。」と供述している。 

加えて、被保険者名簿で確認できる同僚に、厚生年金保険の加入状況

について照会したところ、回答のあった８人のうち二人の同僚について、

文書照会の回答及び被保険者名簿の記録から、入社日よりも１か月くら

い後に資格を取得していることが確認でき、また、当時同僚であった申

立人の夫も、入社日よりも３か月くらい後に資格を取得していることが

確認できる。 

また、被保険者名簿から、申立人が入社したとする昭和 26 年に資格を

取得した者は、４月１日に一人、５月１日に 34 人、５月 14 日に二人、

６月 10 日に二人、７月１日に 17 人確認できるが、前述の４月１日、５

月１日及び５月 14 日付けで資格を取得している 37 人の資格取得手続は、

すべて同日に行われていることが、新規に厚生年金保険の資格を取得し

た被保険者の厚生年金保険の記号番号が連番で払い出されていることに

より確認できることから、同社は、当時、採用後すぐに資格取得の手続

を行わず、一定期間内に採用した者を後日まとめて加入手続していたこ

とが認められる。 

   さらに、回答のあった８人の同僚は、いずれも厚生年金保険料控除につ

いて明確な記憶は無い。 

   加えて、被保険者名簿において、申立人の名前は記載されておらず、健

康保険の整理番号に欠番は見当たらない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



  

埼玉厚生年金 事案 2723 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 10 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 36 年 11 月１日から 37 年６月 21 日まで 

    Ａ株式会社に入社以来、同社Ｂ営業所で退社するまで継続して勤務し

ていたので、申立期間を厚生年金保険被保険者として認めてほしい。          

 

第３ 委員会の判断の理由 

   同僚の供述により、申立期間において、申立人がＡ株式会社に勤務して

いたことはうかがえる。 

   しかしながら、Ａ株式会社では、申立期間当時の厚生年金保険関係資料

は無く、申立人の申立期間の厚生年金保険の適用については不明としてお

り、同僚からも申立人の厚生年金保険料の控除について具体的な供述は得

られなかった。 

   また、Ａ株式会社に係る事業所別被保険者名簿の記録をみると、申立人

は、同社において、昭和 36 年 11 月１日に被保険者資格を喪失し、37 年

６月 21 日に再度被保険者資格を取得しており、オンライン記録と一致し

ている。 

   なお、申立人が一緒にＡ株式会社Ｂ営業所に異動したとする同僚の上記

被保険者名簿の記録は申立人と同じ被保険者資格喪失日及び取得日となっ

ている上、年金事務所では、事業所記号簿に、Ａ株式会社Ｂ営業所名の適

用事業所は確認ができないとしている。 

   さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確



  

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 2724 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33 年１月から 36 年８月まで 

    申立期間は株式会社Ａ（Ｂ区）に勤めており、昭和 33 年１月ごろ、

社長の奥さんから口頭で、全員保険に入ったと聞いていたので、申立期

間に厚生年金保険に加入していたことを認めてほしい。                          

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間当時の役員の供述により、期間の特定はできないものの、申立

人が株式会社Ａに勤務していたことはうかがえる。 

   しかしながら、年金事務所では、適用事業所名簿に株式会社Ａの名称は

無いとしており、当時の役員も厚生年金保険には加入しておらず、厚生年

金保険料を控除されていなかったと供述している。 

   また、株式会社Ａは既に閉鎖し、当時の事業主も死亡している上、申立

人が一緒に働いていたとする同僚４人と同じ氏名の者の被保険者記録をオ

ンライン記録で確認したが、株式会社Ａ又はそれに類似した事業所の被保

険者記録は無く、そのうち二人は、申立期間に厚生年金保険の加入記録が

無い。 

   なお、申立事業所と同じＢ区内にある名称が類似した事業所に係る健康

保険厚生年金保険被保険者名簿の申立期間についても確認したが、申立人

の氏名は見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確



  

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2725 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 36 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 平成２年１月 26 日から同年２月１日まで 

    勤務先の株式会社Ａに、平成２年１月 31 日に退職する旨の退職届を

提出し受理されたが、年金記録をみると資格喪失日が同年１月 26 日と

なっており、厚生年金保険の加入期間に１か月の空白が生じている。こ

の期間を厚生年金保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、当時の事業主宛に平成２年１月 31 日に退職する旨の退職届

を、総務担当宛に「退職に際しての社会保険・雇用保険等の手続について

のお願い」の文書を、元年 12 月５日に提出しており、厚生年金保険の被

保険者資格喪失日は２年２月１日であると主張している。 

   しかしながら、株式会社Ａでは、申立期間当時の在籍期間等に関する資

料が無く、当時の勤務実態等については不明であり、当時の退職届等も保

存しておらず事実関係を確認することはできないとしていることなどから、

同社がこれら文書に沿った退職手続を行ったか否かは確認ができない上、

同僚に対しては、申立人の意向で照会ができなかった。 

   また、オンライン記録によると、申立人の健康保険証の回収日は、平成

２年１月 30 日となっていることが確認できる。 

   なお、オンライン記録において、株式会社Ａを平成２年に退職した者

32 人（申立人を含む）の被保険者資格喪失日をみると、一人が同年 10 月

17 日となっている以外は、各月の 26 日が資格喪失日となっている。    

さらに、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

   このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当



  

たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2729 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名  ： 男 

基礎年金番号  ： 

生 年 月 日  ： 昭和 33 年生 

住    所  ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 57 年５月１日から同年 10 月 25 日まで 

    株式会社Ａに昭和 57 年５月１日に入社したが、社会保険事務所（当

時）の被保険者記録照会回答票では、同年 10 月 26 日が同社での資格

取得日になっているので申立期間を厚生年金保険被保険者として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

株式会社Ａでは、申立期間当時の厚生年金保険適用関係資料は保存され

ておらず、申立人の厚生年金保険適用等については不明としており、同僚

からも、申立人の申立期間の保険料控除について供述を得ることはできな

かった。 

また、申立期間当時の株式会社Ａの役員は、申立期間当時、３か月以上

の試用期間（厚生年金保険に加入しない期間）があったと供述しており、

同僚からも、同社では、申立期間当時、入社と同時に厚生年金保険の加入

手続は行っておらず、自分も入社時から数か月の未加入期間があるとの供

述があった。 

さらに、申立人のＢ基金における株式会社Ａに係る被保険者資格取得日

は、申立期間以降となっている上、同社に係る健康保険厚生年金保険被保

険者原票の申立期間に申立人の記録は見当たらない。 

なお、株式会社Ａにおける雇用保険の被保険者記録をみると、申立人は、

厚生年金保険被保険者資格取得日と同日に被保険者資格を取得している。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か



  

ら控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 



  

埼玉厚生年金 事案 2730 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 13 年生 

    住 所 ： 

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和37年６月12日から40年２月５日まで 

             ② 昭和40年２月15日から同年４月８日まで 

             ③ 昭和41年10月１日から42年２月５日まで 

    最初に勤務した株式会社Ａを退職した際には、庶務から脱退手当金の

手続書類を受け取って社会保険事務所（当時）で手続を行った記憶があ

るが、有限会社Ｂを退職した際には、会社から何も知らされていないう

え、私自身も手続を行っていない。有限会社Ｂでは、私の旧姓であるＣ

姓を知っているはずもないにもかかわらずＤ株式会社や株式会社Ｅの分

も脱退手当金支給済みとなっていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の有限会社Ｂの健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手

当金の支給を意味する「脱」の押印がある上、支給金額に計算上の誤りは

見当たらない。 

また、脱退手当金を支給する場合、過去のすべての厚生年金保険被保険

者期間をその計算の基礎とするものであることを考えると、株式会社Ａで

脱退手当金を請求した後の厚生年金保険被保険者期間である申立期間①、

②及び③のすべての被保険者期間が請求されていることに不自然さはうか

がえない。 

さらに、申立期間①、②及び③の厚生年金保険被保険者記号番号は、申

立期間③に係る事業所を退職後の昭和 42 年 10 月 23 日に重複取消処理さ

れたことが確認でき、申立期間の脱退手当金が同年９月４日に支給されて

いることを踏まえると、脱退手当金の請求に伴い重複取消が行われたと考

えるのが自然である。 



  

   このほか、申立人に照会しても請求・受給した記憶が無いというほかに

脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2731 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 44 年４月１日から 47 年２月２日まで 

私は、申立期間にＡ株式会社（現在は、Ｂ株式会社）Ｃ営業所に勤務

していたが、社会保険庁（当時）の記録では、その時の厚生年金保険は

一時金で受け取ったことになっている。 

しかしながら、当時は同社を退職後、Ｄ町（現在は、Ｅ町）にあった

実家に帰っており、受給した記憶は無いので、調査の上、記録の訂正を

お願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁に保管されている申立期間の脱退手当金の請求書類として提

出された当時の脱退手当金裁定請求書には、申立人の当時の氏名・捺印及

び脱退手当金の振込希望金融機関名として申立人の当時の住所地にあった

Ｆ銀行Ｇ支店の普通預金口座番号が記載されている上、脱退手当金計算書

等の関係書類には、当該金融機関に脱退手当金を国庫金として送金された

ことが確認できることを踏まえると、申立人の意思に基づき脱退手当金が

請求されたものと考えられる。  

また、当時のＡ株式会社Ｃ営業所に係る申立人の健康保険厚生年金保険

被保険者名簿には、脱退手当金を支給したことを示す「脱」の表示が記さ

れている上、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申

立期間に係る申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日から約４か月後の

昭和 47 年６月 13 日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然

さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2732 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 23 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 44 年３月 22 日から 46 年７月１日まで 

社会保険事務所（当時）の記録によれば、Ａ株式会社に勤務していた

期間について、脱退手当金が支給されていることになっているが、自分

には受給した記憶が無く納得できないので、申立期間を厚生年金保険の

被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していたＡ株式会社において昭和 44 年から 49 年までの間

に厚生年金保険被保険者資格を喪失した女性で、脱退手当金の支給要件を

満たす者 19 人（申立人を含む。）の脱退手当金の支給記録を確認したと

ころ、９人に脱退手当金の支給記録が確認でき、全員が資格喪失日から３

か月以内に支給決定がなされている。 

また、複数の同僚によれば、退職するときに当該事業所から脱退手当金

について説明があったとしており、申立人と同日に資格喪失した者（１

名）の脱退手当金の支給決定日は申立人の支給決定日と近接しているほか、

同一資格喪失日の者で同一日に支給決定されている者が見受けられること

を踏まえると、申立人についても事業主による代理請求がなされた可能性

があるものと考えられる。 

さらに、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金

の支給を意味する「脱」の印が確認できる上、申立期間の脱退手当金は支

給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪

失日から約２か月後の昭和 46 年９月９日に支給決定されているなど、一



  

連の事務処理に不自然さはうかがえないほか、申立人から聴取しても受給

した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわ

せる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2734 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41 年 12 月９日から 42 年８月１日まで 

 私は、昭和 41 年 12 月８日まで株式会社Ａ（現在は、株式会社Ｂ）

本店Ｃ部に所属し、同社Ｄ支店開設準備員として勤務していた。同社

本店Ｃ部に係る資格喪失時標準報酬月額は６万円であるのに、同社Ｄ

支店に係る資格取得時標準報酬月額は５万 2,000 円と記録されている。

報酬月額の減額は考えられず、明らかな間違いである。訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録及び同僚が保管していた名簿により、株式会社ＡのＤ支

店開設準備員として勤務していた同僚 20 人が判明し、その全員が、申立

人と同様に、昭和 41 年 12 月９日付けで同社本店Ｃ部に係る資格を喪失し、

同日付けで同社Ｄ支店に係る資格を取得していることが確認できる。 

また、上記 20 人に照会したところ、回答のあった同僚 13 人のうち９

人は、「株式会社Ａ本店Ｃ部付の期間は、同社Ｄ支店開設準備員として

勤務していた時期であり、同社Ｄ支店への異動に伴う標準報酬月額に違

いは全くなかったはずである。」と供述している。 

しかしながら、オンライン記録により、同僚 20 人中 13 人の株式会社

ＡのＤ支店に係る資格取得時標準報酬月額は、申立人と同様、従前の同

社本店Ｃ部に係る資格喪失時標準報酬月額より低額となっていることが

確認できる上、申立人と年齢及び職位がほぼ同じである同僚の標準報酬

月額と比較しても、申立人の標準報酬月額に差異が無いことが確認でき

る。 



  

さらに、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票においても標準

報酬月額の記載内容に不自然な点は無く、オンライン記録とも一致して

おり、さかのぼって標準報酬月額の訂正が行われた形跡も無い。 

加えて、昭和 42 年８月に標準報酬月額を６万円とする随時改定が行わ

れているが、仮に申立期間の標準報酬月額が申立人の主張する６万円で

あったとするならば、標準報酬月額に２等級以上の変動があった場合に

行われる当該随時改定には該当しないはずである。 

   また、事業主は、申立期間に係る給与額や厚生年金保険料の控除額が分

かる賃金台帳等の資料を保有していないことから、詳細は不明であるとし

ながらも、標準報酬月額の算定には支店開設準備員としての勤務（残業時

間等）が関係しているものと思われると回答している。 

このほか、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、事業主は申立人の給与から社会保険事務所（当時）の記録ど

おりの標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を控除していたと考えるの

が自然であり、申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基

づく保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2735 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年２月 26 日から同年５月１日まで 

 高校卒業後、昭和 47 年２月 26 日から同年４月 30 日まで株式会社Ａ

に勤務していたのに、社会保険庁（当時）の記録ではその間の被保険

者記録が無いので訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、株式会社Ａの仕事内容等についての詳細を記憶しており、そ

の供述は同僚の供述とも一致していることから、期間の特定はできないも

のの、申立人が当該事業所に勤務していたことがうかがえる。 

しかしながら、申立人の株式会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保

険者原票は見当たらず、健康保険の番号に欠番も無い。 

また、申立人に係る雇用保険の被保険者記録については、株式会社Ａ

における記録は確認ができないが、申立期間中である昭和 47 年４月４日

には既にＢ株式会社において資格を取得していることが確認できる。 

さらに、同僚照会の結果、９人中３人が「３か月程度の試用期間があ

り、その期間は社会保険には加入しておらず、保険料も控除されていな

かった。」旨の回答をしていることから判断すると、申立人は、試用期

間中に退職したために、厚生年金保険には加入しておらず、給与から厚

生年金保険料の控除は行われなかったものと推測される。 

なお、当該事業所は既に厚生年金保険の適用事業所ではなく、当時の事

業主は既に死亡していることから、申立人の申立期間に係る勤務の実態及

び厚生年金保険料の控除について供述を得ることはできず、厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等

の資料も無い。 



  

このほか、申立てに係る事実をうかがわせる関連資料及び周辺事情は

見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはで

きない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 2737 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60 年５月 23 日から 62 年９月１日まで 

    Ａ株式会社に昭和 57 年９月 10 日から平成６年２月 26 日まで継続し

て勤務していたが、社会保険庁（当時）の記録では、申立期間の厚生

年金保険の被保険者記録が欠落していることが判明したので、申立期

間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書により、申立人

が申立期間において、Ａ株式会社に勤務していたことは認められる。 

   しかしながら、申立人と同時期にＡ株式会社において、厚生年金保険被

保険者であった 11 人の厚生年金保険被保険者記録を調査したところ、申

立人と同様に７人についても被保険者期間の欠落が見受けられ、同社の現

在の役員の一人は、「会社の経営が悪化していた時期があり、在籍社員に

話しをして社会保険を脱けてもらったこがあると聞いたことがある。」と

供述している。 

また、オンライン記録により、Ａ株式会社における厚生年金保険の１回

目又は２回目の資格取得日が申立人と同一である同僚９人に照会したとこ

ろ、回答のあった同僚４人のうちの二人は、同社に勤務していた期間に厚

生年金保険に未加入の期間があったとしており、そのうち一人は、当該未

加入期間は会社の都合で加入しておらず、厚生年金保険料の控除も無かっ

たと供述している。 

   さらに、Ａ株式会社が保管している「健康保険厚生年金保険被保険者資

格喪失確認通知書」（喪失日は昭和 60 年５月 23 日）及び「健康保険厚生

年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」（取得日は



  

62 年９月１日）により、事業主が届出を行った申立人の厚生年金保険の

資格喪失日及び資格取得日は、オンラインの厚生年金保険被保険者記録と

一致していることが確認できる。 

 加えて、Ａ株式会社の当時の事業主は既に亡くなっており、当時の厚生

年金保険に関する取扱いについて確認することができない上、同社は申立

期間当時の人事記録及び給与関係書類を保管しておらず、申立人も当時の

給与明細等の資料を保持しておらず、申立人の申立期間における給与から

の厚生年金保険料の控除については不明である。 

 このほか、申立期間に係る厚生年金保険料の控除をうかがわせる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

 



  

埼玉厚生年金 事案 2738 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年  月 日 ： 昭和 13 年生 

住        所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 32 年 12 月 16 日から 36 年３月６日まで 

昭和 32 年ころから 36 年ころまでＡ院（現在は、Ｂ院）でＣとして

勤務した。社会保険事務所（当時）の記録によると、この間の厚生年金

保険が未加入になっている。保険料を控除されていた記憶があるので、

申立期間を被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｄ市役所によると、「申立人は、申立期間にＡ院に勤務していた。」と

するとともに、「Ｄ市の職員としてＥ組合の組合員として加入してい

た。」と回答している。 

また、Ｅ組合は、「申立人は、申立期間にＥ組合の組合員であってＦに

加入していたが、既に退職一時金として全額受給している。」と回答して

いる。 

なお、Ａ院が厚生年金保険の適用事業所となったのは平成２年４月２日

であり、申立期間は適用事業所ではなかったことから、厚生年金保険が適

用されない期間であったことが確認できる。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 2739 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ： 

生 年  月 日 ： 昭和 21 年生 

住        所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 54 年４月１日から 56 年８月１日まで 

昭和 54 年１月に株式会社Ａ（現在は、株式会社Ｂ）にパートとして

勤務し、同年４月に社員となり 61 年５月 10 日まで一般販売員や店長と

して勤務した。しかし、社会保険庁（当時）の記録では、入社直後の申

立期間の厚生年金保険の被保険者記録が無い。申立期間は社会保険料も

控除されていると思うので、厚生年金保険の被保険者期間と認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持している申立期間当時の預金通帳の給与振込記録及び同僚

の供述により、入社日の特定はできないものの、申立人は、申立期間に株

式会社Ａに勤務していたことが推認できる。 

しかしながら、株式会社Ａの親会社である株式会社Ｃは、「株式会社Ａ

の社会保険の管理を行っているが、当時の労働名簿等も残っておらず、社

会保険資格の取得喪失、社会保険料の控除及び納付についてはいずれも不

明である。」と回答している上、株式会社Ａが加入するＤ組合は、「設立

が昭和 60 年 10 月１日であり、紙の記録は平成 10 年以降のものしか保管

してなく、同組合のコンピュータ記録を調査したが申立人の記録は無

い。」と回答しており、また、株式会社Ｃの顧問の社会保険労務士である

事務所も、確認できる資料が無いため不明と回答していることから、申立

てに係る事実を確認することができない。 

また、同僚に照会した結果、厚生年金保険への加入は入社後１月から２

年後と供述する者がいるほか、「厚生年金保険は希望者だけが加入できた。

自分は入社１年後に希望して加入できた。」とする同僚もいる上、そのほ



  

かの同僚も申立人が厚生年金保険料を控除されていたかについては不明と

供述している。 

さらに、申立人の株式会社Ａに係るオンライン記録は、同社に係る健康

保険厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保険者名簿」という。）と一致

しており修正等の痕跡は認められない上、雇用保険の被保険者記録とも合

致していることから、同社は社会保険と雇用保険の取得及び喪失の手続を

一緒に行ったものと考えられる。その上、親会社の株式会社Ｃに係るオン

ライン記録及び被保険者名簿の両方に申立人の被保険者記録は無い。 

加えて、申立人が申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除されて

いた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 2740 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

生 年  月 日 ： 昭和 24 年生 

住        所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年３月 16 日から同年８月 15 日まで 

株式会社ＡのＢ営業所で、平成７年３月 16 日から同年８月 15 日ま

で勤務したが、この間の厚生年金保険の加入記録が無いので調査して厚

生年金保険の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

株式会社Ａの申立期間当時のＣ長の供述及び申立人が所持している預金

通帳の給与振込記録から、期間の特定はできないものの、申立人が申立期

間に株式会社Ａに勤務していたことが推認できる。 

しかし、申立期間当時の同僚８人に照会をした結果、回答のあった二人

の同僚によると、申立人は、勤務していなかった、又は不明としていると

ともに、厚生年金保険料を控除されていたかも不明としている。 

また、上記のＣ長は、「会社の方針で試用期間中（６か月）は社会保険

に加入させなかったし、申立人は、試用期間中に退職したので加入してい

なかった。」と回答している上、同僚に確認した結果、「試用期間があり、

この期間は厚生年金保険に加入させなかった。」と供述している。 

さらに、申立期間における申立人の雇用保険の加入記録は無く、申立人

が申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除されていた事実を確認で

きる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2744 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和９年生 

    住 所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 37 年 11 月から 38 年４月まで 

             ② 昭和 38 年 11 月から 39 年４月まで 

    申立期間①についてはＡ株式会社（現在は、Ｂ株式会社）Ｃ工場に、

申立期間②については同社Ｄ工場に出稼ぎで勤務し、厚生年金保険料も

控除されていたと思うので、申立期間について厚生年金保険被保険者で

あったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、申立期間①について、期間の特定はできないものの、同僚

の供述によりＡ株式会社Ｃ工場に勤務していたことがうかがえる。 

しかし、事業主は、「当時の資料が無く不明である。」と供述してい

る上、元労務担当は、「確信は持てないが、季節工の社会保険加入手続

は失業保険（当時）以外行っていなかった。」と供述している。 

 また、申立人は、同じ地区から出稼ぎをしていた同僚は、申立人を含

め 15 人前後であったと供述するものの、当時の責任者は他界している

上、他の同僚の氏名を覚えておらず、申立期間の保険料控除について確

認することができない。        

さらに、Ａ株式会社Ｃ工場の健康保険厚生年金保険被保険者名簿にお

いて、申立期間①に被保険者資格を取得及び喪失している同僚と思われ

る者は確認できず、申立人の氏名も見当たらない。 

加えて、申立人が申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



  

 

  ２ 申立人は、申立期間②についてＡ株式会社Ｄ工場に勤務していたと主

張する。 

しかし、事業主は、「当時の資料が無く不明である。」と供述してい

る上、申立人は、同じ地区から出稼ぎをしていた同僚は３人前後であっ

たと供述しているが、同僚の氏名を覚えておらず、申立期間②の保険料

控除について確認することができない。 

また、Ａ株式会社Ｄ工場の健康保険厚生年金保険被保険者名簿におい

て、申立期間②に被保険者資格を取得及び喪失している同僚と思われる

者は確認できず、申立人の氏名も見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立人の申立期間②における勤務状況及び厚生年金保険料

の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ３ なお、オンライン記録によると、申立人は、申立期間を含む昭和 35

年 10 月１日から 40 年 11 月６日までの期間に国民年金保険料を納付し

ていることが確認できる。 

 

  ４ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を各事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2745 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 26 年生 

    住 所  ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 46 年６月 26 日から 48 年 12 月４日まで 

   厚生年金保険の加入期間について社会保険事務所（当時）に照会した

ところ、申立期間について加入記録が確認できなかった旨の回答をもら

った。昭和 46 年３月 25 日に有限会社Ａへ入社したと同時に厚生年金保

険の被保険者資格を取得し、48 年 12 月４日に国民年金に加入するまで

被保険者期間は継続していたはずである。申立期間を厚生年金保険の被

保険者期間として認めてほしい。 

                      

第３ 委員会の判断の理由 

   有限会社Ａの健康保険厚生年金保険被保険者原票において、申立人の厚

生年金保険被保険者資格取得日は昭和 46 年３月 25 日、資格喪失日は同年

６月 26 日となっており、同事業所において被保険者資格を再取得した 51

年４月 14 日までの間に申立人の氏名は無い。 

   また、戸籍謄本により、申立人は、有限会社Ａの事業主であるＢ氏の三

女であることが確認できるところ、Ｂ氏の同社での健康保険厚生年金保険

被保険者原票によると、昭和 45 年 10 月１日付けの算定基礎届で申立人は、

Ｂ氏の被扶養者として届け出られており、55 年 10 月１日の算定基礎届で

は申立人の被扶養終了日が 48 年 12 月４日と記載されていることから、申

立期間についてはＢ氏の被扶養者となっていたことが確認できる。Ｂ氏が

既に他界していることから、断定はできないものの、既に被扶養者として

届出している申立人を、厚生年金保険被保険者としても届出した事務処理

の誤りに気付いたＢ氏が、昭和 46 年６月に申立人の厚生年金保険被保険

者資格を喪失させる手続を行ったものと考えるのが妥当であり、厚生年金

保険料も控除されていなかったものと推認される。 



  

さらに、申立人が申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、ほかに申立て

の事実を確認できる関連資料や周辺事情も見当たらない。 

加えて、雇用保険の全被保険者番号において、申立人の雇用保険の加入

記録は無いことが確認できる。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されたと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2746 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日   ： 昭和 25 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 51 年２月１日から 52 年３月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録について照会し

たところ、申立期間について厚生年金保険に加入した記録が無い旨の回

答があった。当時、Ａ株式会社に勤務していたことが確認できる写真が

あるので、申立期間について被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録、同僚の供述及び申立人から提出を受けた写真

により、申立人が申立期間においてＡ株式会社に勤務していたことは認め

られる。 

しかしながら、Ａ株式会社が提出した「健康保険厚生年金保険新規適用

事業所現況書」等によると、同社は昭和 52 年３月１日に厚生年金保険の

適用事業所となっており、申立期間は適用事業所ではない上、同日付けで

健康保険の整理番号１番から 10 番までの 10 人が資格を取得していること

が確認でき、同日より前に厚生年金保険の資格を取得した者はいない。 

また、事業主は、申立期間は厚生年金保険加入前であり、各人の責任で

国民年金に加入するよう指導しており、申立人に係る人事記録、賃金台帳

等は保存していないが、申立人の給与から厚生年金保険料の控除はしてい

ないと供述している。 

さらに、申立人をＡ株式会社に入社するよう勧誘したと供述している同

僚も、同社が厚生年金保険に加入する前は、各人が国民年金に加入するよ

うにとの指導があり、国民年金に加入したと供述しており、現に当該同僚

は、申立期間は国民年金に加入し、国民年金保険料を納付していることが

確認できる。 



  

このほか、申立人が申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無く、ほかに申立

ての事実を確認できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2747 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日   ： 昭和 17 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 35 年４月 10 日から 41 年 10 月 20 日まで 

    申立期間はＡ株式会社（現在は、Ｂ株式会社）において寮生活をしな

がら初めは見習工として働いていた。一人前の職人になるのには約３年

くらいの見習期間はあったが、６年以上も厚生年金保険の被保険者記録

が無いのはおかしいので、調査の上、被保険者記録を訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の被保険者記録、同僚の供述等から申立人が昭和 35 年 10 月

23 日からＡ株式会社に勤務していたことは認められる。 

しかしながら、Ｂ株式会社の事業主は、「当時の事業主である父は既

に他界しており、当時の資料は無く、事実関係は何も分からない。」旨

を回答している。 

また、同僚照会に回答のあった複数の同僚からは、「当時、一人前の

職人になるには３年から４年の修業期間があり、さらに事業主から一人

前の職人として認められるのには個人差もあった。結局、厚生年金保険

への加入は事業主の一存で決定されていたようだ。」とする旨の供述が

あり、当該事業所では、従業員の厚生年金保険への加入時期は、事業主

の判断により個別に決定されていた状況がうかがわれる。 

さらに、Ａ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、

申立期間における申立人の記録が無い。 

なお、申立人が申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていた事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無い。 

 このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情も見

当たらない。 



  

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 2748 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和42年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和61年５月22日から62年３月10日まで 

    昭和 61 年５月にＡ株式会社に入社し、約１か月の見習期間を経て正

社員となり、厚生年金保険に加入した。しかし、オンライン記録では、

同社での厚生年金保険の資格取得日が 62 年３月 10 日からとなっている。 

申立期間に被保険者記録が無いのは疑問であるので、調査した上で

訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ株式会社で勤務していたと主張しているが、

同社は平成９年６月25日付けで解散しており、所在が確認できた元事業

主に照会したが、回答を得ることはできなかった。 

また、同僚照会に回答のあった二人の同僚は、申立人のことを記憶し

ておらず、申立人の勤務実態及び保険料控除を確認することができない。

なお、同僚のうち一人は、「自分の場合には試用期間が３か月くらいあ

った」と回答している。 

さらに、雇用保険の被保険者記録によると、申立人の雇用保険の資格

取得日は、厚生年金保険被保険者資格取得日と同じ昭和62年３月10日で

あることが確認できる。 

なお、申立人は、自分の厚生年金保険と雇用保険の被保険者資格取得

日が同一日となっていることについて、自分が昭和62年３月に遭遇した

業務中の交通事故で入院したことを契機に、事業主が急遽、社会保険の

加入手続を行った可能性があると供述している。 

加えて、申立人が申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていた事実を確認できる給与明細書、源泉徴収票等の資料は無



  

い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が、厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたものと認めることはできな

い。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 2754 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38 年６月１日から同年９月１日まで 

             ② 昭和 39 年 12 月 24 日から 40 年４月１日まで 

    昭和 38 年６月１日から同年８月 31 日までの間、株式会社Ａに勤務し、

また、39 年 12 月 24 日から 40 年３月 31 日までの間、Ｂ株式会社に勤

務したが、両事業所での厚生年金保険の被保険者記録が欠落している。

それぞれの事業所で給与から厚生年金保険料を控除されていたので、調

査の上、被保険者期間として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①について、申立人が記憶している事業所所在地、事業主の

経歴及び業務内容に係る申立内容から、期間の特定はできないものの、

申立人が申立期間①の一時期において株式会社Ａに勤務していたことは

うかがわれる。 

    しかしながら、株式会社Ａは申立人が勤務していたことを確認できる

資料を保有していないことなどから、申立人が株式会社Ａに勤務してい

たことを確認することはできないとしている。 

    また、申立人は、当時の株式会社Ａにおける上司や同僚等の氏名を記

憶しておらず、これらの者から申立人の勤務の実態や厚生年金保険料の

控除について供述を得ることができない。 

    そこで、株式会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、

申立期間①当時に厚生年金保険に加入していることが確認できる 11 人

に照会したが、回答のあった７人全員が申立人のことを記憶しておらず、

申立期間①の厚生年金保険料が控除された事実をうかがわせる供述は得

られなかった。 

    さらに、回答のあった７人の入社日と厚生年金保険の加入日との関係

を照合したところ、入社日とする日の３か月後ないし３年後に資格を取



  

得している者が確認できる。 

加えて、株式会社Ａの健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、申立

期間①における申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番も無い

ことから、申立人に係る社会保険事務所（当時）の記録が失われたこと

は考え難い。 

 

  ２ 申立期間②について、申立人が記憶している事業所所在地、通勤方法

及び業務内容に係る申立内容から、期間の特定はできないものの、申立

人が申立期間②の一時期においてＢ株式会社に勤務していたことはうか

がわれる。 

    しかしながら、Ｂ株式会社は申立人が勤務していたことを確認できる

資料を保有していないことなどから、申立人がＢ株式会社に勤務してい

たことを確認することはできないとしている。 

    また、申立人は、当時のＢ株式会社における上司や同僚等の氏名を記

憶しておらず、これらの者から申立人の勤務の実態や厚生年金保険料の

控除について供述を得ることができない。 

    そこで、Ｂ株式会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、

申立期間②当時に厚生年金保険に加入していることが確認できる 15 人

に照会したが、回答のあった 12 人全員が申立人のことを記憶しておら

ず、申立期間②の厚生年金保険料が控除された事実をうかがわせる供述

は得られなかった。 

    さらに、回答のあった 12 人のうち５人が、「入社後、２，３か月間

の試用期間があり、その後に厚生年金保険に加入した。」と供述し、こ

れらの者の入社日と厚生年金保険の加入日との関係を照合したところ、

入社したとする日の２，３か月後にそれぞれ資格を取得していることが

確認できる。 

加えて、社会保険事務所が保管するＢ株式会社の健康保険厚生年金保

険被保険者名簿では、申立期間②における申立人の氏名は無く、健康保

険の整理番号に欠番も無いことから、申立人に係る社会保険事務所の記

録が失われたことは考え難い。 

 

  ３ このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

４ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保

険料を各事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 2757 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37 年３月 28 日から 41 年 12 月 25 日まで 

    Ａ株式会社Ｂ工場を昭和 41 年 12 月 25 日に退職し、翌日には実家の

あるＣ町に帰郷していたにもかかわらず、１か月以上も後になって脱退

手当金が支給されたことになっているが、私は請求手続をした記憶が無

く、支給日にはＤ市にいないのにどのように支払ったのか疑問である。

また、平成 13 年ころに、当時、勤務していたＥ株式会社から厚生年金

保険被保険者証の提出を求められ、しばらくして戻ってきたときには今

まで無かった「脱」印が押されていたので、「これはおかしい」と同僚

と話した記憶がある。何年も経ってからもらってもいない脱退手当金の

受給を示す「脱」印を押されたあげく、申立期間の厚生年金保険を受け

取れないのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人の厚生年金保険被保険者証には脱退手当金の支給を意味する「脱 

Ｆ」の印が押されているところ、申立人は、「この「脱」印は、当時、勤

務していたＥ株式会社から同証の提出を求められ、１か月ほどして返却さ

れたときには今まで無かった「脱」印が押されていたものである。これを

不審に思い社会保険事務所（当時）に出向き、説明を求めたが納得できな

かった。その際にもらった説明資料の日付から、同被保険者証に「脱」印

が押されたのは平成 13 年 10 月ころである。」と主張している。 

しかしながら、Ｇ年金事務所では、申立人の厚生年金保険被保険者証に

押印された「脱」印の形状等からその使用期間は分からなかったものの、

平成 13 年当時は既にオンライン化されており、全国の社会保険事務所で

申立人の記録を確認することが可能であるため、わざわざＨ管轄の社会保



  

険事務所を経由して、Ｉ社会保険事務所（当時）において「脱」印を押し

て返却するような事務手続を行う必要がなかったと考えられるとしている

ことから、申立人の厚生年金保険被保険者証に「脱」印が押されたのは、

申立期間の脱退手当金が支給決定された当時と考えるのが自然である。 

なお、Ｅ株式会社における申立人の同僚の二名は、申立人の厚生年金保

険被保険者証に新たに「脱」印が押されたことについて話題としたことは

記憶にあるものの、両名共に申立人の厚生年金保険被保険者証の現物を見

たことは無いとしており、いつの時点で「脱」印が押されたのかを確認す

るには至らなかった。 

また、Ａ株式会社（現在は、Ｊ）Ｂ工場の同僚に照会し、８人から回答

を得たが、そのうち４人が退職時に会社から脱退手当金の説明を受けたと

しており、さらに一人は、退職金と併せて脱退手当金を支給していたと供

述している。 

さらに、Ａ株式会社Ｂ工場に係る申立人の健康保険厚生年金保険被保険

者名簿には、申立人の厚生年金保険被保険者証と同じように脱退手当金の

支給を意味する「脱」印が押されていることが確認できるとともに、申立

期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生

年金保険被保険者資格喪失日から約１か月後の昭和 42 年１月 28 日に支給

決定されるなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえず、ほかに申立人

に対する脱退手当金の支給を疑わせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 



  

埼玉厚生年金 事案 2758 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

        住        所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 38 年１月 12 日から 43 年８月７日まで 

    有限会社Ａを退職後、脱退手当金を受け取ったことになっているよう

だが、私は受け取った記憶も請求した記憶も無い。申立期間を厚生年金

保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が勤務していた有限会社Ａの事業所の事業所別被保険者名簿の申

立人が記載されているページとその前後５ページに記載されている女性同

僚について脱退手当金の支給記録を確認したところ、申立人を除く昭和41

年から48年までの期間に被保険者資格を喪失した10人のうち７人が資格喪

失日の６か月以内に脱退手当金の支給決定がなされている上、当該事業所

の事務担当者は「当時店舗が３つあり、従業員の出入りが激しかったため

退職者全員に説明はできなかったが、説明ができる場合は口頭で脱退手当

金について説明していた。」と供述しており、元同僚も「事務担当者に脱

退手当金の請求書を書いてもらい、社会保険事務所（当時）で脱退手当金

を受領した記憶がある。」と供述していることを踏まえると、事業主によ

る代理請求が行われていたと考えるのが妥当であり、申立人についても事

業主により代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

   また、申立期間の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期

間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約１か月後の昭和43年９月

17日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえな

い。 

   さらに、申立人から聴取しても請求・受給した記憶が無いというほかに

脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2759 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和９年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 29 年４月 25 日から 31 年３月 31 日まで 

    ねんきん特別便を確認したところ、昭和 29 年４月から 31 年３月まで

勤務したＡ社の記録が欠落していることが判明した。当時、Ｂ校の定時

制を卒業後、入社試験を受け、合格し、同社に勤務したことは間違いな

いので厚生年金保険被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ社に昭和 29 年４月 25 日から 31 年３月 31 日まで勤務し厚

生年金保険に加入していたと主張しており、申立人がＡ社に入社したとき

に､既に勤務していたとして名前を挙げた上司の氏名が同社に係る健康保

険厚生年金保険被保険者名簿から、申立人が自身が入社したと主張してい

る日の約１年後である 30 年４月１日の資格取得日で確認できること、及

び申立人の兄が申立人は申立期間当時同社に勤務していたと供述している

ことから、期間及び雇用形態の特定はできないものの、申立人が同社に勤

務していたことは推認できる。 

しかし、同社は、昭和 31 年 11 月１日に厚生年金保険の適用事業所で

はなくなっており、法人登記の記録も確認ができないことから、事業主

から申立人の勤務実態及び社会保険料控除を確認することができない。  

また、申立人と同時期に勤務した者でオンライン記録により住所が確

認された二人に照会をしたが、回答を得ることができなかった。 

   さらに、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿には申立人の氏

名が無い上、申立人が申立期間において厚生年金保険料を事業主により控

除されていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立てに係る事実をうかがわせる関連資料及び周辺事情は



  

見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 2760 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年８月１日から 44 年８月１日まで 

    私は、昭和 43 年８月ころ、Ａ地にあったＢ株式会社の工場に入社し、

Ｃの仕事を行っていた。44 年８月ころに退職したが、その期間は給与

から保険料を天引きされていたと思うので、申立期間を厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間については、申立人は、国民年金に加入し、昭和 43 年４月か

ら 45 年３月までの国民年金保険料を納付していることが国民年金被保険

者台帳から確認できる上、44 年 10 月６日から申立人は厚生年金保険被保

険者となっていることから、前記で納付したことが確認できる国民年金保

険料のうち、当該厚生年金保険の被保険者期間と重複する期間（44 年 10

月から 45 年３月まで）の保険料 1,500 円が 45 年 11 月 13 日に還付されて

いることが同台帳から確認できる。 

   また、Ａ株式会社の事業所の事業所別被保険者名簿には、申立期間にお

ける申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番も無いとともに、申

立期間の雇用保険の被保険者記録も確認ができなかった。 

   さらに、申立期間について、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の適用

について、二人の取締役に照会したところ、共に申立人のことは記憶に無

いとし、申立期間当時のＡ株式会社には季節工や長期のアルバイトが多数

勤務していたとしており、営業担当の取締役は「これらの人たちは厚生年

金保険に加入しなかったので、厚生年金保険の記録が無いとするならアル

バイトと考えるほかはない。」と供述し、もう一人の経理担当の取締役も

「社会保険関係の事務は適切に行っていた。正社員ならば厚生年金保険に



  

加入した。」と供述している。 

   加えて、複数の同僚に照会を行い、回答を得たが、申立人が勤務してい

たとの供述は無く、約半数の同僚が「季節工やアルバイトの多くは厚生年

金保険に加入しなかった。」と前述の取締役と同じ供述をしている。 

   なお、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを確認できる給与明細書等の資料も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について、

確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2761 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号  ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 19 年生 

        住 所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 41 年４月ころから 42 年 11 月ころまで 

    私は、高校時代に学校は違うが汽車通学で一緒だった友人のＡ氏に誘

われてＢ株式会社に勤務した。Ａ氏は同社における厚生年金保険の加入

記録があるにもかかわらず、自分の記録が無いのはどうしても納得でき

ない。申立期間について厚生年金保険被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立内容、Ａ氏及び同僚一人の供述により、期間の特定はでき

ないものの、申立人が申立期間においてＢ株式会社に勤務していたことは

うかがえる。 

   しかしながら、申立人が名前を記憶する経理担当者及び複数の同僚に照

会を行ったが、回答した者全員が申立人のことは「知らない。」としてい

ることから、申立人の主張を裏付ける供述を得ることができない。 

   また、Ｂ株式会社の事業所の事業所別被保険者名簿及び職歴審査照会回

答票〔個人情報〕に載っている所在が確認できる同僚 11 人に、申立人の

勤務実態や厚生年金保険料の控除について照会し、６人から回答を得たも

のの、具体的に記憶している者はいない上、当該同僚からＢ株式会社勤務

時に同僚だったとして名前が上がった複数の人物（33 人中 13 人）は被保

険者名簿及び職歴審査照会回答票〔個人情報〕に名前が無いことが確認で

きる。 

   さらに、Ａ氏がＢ株式会社で厚生年金保険の資格を取得した時期（昭和

42 年４月 10 日）は、Ａ氏がＣを取得した時期（41 年２月 21 日）から推

認できる入社時期の約１年後である。 



  

   加えて、Ｂ株式会社に照会したところ、申立人の勤務実態、資格取得及

び喪失の届出について「不明。」、厚生年金保険料を申立人の給与から控

除していたかについて「資料が無いため不明。」と回答している。 

   なお、Ｂ株式会社の事業所の事業所別被保険者名簿の申立期間前後にお

ける健康保険証番号は連番となっており欠番は無く、申立人の氏名も見当

たらない。 

   このほか、申立人は、厚生年金保険料の控除に関する具体的な記憶は無

い上、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2762 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日  ： 昭和 14 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 30 年４月１日から同年 10 月１日まで 

 昭和 30 年４月１日にＡ校卒業と同時に同校の紹介でＢ院へ就職した。

学校からの紹介で入社したので、法的雇用契約書を結んでおり、厚生

年金保険料を控除されていたはずである。Ｂ院を退職後、Ｃ株式会社

に入社する際には厚生年金保険被保険者証と思われる書類を提出した

記憶もあるので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務したと主張するＤ区所在のＢ院は、健康保険厚生年金保険

適用事業所名簿及び適用事業所索引簿において、厚生年金保険の適用事業

所であったことの事実を確認することができない。 

また、Ｅ会によれば、申立期間当時から現在までにＤ区内にＢ院は一つ

しか存在していないとしており、当該院の現在の院長は「申立人が勤務し

ていたのが当院の前身であるかも含め、当時の資料等が無いためわからな

いが、Ｆであり、現在も厚生年金保険には加入していない。当然ながら給

料からも厚生年金保険料を控除していない。当時厚生年金保険に加入して

いたということは考えにくい。」と供述している。 

さらに、申立人は、当時の事業主及び同僚の氏名を記憶しておらず、こ

れらの者から申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について供述

を得ることはできない。 

加えて、申立人は、Ｃ株式会社に入社する際にＢ院で受け取った厚生年

金保険被保険者証を提出したと申し立てているが、厚生年金保険記号番号

払出簿によれば、申立人のＣ株式会社に係る被保険者記録は、昭和30年10

月１日付けで同社に係る資格を取得した際に新たに払い出された番号で管



  

理されていることが確認できる。 

なお、申立期間について、申立人が厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料は無い。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

埼玉厚生年金 事案 2763 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 54 年３月５日から同年５月１日まで 

② 昭和 55 年４月 14 日から同年５月１日まで 

私は、申立期間当時、Ａ局（現在は、Ｂ株式会社Ｃ支社）に臨時雇用

員として、昭和 54 年３月５日からＤ所に勤務し、55 年４月 14 日から

はＥ校において教育訓練に従事したが、これらの期間の厚生年金保険加

入記録が無いのは納得がいかない。これらの期間について、厚生年金保

険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ｂ株式会社Ｃ支社提出の申立人に係る臨時雇用

員履歴カードにより、申立人は、昭和 54 年３月５日から 55 年４月 11

日までの期間、Ａ局Ｄ所（当時）において臨時雇用員として勤務してい

たことが確認できる。 

また、当該臨時雇用員履歴カードにより、申立期間①の昭和 54 年３

月及び同年４月の保険料が控除されていないことが確認できる｡ 

さらに、Ｂ株式会社Ｃ支社は、申立人に係る職歴等記載事項証明書に

おいて、申立人に係る退職金手当算出起算日を昭和 55 年５月１日とし

ているほか、健康保険厚生年金保険被保険者原票において申立期間①に

確認できる資格取得者は一人のみであり、申立人の名前は無い上、雇用

保険の被保険者記録は厚生年金保険の被保険者記録と一致している。 

加えて、申立人が申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

   

２ 申立期間②について、申立人が提出したＦにおける履歴カード及びＥ



  

校との臨時雇用員雇用契約書により、申立人は、常用的使用者ではなか

ったものの、昭和 55 年４月 14 日から同年４月 30 日までの期間、Ｅ校

で臨時雇用員（従事する作業の内容は、教育訓練）であることが確認で

きる。 

しかしながら、Ｅ校は厚生年金保険の適用事業所ではなく、同校が当

時所属していたＡ局に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票において、

申立期間②に係る健保番号は連番であり、申立人の名前は無い。 

また、Ｂ株式会社Ｃ支社Ｇ課は、申立期間②における申立人に係る厚

生年金保険料控除については、資料が無く確認ができないと回答してい

るほか、人事課に在籍する同校での教育訓練経験者は、申立人と同様に

教育訓練期間は厚生年金保険被保険者とはなっていないと供述している。 

さらに、申立人が申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていた事実を確認できる給与明細書等の資料も無い。 

 

３ このほか、申立人は、当時の同僚の名前を記憶していないため、当時

の同僚から供述を得ることができず、申立人の申立期間における厚生年

金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

 

４ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

各事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



  

埼玉厚生年金 事案 2764 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生  年  月  日 ： 昭和９年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申  立  期  間  ：  昭和 33 年 12 月 16 日から 37 年６月 15 日まで 

   私は、昭和 32 年４月 18 日にＡ所に非常勤職員として入所した。年金

記録によると 33 年９月 16 日に再入所し同年 12 月 16 日までの３か月間

で厚生年金保険の被保険者資格を喪失していることになっているが、同

年 12 月 16 日で退職した覚えは無く、37 年６月 15 日まで勤務していた。

その間３年６か月間の年金記録が欠落しているので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ院が提出した人事記録により、申立人は、昭和 32 年４月 18 日から

37 年６月 15 日まで継続してＡ所（現在は、Ｂ院）に勤務していたことが

確認できる。 

また、申立期間については、Ｂ院が提出した履歴書（人事記録）及び回

答書により、申立人は、Ｃ組合の組合員であったことが確認できる。 

なお、当該申立期間については、Ｄ組合Ｅ支部長名の長期給付決定通知

書により、退職一時金の支払が行われていることが確認できる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間について厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



  

埼玉厚生年金 事案 2765 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録につ

いては、訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年 11 月１日から５年９月 30 日まで 

    有限会社Ａに在籍していた申立期間の標準報酬月額が、平成５年 10

月 29 日になって、さかのぼって引き下げられているのはおかしいので

記録を訂正してほしい。 

   

第３ 委員会の判断の理由 

 オンライン記録では、申立人の有限会社Ａにおける厚生年金保険の標準

報酬月額は、当初、平成４年 11 月から５年９月までの期間は 41 万円と記

録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった５

年９月 30 日以降の同年 10 月 29 日において、標準報酬月額が遡及
そきゅう

して８

万円に訂正処理されていることが確認できる。 

 しかしながら、有限会社Ａに係る商業登記簿謄本及び厚生年金保険適用

事業所の記録により、申立人は、申立期間当時、有限会社Ａの代表取締役

であったことが確認できる。 

また、申立人は、社会保険事務所（当時）に対する訂正処理の手続は、

本申立当初は、社会保険事務所の職員が行ったと回答していたが、その後、

当該訂正処理は、事業主である申立人自身が関与しているものであり、事

業主として道義上の責任があることを認めている。 

これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負っ

ている代表取締役である申立人は、会社の業務としてなされた当該行為に

ついて責任を負うべきであり、自ら標準報酬月額の減額処理に関与しなが

ら、当該減額処理が有効なものではないと主張することは信義則上許され

ず、申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額の記録に係る訂正を認

めることはできない。 


